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冒頭挨拶

機関紙第３９号をお届けします。

財団法人国際民商事法センター理事長

原田明夫

本号は、ミャンマー・ビジネスロー講演会２０１２を特集しております。当財団は、法

務省法務総合研究所と共催して、財務省財務総合政策研究所の後援をえて、ミャンマー・

ビジネスロー講演会を、添付プログラムのとおり、７月２７日大阪、８月１日東京において

開催しました。

ミャンマーは、２０１１年３月に民政化を遂げ、一歩ずつ着実に民主化の道を歩んでいま

すが、ミヤンマーヘの支援・投資・進出を検討されている方を対象に、法制度についてよ

り理解を深めていただくために、元ヤンゴン大学法学部長で、現在は同大学博士課程の教

授・監督を担当されているタン・ヌエ氏（MsTanNwe）及び元ミャンマー最高裁判所研究

国際関係部長で､現在は企業へのリーガルアドバイスに従事されているテイン･ゾウ氏(Ｍｒ・

HtinZaw）を講師にお迎えし、ミャンマーにおけるビジネス法・労働法・土地法・会社法・

契約法等の現状について講演をいただきました。

両会場とも講演会後の質疑応答が活発に行われ、ミャンマーのビジネスに関わる法制度に

対する関心の高さをうかがうことができました。
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FAx箪講一癖感憲一ＯＢ“
申込方法

鍵識霧I蹴澱蕊鍾隷i認獣雀灘瀦擢駕:撫撫蕊蕊
す)。
申込期限７月１７日(火）

蕊

:参議霧鐘議j熱'鳶ヤン零一癖離籍職'1蕊議癖蕊／

－鳶ヤシマー"ビジネス蕊一講演会加2－

Iijiti蛾鋤i灘ii蕊篭鰯溌鋤灘簿鷲韓t識

開場"受付開始
講演〈Ms､Tha総Nwe）
質疑応答
休憩

講演(M砿HtinZaw）
質疑応答

開場同受付開始

講演〈MsTha補Ｎｗ等）
質疑応答
休憩
講演(Mr､ＨｔｊｎＺ倉w）
質疑応答

講演者鱒総介２０１１年３月に民政移管を遂げ,一歩ずつ蒲
実に民主化への道を歩むﾐｬﾝﾏｰ．
その無限の可能性は,今や全世界の注目の
的ですｓ

しかし,ミャンマーに支援･投資･進出しように
も､法制度が良く分からない。

今日本人もミャンマーで会社を設立できる？
◆どうしたら土地の権利を得られる？
今現地で紛争が生じたときの解決法は？

そんな声に応えるのが,今回の講演会です。

テーマ：どジネス法

東京と大磯で開催ｉ〈参加費無料〉
護って御参加<笈さい書
（申込み定員になり次第締切）

蕊

蕊蕊繍驚

灘嬢



＜大阪講演会＞

２０１２年７月２７日（金）

大阪中之島合同庁舎２階国際会議室



＜開会の挨拶＞

法務省法務総合研究所

国際協力部長

野口元郎

皆さま，本日は暑い中お越しいただきまして，本当にありがとうございます。御存じのと

おり，昨年の民政移管よりミャンマーの民主化の動きが加速しておりまして，日本政府と

しても今後ミャンマーに対する様々な分野での支援を強化するという方向で検討を進めて

いるところであります。本日は，その一環としまして，ミャンマーから法曹界で長らく御

活躍された，タン。ヌエさんとティン。ゾウさんの２人の専門家をお招きしまして，ミャ

ンマーの司法及び投資事情について御発表いただくことにしております。質疑の時間も設

けておりますので，みなさん御遠慮なく質問等をお願いいたします。本日は，法務省法務

総合研究所の国際協力部と財団法人国際民商事法センターの共催で行わせていただいてお

ります。また，財務省の財務総合政策研究所から後援を頂いております。両機関に対しま

して，改めて感謝申し上げます。それでは，続きまして司会者の方から発表者の略歴等を

簡単に御紹介いたします。
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＜講演Ｉ＞

｢ミャンマーでのビジネス展開に関する法的枠組み」

元ヤンゴン大学法学部長。弁護士

Ｍｓ・ＴｈａｎＮｗｅ（タン・ヌエ）

○司会者最初の発表者はタン・ヌエさんです。皆さまのお手元には，発表者の略歴など

を記載したパンフレットをお配りしておりますが，私の方から簡単にタン。ヌエさんの経

歴について御紹介させていただきます。

タン・ヌエさんは，ミャンマーを代表する国立大学であるヤンゴン大学において，かつ

て法学部長を務められ，現在はヤンゴン大学博士課程の教授。監督を担当されています。

また，法学部長時代には学生寮で寮母を務められており，まさに「ミャンマー法律界の母」

という存在であります。専門はビジネス法を始めてとして，会社法，土地法，契約法など

多岐にわたり，本国では歳入法，行政法，契約法の教科書を多数執筆されております。ま

た，現在はミャンマー人権ワークショップの委員も務めておられ，ミャンマー法律界を代

表する重鎮であります。タン・ヌエさんからは，「ミャンマーでのビジネス展開に関する法

的枠組み」と題して講演いただきます｡大変興味深いお話を聞けるものと期待しています。

それではよろしくお願いいたします。

○タン・ヌエこんにちは。皆さんにお会いできて光栄です。皆さんにミャンマーの会社

法についてお話しできる機会を与えられ，大変うれしく思っています。私は，ミャンマー

のビジネス環境が，近い将来改善すると期待しています。ミャンマーの会社法の法的枠組

みは，現在，多くの改訂がなされている途中にあります。そこで，最初に，ミャンマーの

法制度についてお話をさせていただきたいと思います。

ミャンマーの法制度というのは，コモンローの制度に基づいています。私たちは１９４８年

まで，英国の支配にあり，植民地支配が１００年ほど続きました。そして，１９６２年時点にお

いても，このイギリスのコモンローの制度を継続していました。法制度においては，成文

法があり，ここでもコモンローの原則そして，’慣習法についても，コモンローがベース

になっています。１９４８年から１９６２年にわたり，ミャンマーの言語で初めて記録がなされ

ました。それまでは，英語でその法律が書かれていたのですが，ミャンマーの原語が使わ

れたのが１９４８年です。

１９７４年に，ミャンマーの社会制度にのっとった形で憲法ができました。そして，１９６２

年以降，社会主義制度が始まり，ビジネスに大きな影響を及ぼしました。全く民間法とい
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うものはなく，社会主義的なプログラムにのっとった制度がありました。そして，１９６２年，

すべての会社が国営化され，多くの法が，経済的な変遷の中で公布されました。もともと

多くの民間企業を育てていこうという制度がありましたが，こういった法律は1988年にな

るまで使われませんでした。そして，公共財産保護法，社会主義経済制度は，１９８８年に放

棄されました｡1988年になり，ようやく市場中心型経済のシステムが採用されたわけです。

ということで，ミャンマーがようやく，民主主義的な憲法の考えに基づき，１９６２年前にあ

った民間企業の法律を刷新していこうという考え方が出てきたわけです。例えば，契約で

あるとか，そのほかの銀行法等は，廃止されるということがありました。しかし，ようや

く１９８８年になり，経済に向けてとられた措置が始まっていくわけです。

まず，１９８８年に公布された，外国投資法です。多くの昔の法律を改定し，これが，１９８８

年から2011年まで，経済が開かれ，外国投資を促進するために法律も整えられていくわけ

ですが，政治的な事情のために，経済はそれほど発展しませんでした。しかし，２０１１年に

発足した民主主義政府の方針により，経済はさらに開かれました。法的枠組みは，イギリ

ス植民地時代のコモンローに基づいており，国の情勢に合わせてそれを補完し、１９８８年か

ら経済を発展させる措置が取られていましたが，２０１１年になってようやく，政治的変革が

行われたために世界中の人々がミャンマーに注目するようになったのです。これが，経済

的な開発という観点で変わってきた状況の説明です。これはミャンマーの法律制定です。

1954年までに，ビルマ法典第１巻から第１３巻が施行されました。このビルマ法典の中に

は，英語で公布されているものがほとんどです。そして，１９５４年，ビルマ法典以降，毎年

毎年ミャンマーの制定法の記録が続いていきます。

そして，１９６２年から１９７４年は，ようやく革命評議会の時代になり，ここで制定法が３

巻出てきます。

１９７４年から１９８８年は，社会主義の時代でした。そこでもやはり，制定法が幾つか出て

きています。ただ，ここには英語のものはありません。1988年まで，英語のものはありま

せん。

１９８８年以降は，また制定法の記録があります。ここでビルマ語，それから英語，両方出

てきています｡１９８８年から2011年です｡英語でも法が公布されることになったわけです。

そして，議会が公布を行い，2011年，さらに２０１２年，連邦法が制定されました。そして，

新しい法が，特にビジネスの分野において公布されているという現状です。

１９８８年以降，ミャンマー政府は経済の開放を図ってきました。その主要な法律がミャン

マー連邦外国投資法です｡これは1988年に出されており，現在も存続しています｡そして，

新しい法律が，今，議会で審議されているところです。今議会で通過する見通しとなって

います。１９８８年の制定法に伴い，政府が国有企業法を公布しています。それに続き，ミャ

ンマー国民投資法が公布され，こうした国際的な貿易関係を支持するために，１９９０年に改

正法が提出され，公布されています。１９８８年の，現在も存続している法律について，お話

しておきたいと思います。
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１９８８年から現在に至るまで，様々な経済の変遷が起こりました。ミャンマーでは１９８８

年の制定法に基づき，２種類の投資が可能です｡一つめは,100％外資所有による投資です。

非常に限られた分野では個人事業主，パートナーシップ，有限会社という形をとることも

可能です。ミャンマーには公開会社，公開企業は存在しません。ほとんどの場合，外国企

業の支店。支社が多くを占めています。こちらは100％外資出資による投資です。そして，

二つめは，有限会社の形式による合弁企業の設立です。この場合，外資の出資比率は最低

35％とされています｡この合弁企業の設立に当たっては,1950年の特別会社法,そして１９１４

年制定の会社法に従うものとされています。そして，１９８８年の投資法第７条に基づき，外

国投資委員会が設立され，外国投資の手続なども定められています。

さらに，ミャンマー国民投資法が公布され，ミャンマー投資委員会によって行われてい

ます。この委員会は，ミャンマーにおける投資において，非常に重要な役割を担っていま

す。1922年の法律は，ミヤンマーヘの投資に関心を持っている多くの外国投資家からの批

判を受けました。１９２２年の法律によると，外国人投資家がミャンマーに投資するには，ミ

ャンマー投資委員会の許可を得ることが必要でしたが，当時，貿易協議会が，その委員会

の上に置かれていました。つまり，法律上はミャンマー投資委員会が，外国投資に関する

最高の権限を有するとされていましたが，貿易協議会が法律よりも優先されたのです。し

かし，現在では，地位が逆転し，投資委員会が最高権威になりました。このように，外資

を受け入れるシステム，体制も大きく変わってきました。１９８８年に外国投資法が制定され

ました。そして，外国投資家から，ミャンマーの投資に関して，別の批判が上がりました。

これは，その法律に基づくと，たくさんの制約を課せられてしまうということがあったか

らです。つまり，手続的な制約が多過ぎるという批判があったわけです。時間がかかり過

ぎる，あるいは，投資委員会であるのは間違いないが，どこにコンタクトするのか分かり

にくいといった批判が出てきました。ミャンマーにおいてビジネスを行うに当たり，いろ

いろな省庁に出向き，許可等をとる必要があったわけですが，現在では，システム自体が

変わってきました。ミャンマーに投資をする際に，ミャンマー投資委員会が，その申請書

を受け取ります。例えば水曜日に提出すると，金曜日に協議を行い，監督官庁なども交え

て協議を行います。今は，ワンステップでそうした許認可がとれるようなシステムになっ

ています｡投資法は,1988年に制定されましたが,法の運用の仕方が変わってきています。

手続的に，また，システムも，より投資家にとって使いやすいものになっています。です

から，従前に比べ，ミャンマーに投資を行うことが，手続上，非常に簡便になってきてい

るということが言えると思います。

そして，国有企業法の目的は，国民企業のビジネスを監督するもので，１２項目あります。

この１２項目は，政府のみが行うことが認められている経済活動です。

そして，それに加え，例外が定められているのは，特別会社法です。この分野において

は，政府との間で，合弁企業を設立することで，規制対象になっている１２の分野でも，例

えば，鉱山の採掘や，輸送といった分野は，外国からの投資を行い，そこで事業を営むこ
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とが認められています。この場合には，ミャンマー特別会社法が適用されます。

そして，ミャンマー金融機関法が１９９０年に定められています。経済の門戸開放が行われ

た後，金融機関に関するミャンマーの法律が設けられています。保険．金融機関等の監督

を行うための法律です。セクター別に新しい法律が定められています。それによって，セ

クターごとの監督，また，事業の展開が容易に行えるようにしています。

一つには，天然資源の分野です。漁業，そして海洋生産物に係る法です。これには，淡

水における養殖業等についての各法が定められています。それから，森林法です。この森

林法に基づいて，木材の伐採などが行われます。また，鉱山業に関して規制しているのが，

鉱山法です。海洋産物等の養殖等については，それに特定した法律があり，ミャンマー真

珠法，宝石法，さらに，銀行法といったものも定められています。この銀行法は，銀行業

のみを規制するものですが，今日に至るまで，ミャンマー外国為替銀行（MFTP）及びミャ

ンマー国民銀行，この２行のみが外為業を行っており，ミャンマーとビジネスをするため

には，外為業務は，ミャンマー外国為替銀行，若しくはミャンマー国民銀行を利用しなけ

ればいけません。

また，これ以外にもほかに４つの民間銀行があり，その４行もまた，外国為替業務を行

うことが基本的には認められています。現在使われている「チャット」という通貨は，外

貨だ換券というシステムをとっています。政府も，ＦＥＣと呼ばれる，為替のある程度の自

由化を行っていますが，いわゆるブラックマーケットレートに近いレートで取引されてい

るというのが実情です。公式のレートは，以前は，米ドル１ドルに対して６チャットとい

う交換比率でしたが，世界のほかの国の動向なども見まして，現在では，政府は，自由な

為替レートも認めるに至っており，１ドルに対して８００チャットといったレートが認めら

れています。そして，ＦＥＣシステム，いわゆる，外貨だ換券システムというのが存在して

いますが，これを政府は廃止をしようと試みています。ＦＥＣに関しては交換レートがＵＳ

ドルに同等です。１ドルに対して１ＦＥＣです。しかし，政府は，こういったシステムを近

い将来なくしていこうと，取り組んでいます。

さて，続いては，ミャンマー保険法です。ミャンマーにおける各活動について，カバー

しています。これは，外国投資家には認められている分野ではありません。現状は，まだ

認められていません。ビジネス環境を見ていますと，ミャンマーの税制は，商業税あるい

は資源税，また，国税ですが，それぞれを分けています。ビジネスマンにとりましては，

やはり，法人所得税が一番気になるところだと思います。１９７４年制定です。

二つの法が，社会主義時代に定められています。１９７４年に定められているのが一つ。そ

れから，法人税に関して１９７８年に制定されていますが，１９７４年の制定法は，大変に広範

な法でした。したがいまして，１９７４年の法は，2011年に廃止され，新しい法に変わってい

ます。現在では，法人所得税は，一つに統一されています。この法人所得税法は，現在の

状況に照らして，適切であるとは思えません。１９７４年の法律は，社会主義時代のものです

から，そうした情勢を反映しているわけです。その項目は，現在の状況にそぐわなくなっ
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ているところが多いと考えられます。１９９２年に至るまで，１９２２年制定法がありました。こ

ちらが1992年に廃止をされています。これは，関税法です。

そして，関税について見ますと，ミャンマーにおいては，１８７８年英国統治下で制定され

た法で，こちらが採用されていました。そして，商業税法は，１９９０年に制定，そして２０１１

年に改正が行われています。そして、タリフ法ということでの関税を定めるもうひとつの

法律もあります。さらに，様々な文書の提出については，印紙税法が定められています。

こちらも2012年に改正が行われています｡通貨の価値が変動していますので,それに伴い，

法の改正が行われています。それから，１９９０年に制定された法，そして２０１１年／５号と

していますのが，現行の法律です。

そして，税制に関する法律は，多くのものが改正されています。こちらにお示しをして

いるとおりです。１９７４年の所得税法です。外国人投資家にとって，1974年の制定法に基づ

き，二つのカテゴリーに分かれています。

まず一つ目が，非居住者外国人，そして居住者としての外国人という地位です。居住者

外国人にとっては，その者，あるいは会社が，ミャンマーに１８５日以上居住をしている場

合，居住者とみなされます。この居住者外国人，そして，外国法人に関しては，３５％の所

得税率が適用されます。そして，非居住者に対しては，３５％～50％の所得税率が適用され

ます。居住外国人というのは，１８５日以上，ミャンマー国内に居住をしている者ということ

です。また，商業税法は，これは動産・不動産等の取引に係るものです。こちらも改正さ

れています。そして，1992年関税定率法では，ミャンマーから輸出される物品，またミャ

ンマーに輸入される物品に係るものです。これは，先ほどの関税とはまた別に課せられる

ものです。

そして，もう一つ，情報として共有したいものがありますが，二重課税防止協定を英国

と結んでおります。さらに，インド，シンガポールとも結んでいます。そのほかの国とも

結んでいます。ミャンマーとも二重課税防止協定を結んでいます。

さて，知的所有権に目を向けてみたいと思います｡外国投資家という観点から見ますと，

投資家の方々がお知りになりたいことの一つに，知財についてはどうなのか，ということ

があると思います。ミャンマーには，まだ制定法としての特許法は存在していませんが，

しかし，コモンローの制度に基づいて，運用はされています。そして，この判例慣習に基

づき，この原理に基づいて，知的財産，知的所有権の保護を行うというシステム自体は，

存在しているわけです。

この特許意匠法は，既に廃棄されており，現在あるのが，ミャンマーの著作権法です。

多くのケースで，この著作権法が運用されています。フィルムやビデオ，映画です。いい

ビジネスがあるわけですが，多くの係争があります。そして，裁判に持ち込まれるこうい

った係争が日増しに増えています。

科学技術開発法ですが，ここでは１９９４年，科学技術開発法と名づけられた新しい法律が

出てきました。また，テレビ・ビデオ法というのがあります。そして，コンピュータ科学



開発法もあります。これも著作権に関するものです。

さらには,知財に関する法律に鑑み，ミャンマーは,ＷＩＰＯ(WOrldlnteⅡectualProperty

Organization）のメンバーに入っていることを申し上げたいと思います。世界の知財を守

っていく，そうした組織のメンバーでありますし,またＷＴＯ(WbrldnFadeOrganization）

のメンバーでもあります。そして，さらにアジアのこのIＰに関してのフレームワークのメ

ンバーでもあります。ですから，確かに法律が，まだ公布されていないとはいえ，コミッ

トメントはあるということです。ミャンマーでは，このＩＰの法律を２０１３年にきちんと整

理していく，そして公布するということです。既に，ドラフトは進んでおり，この法律を

確かに公布していくということです｡その後，皆さま方の権利を守っていくことでしょう。

私たちには，まだIＰ法がなく，まだそのオフィスも建っていないので，やらなければいけ

ないことが山積しています。この登録に関しては，たくさんのことをしなければなりませ

ん。

また，司法的な面での保護ですが，多くの場合，例えばトレードマークや，特許を守る

ことに対しての侵害に関して，まだまだ大きな問題があります。ＩＰ法の侵害に関しては，

裁判，司法制度というのをきっちりとその法律に基づいて守っていかなければならないと

いうことがあります。

また，その他にも多くの法律が用意されています。マネーロンダリングに関してもそう

です。テレビ・ビデオ法もそうです。こういったことがすべてIＰの侵害にもかかわってき

ます。また，会社法もあります。そして登録や，トレードマーク等々について，包括的な

取組みとして進んでいかなければならないものです。

既成の法律，これは労働法です｡労働法に関しては,２０以上の法律が用意されています。

例えば,雇用法の中には,雇用訓練法があります｡そして工場法もあります｡工場法は１９５１

年，これはその当時，最も重要な法律でした。つまり，外国投資家がミャンマーに対し，

投資をするとき，とても重要な法律という位置づけです。この工場法に従って，工場を建

てていくことになります。また環境保護法，あるいは人権であるとか，そういったものが

盛り込まれているということであり，ＩＬＯのスタンダードに合致した形で改正されていま

す。

そしてまた，最低賃金法が1949年に公布されています。これは，新しい法律にとってか

わるということで，新法の法案が既に発効済みで，国会を通りました。この新しい法案と

いうのは，特に貧困のエリアにかかわっていますが，あらゆるタイプのビジネスを網羅し

ます。

そして，１９５４年には社会保障法が出ました。この社会保障法はあらゆる労働者をカバー

し，社会福祉や医療，給付などを定めています。受けられる利益は限られていましたが，

当時の労働者にとっては有益なものでした。工場の労働者などにとって社会保障が保障さ

れるようになったからです。国民全員が社会福祉を享受すべきものであるという考えの下

で１９５４年に改正された社会保障法は，国民のための福祉内容を充実したのです。この法律
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の成立には，政府，労働者，そして雇用者が貢献しました。今後，社会福祉のためのファ

ンドを増資していく予定です。

それから，店舗事業所法が１９５１年に公布されました。店舗を設立するための法律で，店

舗に関しては,公式の就業年齢が１８歳から１３歳まで下げられました。しかし,人権上，「就

業するには，きちんと教育を受けた上で就業しなければならない」という条件があります。

1929年，取引紛争法，そして１９２３年，労災補償法であります。これは植民地時代のもの

です。取引の紛争がありました。

私たちは国連のメンバー，そしてILO条約のメンバーでもあります。二つの主たるコン

ベンションに参与している国です。そのほかにも，１７のコンベンションがあり，そこにも

参与しています。労働者を守るものであり，また，こういった法は，ＩＬＯ条約に準ずるも

のとなっています。また，最近になり，多くの人が海外で働くことがあり，海外雇用に関

する法律ができました。そして，最近ですが，労働機関法を公布しました。これは連邦法

2011／７号，ＩＬＯ条約に準ずるものとなっています。

さて，運送に移ります。海上と，それから航空運送に関してです。

まず，ミャンマーの海上貨物輸送法ですが，プロトコルは，１９２４年のハーグ条約に基づ

くものでした。１９２４年生まれです。

そして航空運送に関しては，１９２９年の旧ワルシャワ条約に批准しています。また，新し

いワルシャワ条約にも参与いたしました。この航空運送は，そのほかの国との協働でなけ

れば実現するものではありません。ですので，国際的な航空法に基づいていこうという動

きが強まっています。

さて，陸上運送です。すなわち，近隣諸国との関わりということになりますが，複合一

貫輸送ということで，ヨーロッパ，あるいはＥＵの国とは違いますが，同じように，複合

一貫輸送に関しての法律が求められます。ミャンマーには，経済特区に関しての法律があ

ります。ミャンマーの南部に，遠洋港をつくり，複合一貫輸送システムにより海上輸送や，

陸上運送を用い，中国等に輸送する予定です。タイ，ミャンマー，そして中国インドな

ど近隣諸国と結ぶ幹線道路を整備中です。それができれば，多くの企業がこの輸送システ

ムを使っていくことになるでしょう。ASEAN協定でも複合一貫輸送について定めており，

例えば，タイから複合一貫輸送を使って，いろいろな国に輸送されます。輸送関係の法律

ですが，貿易量が増えるにつれて，複合一貫輸送に関する法律が必要になります。といい

ますのも，貨物が損害を受けた場合，それがどこで発生したのか，そして，どの国のどの

法律をそれに適用するかなど，複合一貫輸送に関する法律について地域内で合意しなけれ

ばなりません。

ミャンマーの会社法ですが，１９１４年に公布されています。ミャンマーでは，まだこの会社

法を使っています。この改定は非常に少なく，１９６１年，あるいは１９５８年のみでありまし

た。もちろん重要な条項が入っています。様々な会社の設立手続の要素が網羅されていま

す。例えば会社を登録する場合には，規約や定款が必要ですし，またビルマ語と，それか
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ら英語で申請をしなければいけません。そして，こういった書類，あるいは文書というの

は，署名だけではなく，公証人を通して申請をしなければなりません。ですので，特にこ

の覚書，規約や定款，そこにはディレクターの名前，そして会社の活動，これが会社法に

のっとって申請されなければならないということです。また，海外からの投資家や，合弁

会社にも適用され，これが必要です。

また，会社の経営には，多くのインターナルな規則が出てきます。またＡＧＭ（年次株主

総会）で財務諸表等，監査を受けて提出するということです。特に企業の違反，犯罪等に

おいては，罰則規定は設けられておりません。私の調査研究によりますと，国によっては

特別な条項が設けられており，財産違反，経済違反については犯罪として，例えば英国な

どで見られ，罰せられるということですが，我々はまだ古い法律を運用していますので，

そういった条項は設けられていません。こちらは刑法の対象となります。もし，そういっ

た犯罪が起こった場合は，１９６０年，インド刑法が設けられており，そちらをミャンマーで

も準用しています。もとになっているのはインド刑法ですが，ミャンマー議会において，

多くの項目についての改正が行われています。

企業を会社で設立をするということは，様々な形態をとることができます。個人事業と

して事業を開始することもできますが，パートナーシップという選択肢もあります。ミャ

ンマーでも，公開企業，参画ができるということになっていますので,歓迎されています。

これは，一つ大きな変更だと思います。パートナーシップ法は１９３２年に制定されました。

こちらも，コモンローをベースにしています。これはパートナーシップの設立というのが，

両者の契約においてなされるものであるということが定められています。そして，各当事

者は共同し，連帯して，その企業の活動に責任を負うとされています。

そして，パートナーが特に責任を負うべきものは，そうした企業のパートナーシップの

資金においてです。これも契約に基づいて設立することができます。しかし，パートナー

は各当事者が企業に対して，共同して，連帯して責任を負いますので，こうしたこの条項

に関し，いろいろなケースが見られますが，３人がパートナーとして一緒に仕事をし，２

人がいなくなり，１人になったとしても，給与を得て，従事しただけであるといって，責

を免れようとしても，それは通らないということになります。

このパートナーシップに関しての一番重要なポイントは，ワンマンカンパニー（一人会

社）というのが認められていないということです。パートナーシップでなければならない

ということです。そして，私も調査をしたことがあるのですが，他国においては，ワンマ

ンカンパニーの法人登記が可能である国もありますが，ミャンマーではそれはできません。

パートナーシップでなければならないということです。そして１人の当事者をもってパー

トナーと称することはできません。またパートナーの持分，これを１人で100％持つことは

認められていないわけです。ですから，当事者が１人の場合，それは企業，会社とはみな

されないというのがミャンマーにおける法の解釈です｡

会社を買収するということも考えられますが，やはりその場合も２人以上の株主，若し
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くは，パートナーがいなければなりません。定款を変更して，その買収した企業に対して

適用するということはできますが，そういった場合も，ワンマンカンパニーということは

認められておりません。パートナーシップ，２人以上のパートナー，若しくは，株主が必

要です。

さて，仲裁法に参りましょう。仲裁法は1944年に公布されています。この法は，ミャン

マーで現在も用いられていますが，我々は，１９２３年の外国仲裁に関する条約を批准してい

ます。しかし，１９５８年のニューヨーク条約は批准していません。これが問題になっていま

す。ほかの国々は，この１９５８年の条約を批准しています。よって，ミャンマーが他の国々

との間において，この条約に基づいて仲裁等に入るということができないという問題があ

ります。現在，政府として，この1958年条約の批准国になるべく鋭意努力をしているとこ

ろではあります。

外国の法廷，あるいは，外国の仲裁法廷でこれが実施された場合，我々には判例がない

ということです。ミャンマーが仲裁を望んだとしても，それはかなわないということにな

ります。というのも，例えば輸出会社，輸出企業等に関し，そうした外国仲裁の適用がな

いということです。したがって，貿易の場合であれば，買手などに対して仲裁を求めたと

しても，現状，この条約を批准していないという状況が足かせとなって仲裁が求められな

いということがあります。この条約を批准するべく，早急に動かなければならないと考え

ています。ＷＴＯには加入しているわけですが，すべてのミャンマーで行われる契約におい

て，ミャンマー国内の契約がすべて政府との間で結ばれるもの，また政府によってなされ

るもの，こういった条項においては，紛争が発生し，友好的に解決することができない場

合,ﾐｬﾝﾏｰ連邦の仲裁法廷によって,解決を求め,そして,仲裁によって解決が見ら

れない場合は,仲裁人によって裁定者が任命されます｡その仲裁者によって手続を踏んで，

最終的な解決策が提示されることになります。これは1944年制定のミャンマー仲裁法及び

その改正法に基づいて仲裁が行われることになります。こうした仲裁法の条項があるとい

うことを契約にあらかじめうたっておく必要があります。そのほかの条項がなければ，政

府が認めるその他の特殊な条項等がある場合を除き，こういった仲裁法についての言及を

契約の中でしておく必要があります。司法局等によって，その他の仲裁の手続等がとられ

ることもありますが，基本的には仲裁法の適用ということになります。

これは，今後変わっていく可能性もありますが，どう変わっていくかということは分か

りません。これまでの前例を見ますと，仲裁法が適用になり，１人ないしは２人の仲裁人

によって仲裁の手続を踏むという過程を経て，仮に解決に至らない場合，最終的には裁判

所の判断がなされるということになります。これは裁判所の最終的な確定判断がおりると，

裁判所の判断に明らかな誤りがある場合，あるいは法律に鑑みて適切ではないといった場

合，その場合にも仲裁の過程を踏むということになります。1923年のジュネーブ条約を批

准しています。

そして，国土法です。これはミャンマーにおきましては，基本的に，土地はすべて国有
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になります。しかし，外国人の投資家は土地使用権を得ることが可能です。つまり，土地

の使用を求めるのであれば,土地使用権を求めるということです｡所有権ではありません。

そして使用権を得るということ，これは政府，若しくは政府により認可を受けた民間人か

ら使用権を得るということになります。その民間人の所有者から土地を借り受けた場合に

おいても，政府に対して通知をする必要があります。また，賃借をする政府，若しくは民

間人から土地を賃借するということは，政府，あるいは政府機関との合弁企業の場合，こ

うした土地使用権が政府により付与されることになります。自動的に使用権が付与されま

す。

それでは，結論に入りたいと思いますが，これまで申したことをまとめていきたいと思

います。ミャンマーの経済は，現状において，現在，新しい経済政策の下で展開を続け，

発展を続けています。また，それに伴って法制度，法の改正も行われており，さらに多く

の法が導入されて，法制度の充実が迅速に行われています。特に，１９８８年以降，民間部門

の促進ということが中心的に行われています。この部分の発展というのは，非常にスムー

ズに，そして迅速に行われてきたと考えられます。非常に今，ミャンマーの経済は，外国

に対して門戸が開かれており，外国人投資家からの投資も非常に歓迎されています。それ

に対応するかのように，多くの国から，多くの外国人投資家がミャンマーに対する投資を

行い，また検討をしています。

幾つか重要な法律について解説をしてまいりました。まだ不正競争防止法等などについ

ては，整備されておりません。知財については，著作権法は存在していますが，それ以外

については，知財に関する規制法はありません。しかし，実際の運用として知財の保護を

かけるために，コモンローが適用されています。このＩＰＯ，すなわち知的財産権局といっ

たものは存在していませんので，これまでの慣習に基づいて,保護を行うということです。

そして，先ほど来申し上げていますように，１９５８年のニューヨーク条約に批准をする必要

があり，また，外国からの投資に関して，民間部門の発展に合わせる形で，法の整備とい

うことにも鋭意努力がなされているわけです。そして，より法制度が充実してくると，さ

らに今後は，ＰＬ法なども整ってきます。不正競争防止法や，知的財産権保護法も整備され

てきます。これは今後の動向となってきます。

以上です。ありがとうございました。
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＜講演Ｉ質疑応答＞

○司会タン・ヌエさん，大変興味深いプレゼンテーションをありがとうございました。

聴衆の方も非常に関心の高い分野であっただろうと思います。

それでは，質疑応答に移ります。質問のある方は挙手を頂き，最初に所属と名前を言っ

ていただいてから質問をお願いいたします。御質問のある方，挙手をお願いいたします。

○布井ミャンマーの法律につきまして，大変幅広い観点からビジネス法についておうか

がいし，感謝いたしております。私，一橋大学の布井と申します。

まず，一つお伺いしたいのですが，ミャンマーは，コモンローの国であるということで

したが，このコモンローという制度というのは現在でも生きているというふうに考えてよ

ろしいでしょうか。そしてまた，コモンローは，かつてのイギリス法が支配するわけです

が，今後もこのコモンローの制度は，ミャンマーの主たる法体系として採用され続けてい

くのでしょうか。すみませんが，お伺いできますでしょうか。

○タン・ヌエ御質問ありがとうございます。確かに今もコモンローの制度を使っている

というふうに申し上げました。基本的な原則は同じですが，細かい点で異なる部分も多々

あります。ただ，いわゆる先例拘束性の原則については、コモンローのものと同様の原則

をこれまで採用しており，これからも継続していくでしょう。

さて，将来どうなっていくかということなのですが，恐らくこの原則にのっとり，例え

ばこの法の手続や，仕組み，原則は，将来的にもそのまま続いていくというふうに思いま

す。

○布井コモンローの国ですと，イギリスの判例が現在でも参考にされるというふうに聞

いているのですが，ミャンマーにおいても同じようにイギリスの判例というのが判例法と

しての地位をまだ保っているのでしょうか。

○タン･ヌエ私たちは，まず法律，制定法を解釈します。そして，ケースによってはイ

ギリスのコモンローの判例を適用する場合があります。例えば知財事件に関しては，コモ

ンローを適用します。しかし，最近，分野によってはコモンローも変わってきています。

例えば，知財権については証拠を使用し，過去の事例を参考にします。ただ，会社のロゴ

や企業のトレードマークが侵害された場合，侵害内容が同じであっても製品が異なる場合，

それを侵害とみなさない判決もありますので，慎重にならなければなりません。しかし，

こういった問題がミャンマーで起こった場合には，これはやはり貿易に関する国際的な協

定とともに動いていかなければならないということになります。11'RIPSなどが，かかわっ

てくると思うのですが。私たちは確かにコモンローを使いますし，そのシステムも使いま
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すが，しかし，それが今現在の世界の組織，いわゆるインターナショナルトレードと差異

があるのであれば，私たちは変えていかなければならない。そのコモンローの解釈そのも

のに関しての姿勢も変えていかなければならないということです。これで御満足いただけ

ましたでしょうか。

○布井これからより深く勉強させていただきまして，こういう情報を集めて，おつしや

ることをさらに理解させていただきたいというふうに存じます。

○金子大変わかりやすい，すばらしい講義をありがとうございました。私は，神戸大学

の研究者で金子と申します。投資法を勉強しております。

今日は，1988年に制定された外資法を中心に，関連する投資家が関心を持つ法領域につ

いて御紹介していただいて，大変勉強になりました｡私も投資法を勉強する者として，１９８８

年にこの法律ができたとき，注目しておりまして，日本で紹介などさせていただいたこと

もございました。ただ，８０年代は，日本の投資家は確かに外資法に関心を持って，外資法

が魅力的であれば，その国に投資する傾向があったのは事実です。

しかし，それから２０年ほど経ちまして，日本の企業もその間いろいろなことを学びまし

た。特に外資法というのが，ほんの入口に過ぎず，投資家にとって，初めて出会う国の法

律のほんの入口にすぎないということであり，いったん投資を決めますと，その後に様々

な国内法に直面していくことになります。きょうは外資法以外にも，労働法などの，お話

も頂き，特に日本の投資家が投資活動で直面する領域としては，それ以外に，会社法につ

いても御紹介がありましたが，現代においては，会社の社会的責任（CO叩orateSocial

Responsibility）というようなことで,会社の責任が厳しく問われていく法制度が強化され，

あるいは環境法の領域で厳しい制度の強化が進んで,ＡＳＥＡＮ諸国は，どこも進んでおりま

すし，それから産業政策に関する様々な法制度，特にパフォーマンス義務（Perfbrmance

Requirement）などと称し，その投資する国の産業政策に投資家がいろいろな面で義務を

請け負っていくというような制度もたくさん直面しております。そのような多くの広い意

味での投資法について，投資家が関心を持っているのが今の状況であるかと思います。

そうした意味で，今日は狭い意味の外資法を中心に御紹介いただいた気がしており，こ

れからそういった会社の社会的責任ですとか，環境法とか，そういったより広い法領域に

ついて，法制度の改革の見通しがもしおありでしたら，御紹介いただけたらと思いました。

時間も限られていると思いますので，簡単な御紹介をいただけたらと思います。

○タン・ヌエ御質問ありがとうございます。非常にいい点を御質問いただきました。同

時に，慎重でなければならない点でもあります。社会環境の問題，これは我々も注目をし

ていかなければならないところだと思います｡環境法は公布をしています。これは今，２０１２

年に公布をされたばかりです。したがって，環境法と外国投資法をリンクさせていかなけ
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ればならないわけです。そこで私が期待しているところは，何らかの具体的な責任の明確

化ということが，この外国投資家とミャンマーとの間で合意に達しなければならないと思

っています。いわゆる企業の社会的な責任もそこに入ってくると思いますが，ミャンマー

がこれまで目を向けてきたのは，欧米諸国を主に見てまいりました。また欧米諸国からは，

人権問題等で注目を集めてきたわけであります。我々は過去の努力によりまして，こうし

た人権に関する問題について，また，そうした批判をクリアしてきたわけであります。こ

の人権について大きな改善，また前進もしてきたと思っております。したがって，ここに

来て外国投資法も完備をしたと。そして社会的な企業の責任ということを盛り込んで，そ

の外国投資について，より広範に対応することができると思います。そして新しい外国投

資法の見直しを行い，また改正を行っていかなければならないと考えており，また実際に

そうした作業も現在行われているところです。

○児玉北浜法律事務所の弁護士の児玉と申します。きょうは幅広いお話をありがとうご

ざいました。

仲裁法についての質問なのですけれども，課題として仲裁法の改正やニューヨーク条約

への加入等は望まれるというお話だったかと思います。これについては，まだ具体的なス

ケジュールはでき上がっていないというふうにお聞きしたのですけれども，そういうこと

なのか，あるいは何か動きがあるのかという点をうかがいたいのが一つ。

それから，ミャンマーの中でも，今の状況として，例えばそういう仲裁法の改正である

とか，ニューヨーク条約に対する障害のようなものは何かあるのか，それとも，どんどん

進めようという議論なのか，もし御存じでしたら，教えていただけましたら幸いです。

○タン・ヌエ質問，ありがとうございます。２，３年ぐらい前から，ようやくこのニュ

ーヨーク条約のメンバーになろうという動きが出てきました｡というのは,２００７年に私は，

リタイアしたものですから，その前なのですが，政府がいろいろ質問をいたしました。大

学もそうですが，ヤンゴン大学の法科大学でいろんな質問が出てきました。政府の方から

意見を求められたわけです。こういった学術・学会から，どういうふうに仲裁法を改定し

ていくべきなのかという意見が求められました。長きにわたりまして質問があったわけで

す。これに関して，例えば１９５８年条約ですけれども，それほど大きな障害はなかったので

すが，国会等で十分な話し合いができたかというのは非常に疑問です。ただ，政府は既に

認識をしています。この方向に向かっていかなければならないことは，はっきりしている

ので，特に国内においても大きな障害はないということです。

○江藤国際協力部教官の江藤と申します。

私の質問は土地法に関することです。ミャンマーの土地は国有ということを教えていた

だきました。土地の使用権を外国投資家が取得できる。もちろん国民も恐らくは土地の所
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有権は持たず，土地の使用権を取得するということではないかと予想するわけなのですが，

その使用権を取得するにあたり，当然，土地について，不動産の登記制度というのが整っ

ているのではないかと予想しております。そこで，ミャンマーの不動産登記制度について

教えていただければと思いまして，質問をさせていただきました。

○タン・ヌエ士地登記の制度ですが，これは登記局が執り行っております。これは総務

省ですね。土地登記といいますのは，nPansfbrofPropertyActという土地譲渡に係る法律

がありますけれども，それによって不動産の譲渡等については登記が要求をされておりま

す｡これは非常に古い19世紀に定められた法律がもとになっており,改正を経ていますが，

あらゆる譲渡等については登記が必要になります。その中にはリースであるとか，担保と

いったことも含まれるわけであります。これは当局によって登記が求められております。

そうすることによって，合法的に保護を受けるということが可能になります。

そして，外国人投資家にとってはということですが，外国人投資家としては賃借をする

ことが可能です。これは政府，若しくは民間の所有者からです。そして，その賃借書，こ

れを登記の対象としています。賃借契約書を登録しなければなりません。これがミャンマ

ーの登記法によって求められています。

今，外国人投資家が実際に行っていることが，いわゆるＢＯＴ（BuildOperateand

nansfer）という方法がよくとられています。３０年とか５０年といった期間を切って，外国

人投資家が土地の上に建物などを建て，操業を行う。例えば観光業や，ホテル，そういっ

たビジネスを行うわけです。そして，その賃借期間が切れると，その土地を政府に返さな

ければならないわけです。返却をする義務があります。ですので，外国人投資家は，この

ような形でＢＯＴという形をとっていることは非常に多いです。

そして登記というのは，この動産。不動産譲渡法に基づいて，登記・登録が求められて

います。同時に政府に対して申告を行わなければなりません。賃借関係についての報告を

行います。規制に基づいて５年単位とか，そういった形での更新は可能です。これでお答

えになっていますでしょうか。

○布井もう一つ，技術的なことで申し訳ないのですが，先ほど会社法でワンマンカンパ

ニーは認められないということでお話がありましたが，外国人投資家がミャンマーに会社

を設立する場合にも，100％独資という形での会社は，現在でも設立はできないというふう

に考えてよろしいのでしょうか。

○タン･ヌエ100％の子会社,あるいは会社といった場合には,民間の所有ということで，

100％個人の事業としてはいいです。ただ，これは会社法にのっとって，外国の投資家が，

会社を設立するということを条件下で可能です。外国投資家がいわゆる子会社として登録

することは，もちろん可能です。例えば，もし企業の株主に，１人でも外国人がいれば，
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それはもう外国の会社なのです。

○布井外資系企業の場合は，ワンマンカンパニーでもいいということでしょうか。

○タン・ヌエいいえ。ミャンマーのシステムでは，１９１４年の会社法に基づき，法人には，

２人以上が必要であるとされています。

○布井そうですね。外資系企業というと，日本の概念ですと，外国に本拠がある会社と

いうことで，外資系企業がミャンマーに支店を設けるということは多分可能だとは思うの

ですけれども，外資系企業がミャンマーにサービスエリアを設けるときに，ワンマンカン

パニーとして設立することができるかというのが私の正確な質問の趣旨でございます。

○タン・ヌエミャンマーでワンマンの会社というのは，個人事業を指します。外資系企

業の支店に１人しかいない場合については，私はよく分かりません。例えば，日本の会社

から，１人の人が来た場合，ワンマンカンパニーということがあり得るのですか。

○布井１人でワンマンカンパニーを設立することはできます。でも，ミャンマーでワン

マンカンパニーは経営できないというお話がありました。会社というのは最低でも２人い

なければならないとおつしやったと思います。２人，あるいは２人の会社ということがで

きるのかもしれません。しかし，事業といった場合には，個人事業，１人から始まるとい

うことをおつしやったのですが，外国投資家が，例えば子会社を設立したいという場合，

これはカンパニーという名前を言いますよね。そういった場合にはワンマンカンパニー。

１人の外国投資家，１人の外国人が１人で行って，１人の株主で会社を設立したいといっ

た場合，その辺のことは可能かということです。

○タン・ヌエ非常にいいポイントだと思います。確かに，国際私法がありますが，これ

はその法律には合致しません。これは，あくまで私の個人的な私見ですが，日本では，１

人であれ，２人であれ，会社として登録をします。ミャンマーでは，１人の会社は設立で

きませんが，まず日本で，あるいはイギリスで，会社として登録されているのであれば，

ミャンマーでも受け入れるべきだと思います。ミャンマーでも認識されるべきだと思いま

す。ありがとうございました。
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Ｅｃｏｎｏｍｙ,ｔｈｅｇｏｖｅｍｍｅｎｔ

ｐｒｏｍｕＩｇａｔｅｄ

TheProtectionofPublicPropertyLaｗｌ９６３

TheProtectionofOppositionagainsttheConstructionof

SocialistEcoｎｏｍｉｃＳｙｓｔｅｍＬａｗｌ９６４

TheLawConferringPowersforEstablishingtheSocialist

EconomicSystemwaspromulgatedinl965.（Thislaw
repealedthel964Lawandthislawwasrepealedby

State-ownedEconomicEnterprisesLawl989）

園
口

ｌｎｔｈｅｌａｔｅｌ９８８，ｓｏｏｎａｆｔｅｒｔｈｅＳｔａｔｅＬａｗａｎｄＯｒｄｅｒ

ＲestorationCouncilassumedresponsibilityof

govemingthecountry,socialisteconomicsystemwas

abandonedandadoptedamarketorientedeconomic

system、

FirstｏｆａＩＩｔｈｅＦｏｒｅｉｇｎｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗl988was

promulgatedinNovember’１９８８，

Theinitialsteptakentowardsamoreliberalizｅｄ
ｅｃｏｎｏｍｙｉｓｔｏａｌｌｏｗｔｏｆｏｒｅｉｇｎｄｉｒectinvestmentand

toencouragetheprivatesectordevelopment，

Theseeconomicobjectivesareaimedtocreatea
marketorientedsystemwiththeprivatesectortaking

theleadingroIeineconomy．

－１９－



Ｅｎｃ◎ｕ『ａｇｅｍｅｎｔ◎ｆｔｈｅＰｒｏｍｏｉｉｏｎ◎ｆｐｒｉｖａｔｅ
ｓｅｃｔｏｒｉｎｅｃｏｎｏｍｙ

Ｓｉｎｃｅｌａｔｅｌ９８８ｔｈｅＧｏｖｅｍｍｅｎｔｈａｓｂｅenactively
encouragingforeigninvestmentinMyanmar．

ThefundamentalorbasicconceptsofthefoIlowinglaws
fallunderthiscategory：

叢TheUnionofMyanmarForeignlnvestmentLaw(1988）

＊TheState-ownedEconomicEnterprisesLaw(1989）

＊TheMyanmarCitizensInvestmentLaｗ(1994),ａｎｄ

＊TheFinanciallnstitutionofMyanmarLaw(1990)．

ＵｎｉｏｎｏｆＭｙａｎｍａｒＦ◎reiignInvestnrIent

Law(1988）

７

ＡｎｅｗＦ１Ｌｈａｓｂｅｅｎｄｒａｆｔｅｄａｎｄｉｔｉｓｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｂｅ

ｐａｓｓｅｄｄｕｒｉｎｇｔｈｅｃｕrrentParliamentsessionwhich

coｍｍｅｎｃｅｏｎ４ｔｈＪｕＩｙ２０１２，

TheForeignlnvestmentLaw(1988)definestwotypes

ofinvestment：(1)asoleproprietorship,ａｐａｉ･tnership

andaIimitedcompany（whoIIyowned（100％）ｂｙ

ｆｏ『eigninvestor)，（２）ajointventureintheformof

limitｅｄｃｏｍｐａｎｙｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎｃａｐｉｔａｌｉｎｖｅｓｔｅｄ

ｍｕｓｔｂｅａｔＩｅａｓｔ３５％ｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｅｑｕｉｔｙｃａｐｉｔａｌ．

(CompaniesActl914andSpeciaICompanyActl950

appIied）８

－２０－



lnvesimeniCommission

°ＦｏｒｅｉｇｎｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｗａｓ
ｆｏｒｍｅｄｕｎｄｅｒｓｅｃｔｉｏｎ７ａｎｄＰｒｏｃｅｄｕｒｅｉｎ

ｏｒｄｅｒｔｏａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎinvestment
underthislaw、

ｏＡｆｔｅｒＭｙａｎｍａｒｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗｌ９９２has

promulgated，ｉｔｉｓｒｅｎａｍｅｄａｓＭｙａｎｍａｒ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ

Exemptions，Reliefsand
Guarantees

９

ＥｘｅｍｐｔｉｏｎｓａｎｄｒｅＩｉｅｆｓａ『ｅｇｉｖｅｎｔ◎ｔｈｅ

ｉｎｖｅｓｔｏｒｓｕｎｄｅｒｔｏＳ２'１，ｓｕｃｈａｓｔａｘ

ｈｏＩｉｄａｙｓｆｏ『ｉｈ『eeconsecu鮒veyearsand

exempii◎ｎｏｒｒｅＩｉｅｆｆ『ｏｍｃｕｓｔｏｎｍｄｕｔｙａｎｄ

ｏｔｈｅｒｔａｘｅｓｏａｎｄｇｕａ『ａｎｔｅｅｓｕｎｄｅｒＳＳｏ２２

ａｎｄ２３ｆｏｒｎｃｔｔｏｂｅｎａｔｉｏｎａＩｉｓｅｄｔ◎ｔａｋｅ

backofforeigncurrencyinvested
1０

－２１－



ＴｈｅＳｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄＥｃｏｎｏｍｉｃ

Ｅｎｔｅ『prisesLaw(1989）
°definesl2economicactivitiesinwhichprivateinvestment
isrestricｔｅｄａｎｄａｒｅｒｅｓｅｒｖｅｄｔｏｂｅｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｓｏｌｅｌｙｂｙ
ｔｈｅＳｔａｔｅ･HoweverithasbeenrelaxedaccordirIgto
section4ofthesaidlawthattheGovemmentmay,inthe
interestoftheState,per、ittocarryoutsuchactivities．

Ｔｈｉｓｃｏｕｌｄｂｅｄｏｎｅｂｙｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｉｎａｎｙｏｆｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇ
ｆｏｒｍ：

☆Joint-Venturebetweentheorganｉｚａｔｉｏｎａｎｄａ

ｃｉｔｉｚｅｎｏｒａｆｏｒｅｉｇｎｅｒ，

*Joint-VenturebetweentheOrganization，acitizen

andaforeigner，

☆Joint-Venturebetweenacitizenandaforeigner，
１１

*Enterprisebyacitizenandaforeigner．

TheSect。『aIIawscOnce『ｎｗｉｔｈ

『espectivesector：

(1)PrivatelndustrialEnterprisesLaw(1990）

(2)PromotionofCottagelndustriesLaw(1991）

(3)MyanmarHotelsandTourismLaw(1993）

(4)TheForestLaw(1992）

(5)TheCentralBankofMyanmarLaw(1990）

(6)TheMyanmarAgricultureandRuralDevelopmentBank
Law(1990）

(7)SavingBankLaw(1992）

(8)TheMyanmarlnsuranceLaw(1993）

(9)ThelnsuranceBusinessLaw(1996）
１２

－２２－



(10)TheMyanmarMinesLaw(1994）

(11)TheMyanmarGemstonesLaw(1995）

(12)TheMyanmarPearlLaw(1995）

(13)TheCo-operativeSocietyLaw(1992）

(14)TheMyanmarAccountancyCouncilLaｗ(1995);etc，

(15)TheCommercialTaxLaw(1990）

(16)TheTariffLaw(1992）

(17)TheLawreIatingtoPrivatehealthCareServices(2007）

(18)TheMyanmarSpecialEconomicZoneLaw2011・etc、

１３

TheState-◎ｗｎｅｄＥｃ◎、◎ｍｉｃ

Ｅｎｔｅ『Ｐ『ｉｓｅｓＬａｗ,１９８９

．TheStateLawandOrderRestorationCouncil

haspromuigatedtheState-ownedEconomic

EnterprisesLawon31st，Marchl989（９/89)．
ＴｈｅＵｎｉｏｎｏｆＭｙａｎｍａｒＦｏｒｅｉｇｎｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｌａｗ

ｗｉｌｌｎｏｔｂｅｃｏｍｐｌｅｔｅｄｗｉｔｈｏuttheknowledgeof

State-ownedEconomicEnterprisesLaw（SEE

Law)．TheSEELawdefinesl2economic

activitiesinwhichprivateinvestmentis

restrictedandreservedtobecarriedoutsolely

bytheState、
１４

－２３－



l2activitiesgivenunderSection3ｏｆｔｈｅｓａｉｄＬａｗａｒｅａｓ

ｆｏｌｌｏｗｓ:‐

(a)extractionofteakandsaleofthesameinthecountry

andabroad

(b)cuItivatedandconselvationofforestplantationwiththe

exceptionofvillage-ownedfire-woodplantations

cultivatedbythevillagersfortheirpersonaIuse

(c)exploration,extractionandsaleofpetroleumandnatural

gasandproductionoftheproductofthesame

1５

(d）expIorationandextractionofpear1s,jadeandprecious
stonesandexportｏｆｔｈｅｓａｍｅ

(e)breedingandproductionoffishandprawnsinfisheries
whichhavebeenreservedforresearchbythe
Govemｍｅｎｔ

(f）PostalandTelecommunicationsService

（９）AirTransportServiceandRailwayTransportServiＣｅ
(h）BankingServiceandlnsuranceService

(i）BroadcastingServicesandTelevisionService

(j）explorationandextractionofmetaｌｓａｎｄｅｘｐｏｒｔｏｆｔｈｅ
ｓａｍｅ

(k）ElectricityGeneratingServicesotherthanthose
permittedbylawtoprivateandco-operativeelectricity
generatingservices

(|）manufactureofproductsrelatingtosecurityand
defensewhichtheGovemmeｎｔｈａｓｆｒｏｍｔｉｍｅｔｏｔｉｍｅ

ｐｒｅｓｃｒｉｂｅｄｂynotification．
1６

－２４－



Exception

ｏＳｅｃｔｉｏｎ４ｏｆｔｈｅＳＥＥＬａｗ,servicesasavehicle

forprivatization，itgivestherighttoGovernment

toallowtheseactivitiestooperateunder

privatizationscheme．

°MyanmarSpecialCompanyActl950applied

､ＴｈｅＭｙａｎｍａ『Ｃｉｔｉｚｅｎｓ
ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗｌ９９４

1７

ｏＣｉｔｉｚｅｎｓａｒｅｅｎｔｉｔＩｅｄｔｏｔｈｅｓａｍｅｅxemptionsand

privilegesofforeignerswhoareenjoyingunder

ForeignｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗ，suchas3yearstax

holidaysandotherexemptionsandguarantee

againstnationaIization．
1８

－２５－



ＴｈｅＰ『ivateIndustIPiaI

Ente『ｐ『ｉｓｅｓＬａｗ,１９９０
ｏＴｈｅＳｔａｔｅＬａｗａｎｄOrderRestorationCouncil

promulgatedthePrivatelndustrialEnterｐｒｉｓｅｓ
Ｌａｗｏｎ２６ｔｈＮｏｖｅｍｂｅｒｌ９９０ａｓａnaidtothe

privateindustrialenteｒｐｒｉｓｅ

ｏｌｔｉｓｅｎａｃｔｅｄｔｏｅｎｈａncetheestablishmentof

small，mediumandlargescaleenterprisesand
private industrialpromoteenterprises

individuaIlyorinｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐｏｒｂｙｆｏｒｍｉｎｇａ
ｃｏｍｐａｎｙ．

。ThisexpressiondoesnotincludeindustriaI
enterprisesconductedinjoint-venturewiththe
Government１９

ＴｈｅＦｉｎａＩｍｃｉａＩＩｎｓ縦u鮒◎剛ｓ

◎ｆＭｙａｎｍａｒＬａｗｌ９９０
oAtthetimeFinancialInstitutionsofMyanmar
Lawwasintroduced，itwasunderstoodthatthe

bankingsectorwouIdbeliberaIized・Thislaw

allowstheformationofdomesticprivatebanks，

oTheFinanciallnstitutionofMyanｍａｒＬａｗ，the
RulesRelatingtotheFinancialｌｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｏｆ
ＭｙａｎｍａｒＬａｗｌ９９１ａｎｄｔｈｅＣｅｎｔｒａｌＢａｎｋｏｆ

ＭｙａｎｍａｒＲｅｇｕlationsforFinanciallnstitution

ｌ９９２ａｒｅｔｈｅｌａｗｓｗｈｉｃｈｒｅｇｕｌａｔｅｔｈｅ
establishmentandongoingoperationoffinancial
institutionsinMyanmar．２０

－２６－



儲ｓｈｅ『ｉｅｓａｎｄＭａ『ｍｅ

Ｐ『ｏｄｕｃｔｓ

．TheStateLawandOrderRestorationCouncil

haspromulgatedthefollowingLawstoconserve
marineandfreshwaterfisheries，toenable

systematicoperationinfisheries，wider
participationofforeigninvestorandtopromote
exports．

｡LawrelatingtoFishingRightsofForeignFishing
Vessels(1989）

oTheLawrelatingtoAquaculture(1989）

oMyanmarMarineFisheriesLaw(1990）

・FreshWaterFisheriesLaw(1991)．
２１

TheFo『estLaw(1992）

．ＴｈｅＦｏｒｅｓｔＬａｗ（1992）hasbeenpromulgated
astheStateLawandOrderRestorationCouncil

LawＮｏ．８/９２dated3rdNov，１９９２．ｌｔｉｓｅｎａｃｔｅｄ

ｔｏｅｎｆｏｒｃｅａｎｄｉｍｐｌｅｍｅntforestpolicy
effectivelyandalsoforenvironmental
conservationandsystematicdevelopmentof
forestrysector，

。Myanmarteakismostpopularintheworｉｄｔｅａｋ
ｔｒａｄｅＴｅａｋｅｘｐｏｒｔｃａｎｂｅｄｏｎｅinconversion
forms，pIywood，furniture，carving，joinery，
flooringproducts，mouldings，etc､Therearealso
differentspeciesofｈａｒｄｗｏｏｄｔｏｂｅｐｒｏｄｕｃｅｄ

２２

．Thislawadministersallthesematters。

－２７－



ＴｈｅＭｙａｎｍａ『ＭｉｎｅｓＬａｗ
ｌ９９４

ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＭｉｎｅｓＬａｗｗａｓｐｒｏｍｕｌｇａｔeｄｏｎ

6thSeptember，１９９４．ltisenactedforthe

developmentofmineralprospectingand

explorationworkstoenhanceproducｔｉｏｎｏｆ

mineralsandpromotionofexports

ＴｈｅＭｙａｎｍａ『Ｇｅｍｓｔｃｎｅｓ
Ｌａｗ,１９９５

2３

°ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＧｅｍｓｔｏｎｅｓＬａｗ，１９９５hasbeen

promulgatedtoestablishanddevelopahundred

percentgemstoｎｅｓａｎｄｉｔｃａｎｂｅｄｅｅｍｅｄａｓｔｈｅ

Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ１ｓｐｒｕｄｅｎｔａｎｄｇｅｎｅｒｏｕｓｓｔｅｐｔｏｓｅｅｔｈｅ

ｆｌｏｕｒｉｓｈｉｎｇｏｆｇｅｍｔｒａｄｉｎｇｏftheprivatesectorwithin

thecountry，andtoenablelocalentrepreneursto

beneficiallyutilizerichnaturaIresourcesforｔｈｅｉｒ

ｏｗｎｂｅｎｅｆｉｔａｓｗｅｌｌａｓｆｏｒｎａｔｉｏｎａｌｉｎｔｅｒｅｓｔｏｎｅｑｕａｌ
２４

ｔｅｒｍｓ．

－２８－



ＴｈｅＭｙａｎｍａ『Pea『ｉＬａｗ,１９９５

ＭｙａｎｍａｒＰｅａｒｌＬａｗｉｓｐｒｏｍｕｉｇａｔｅｄａｓStateLawand

OrderRestorationCouncilLawNo,７/９５，１０ｔｈＪｕｌｙｌ９９５・

Therearel3Chaptersand38SectionｓｉｎｔｈｉｓＬａｗ､This

lawisaimedtoconservepearl，toenablesystematic

operationinpearlindustriesandtopromoteexport、

Sectionl9ofthisLawprovidesthedutiesandpowersof

theChieflnspector,DutiesandPowersofanlnspectoris

providedinSection22．（Ｍ/Ｍ）

Takingofactionbyadministrativeｍｅａｎｓｉｓｐｒｏｖｉｄｅｄｉｎ

Ｓｅｃｔｉｏｎ２３，ａｎｄＳｅｃｔｉｏｎ２５ｔｏＳｅｃｔｉｏｎ３３ｐｒｏｖｉｄｅｔｈｅ
２５

offencesandpenaltiesunderthisLａｗ．

ＴｈｅＦｉｎａｎｃｉａＩＩｎｓｔ伽蘭◎ｎｓ◎ｆ

Ｍｙａ剛ｍａｒＬａｗ'１９９０

。ＡｔｔｈｅｔｉｍｅＦｉｎａｎｃｉａｌｌｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｏｆＭｙａｎｍａｒＬａｗｗａｓ

ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ，ｉｔｗａｓｕｎｄｅｒｓｔｏｏｄｔｈａｔｔｈｅｂａｎｋｉｎｇｓector
wouldbeliberalized、Ｔｈｉｓｌａｗａｌｌｏｗｓｔｈｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆ

ｄｏｍesticprivatebanks、

ｏＴｈｉｓｌａｗｅｍｐｏｗｅｒｓｔｈｅＣｅｎｔｒａｌＢａｎｋｏｆＭｙａｎｍａｒｔｏ
ｇｒａｎｔｌｉｃｅｎｓｅｓｔｏｆｉｎａncialinstitutions，whetherState，
joint-venture,localprivateorforeignownedtoconduct
bankingactMtiesinMyanmar、

°TheFinanciallnstitutionofMyanmａｒＬａｗａｎｄｔｈｅＲｕｌｅｓ
ｌ９９１ａｎｄｔｈｅＣｅｎｔｒａｌＢａｎｋｏｆＭｙａｎｍａｒＲｅｇｕｌａｔｉｏｎｓｆｏｒ
FinancialInstitutionl992arethelawswhichregulatethe

establishmentandongoingoperationoffinancial
institutionsinMyanmar．２６

－２９－



LａｗｓＯｆＢａｎｋｉｎｇ

。ＴｈｅＣｅｎｔｒａＩＢａｎｋｏｆＭｙａｎｍａｒＬａｗ１９９０，
whichestablishedtheCentralBankｏｆＭｙａｎｍａｒ
（thesuccessortotheUnionBankofBurma）；

・ＴｈｅＭｙａｎｍａ『ＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｉａｎｄＲｕｒａＩ
ＤｅｖｅｌＯｐｍｅｎｔＢａｎｋＬａｗｌ９９０，which
establishedtheMyanmarAgriculturalＲｕｒａｌ
ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＢａｎｋｔｏｓｕｐｐｏｒｔｔhedevelopment
ofagriculturalandruralsocio-economic
enterprises；

・ＴｈｅＳａｖｉｎｇＢａｎｋＬａｗ，１９９２，which
encouragesdomesticsavingsandthepromotion
andmobilizationofthecountry'ｓｆｉｎａｎｃｉａｌ
ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ、

２７

Ｃｕ『『enCy

Nationalcurrency-KYATS

ForeignExchangeCertificate-FEC
isissｕｅｄｂｙＣｅｎｔｒａｌＢａｎｋｏｆＭｙａｎｍａｒａｎｄ
ａｃceptedbygovemmentagencies

ＯｎｅＦＥＣｉｓｅｑｕａｌｔｏｏｎｅＵＳＤ

斑３

－３０－



ＴｈｅＭｙａｎｍａＩｎｓｕ『aｎｃｅＬａｗｌ９９３

AccordingtoSectionllofthisLaw,Myanmalnsurance

undeI-takesthefollowinginsurancebusiness:‐

LifeAssurance；

ThirdPartyLiabilitylnsurance；

GeneralLiabilitylnsurance；

Firelnsurance；

ＭａｒｉｎｅＣａｒｇｏｌｎｓｕｒａｎｃｅ；

MarineHull

Aviationlnsurance；

Engineeringlnsurance；

ＣｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅＭotorlnsurance；

ＯｉｌａｎｄＧａｓＩｎｓｕｒａｎｃｅ；２９

．
．
．
．
．
．
．
．
・
０

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１

§IＱ

１１．Cash-in-transitlnsurance；

１２．Cash-in-savelnsurance；

１３．FidelityInsurance；

１４．Travellinglnsurance；

１５．PersonalAccidentlnsurance；

１６．Otherclassesoflnsurance；

１７．１nsurancedeterminedbytheMinistry./／

－３１－



TａｘＬａｗｓ

Taxesleviedonlncome／Profit

lncome-tax‐-‐ＴｈｅｌｎｃｏｍｅＴａｘＬａｗ（1974）

(Profit-tax---TheProfitTaxLaw（1976)repealedbyLaw

No,１/２０１１effectedfrom2012-2013Budgetyearapplied

byl9741aw）

-Flatrateof30％ForeignCompaniesformedunderMCA、

-35％orgraduatedrateof35％-50％fornon-residentforeigners

Custoｍｄｕｔｙ‐-‐ＭｙａｎｍａｒＳｅａＣｕｓｔｏｍｓＡｃｔｌ８７８

ａｎｄＬａｎdCustomsActl924

Commercial-tax--TheCommercialTaxLaw(1990）

TheTariffLaw，１９９２ａｓａｍｅｎｄｅｄｉｎ２０１１ｂｙａｍｅｎｄｉｎｇｌａｗ

３/2０１１３１

⑨

Ｌ』

Ｓｔａｍｐ－ｄｕｔｙ－－

ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＳｔａｍｐＡｃｔ（1935)，ａｓ

ａｍｅｎｄｅｄｂｙＬａｗＡｍｅｎｄｉｎｇＳｔａｍｐＡｃｔ，
ＵｎｉｏｎＬａｗＮｏ２/２０１２

CourtFeesAct（1937)ａｓａｍｅｎｄｅｄｂｙ
ＳＬＯＲＣＬＡＷＮｏｏ６/１９９０ａｎｄｔｈｅＬａｗ

ＡｍｅｎｄｉｎｇｔｈｅＣｏｕｌｔＦｅｅｓＡｃｔ，Ｕｎｉｏｎ
ＬａｗＮｏ､５/2０１１

3２

－３２－



ＩｎｃｏｍｅＴａｘＬａｗ,１９７４

ThelncomeTaxLawappliestothefollowingtypesoftax

payersandtheclassesofincome．

（a)Stateeconomicenterprises

（b)Co-operativesocieties

（c)Foreignersandforeignorganizationsengagedunder
specialpermissioninStatesponsoredenterprise

（d)|ncomefromsalaries

（e)Non-residentforeigners

（f）lncomeeamedabroadbynon-residentcitizens

(9)Companies

（h)Residentforeigners
（i）Partnershipsorjoint-venturesformedbetweenor
with(a),(b),(c),(e),(9)ａｎｄ(h)ofabove

３３

ＴｈｅＣＯｍｍｅｒｃｉａＩＴａｘ

Ｌａｗ(1990）

Allenterpriseswithsalesoftaxablegoodsand
servicesarerequiredｔｏｐａｙＣｏｍｍｅｒｃｉａＩｔａｘｉｎ
ａｄｄｉｔｉｏｎｔｏcustomsduties・

ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌtax，ｗｈｉｃｈｉｓａｆｏｒｍｏｆｓａｌｅｓｔａｘｉｓ

ｃｈａｒｇｅａｂｌｅａｔｔｈｅｒａｔｅｐｒｅｓｃｒｉｂｅｄｉｎｔｈｅｓｃhedule
l-5oftheCommercialTaxLaweffectedinl990．

3４

－３３－



ＴｈｅＴａｒｉｆｆＬａｗ，１９９２

ａｍｅｎｄｅｄｂｙａｍｅｎｄｉｎｇｌａｗ３/2０１１

Theministermay，bynotificationinrespectofgoods

ｅｘｐｏｒｔｅｄｆｒｏｍＭｙａｎｍａｒｏｒｇｏｏｄｓｉｍｐｏｒｔｅｄｉｎｔｏＭｙａｎｍａｒ

ｂｙｌａｎｄ，ｓｅａｏｒａｉｒｄｅｔｅｒｍｉｎｅｔｈｅｎａｔｕｒｅａｎｄｔypeof
goods，classifythequalityofeachgoods，determinethe

tariffvalueongoodsonwhichcustoms-dutiesare

assessａｂｌｅａｎｄｄｅｔｅｒｍｉｎｅｔｈｅｔａｒｉｆｆｂａｓｅｄｕｐｏｎｔｈｅｔａｒｉｆｆ
ｖａｌｕｅａｎｄｒｅｄｕｃeorenhancethetariffsodetermined．

Ｕｎｄｅｒｓｅｃｔｉｏｎ４ｏｆｔｈｉｓｌａｗ,theMinistermaydetermine,by

notification,thetariffataspecialreducedrateinrespectof
goodsexportedorimpoｒｔｅｄｂｙｔｈｅｂｏｒｄｅｒａｒｅａｓａｎｄｍａｙ
ｒｅｄｕｃｅｏｒｅｎｈａｎｃｅｔｈｅｔａｒｉｆｆｓｏdetermined．

3５

DoubleTaxationAgreements

ThereareDTAwithfewcountries-ＵＫ

ｌｎｄｉａ,Singaporeetc．

3６

－３４－



ｏｉｒｈｅＰａｉｅｎｔｓａｎｄＤｅｓｉｇｎｓ

(Eｍｅ『gencyProviSions〉Actl946

MyanmarPatentsandDesignsAct，１９４５was
enactedasasubstitutefortheｌ９３９Ａｃｔ、However,ｔｈｅ

ｌ９４５Ａｃｔｗａｓｎｅｖｅｒｂｒｏｕｇｈｔｉｎｔｏｆorceeventhoughithas
beenrepealeｄｂｙｔｈｅＬａｗＮｏ４/1993.1,1946,thePatents
andDesigns（EmergencyProvisions）Act，Myanmarwas
passedwhichisstillinｆｏｒｃｅｗｉｆｈｏｎｌｙｔｗｏｓｅｃｔｉｏｎｓｉｎｉｔ･
Section2ofthisEmergencyProvisionsActprovidesthat
untiltheMyanmarPatentsandDesignsAct，１９４５comes
intooperation，thelndiaPatentsandDesignsAct，１９１１
sｈａｌｌｃｏｎｔｉｎｕｅｔｏｈａｖｅｅｆｆｅｃｔｉｎＭｙａｎｍａｒａｓｉｆ
ｎｏｔｗｉｔｈｓｔａｎｄｉｎｇｔｈｅｓｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｌｎｄｉａａｎｄＭｙａｎｍａｒ，
Ｍｙａｎｍａｒｈａｄｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｏｂｅａｐａｒｔｏｆｌｎｄｉａｌｎｆａｃｔ，
MyanmarPatentsandDesigns(EmergencyProvisions)Act，
１９４６shouldhavebeenrepealedtogetherwithMyanmar
PatentsandDesignsAct，１９４５．３７

ＴｈｅＭｙａｎｍａ『Ｃ◎pｙｒｉｇｈｔＡｃｔ

ｌｆｃｏｐｙｒｉｇｈｔｉｎａｎｙｗｏｒｋｈａｓｂｅｅｎｉｎｆringed，the

ownerofthecopyrightisentitledtoallremediesbyway

ofinjunctionorinterdict,damagesoraccountslnthose

cases,ｔｈｅＳｐｅｃｉｆｉｃＲｅｌｉｅｆＡｃｔｏｒｔｈｅＬａｗｏｆＴｏｒｔｍａｙｂｅ

ａｐｐｌｉｅｄｄｅｐｅｎｄｉｎｇｏｎｔｈｅnatureofthecase、However，

anactionforinfringementofcopyrightisbar｢edto

commenceaffertheexpirationofthreeyearsnextafter

theinfrinｇｅｍｅｎｔ．

－３５－

3８



ＳｃｉｅｎＣｅａｎｄＴｅｃＩｍｏｌｌｏｇｙ

ＤｅｖｅｉｏｐｍｅｎｔＬａｗ,１９９４

lnl994anewlawentitledmTheScienceand

T1echnologyDeveIopmenｔＬａｗＩＩｈａｓｂｅｅｎｅｎａｃｔｅｄｔｏ

ｃｏｐｅｗｉｔhthechangingsituationanddeveloｐｍｅｎｔｓｉｎ

ｔｈｅｍａｒｋｅｔ再orientedeconomyandtoenhanceitsfurther

development，TheIawprovidesthateverycontractfor

transferoftechnologymustberegisteredandfailingofit

willnothavearighttoinstituteasuitbasedonit．

3９

ＴｈｅＴｅＩｅｖｉｓｉｏｎａｎｄＶｉｄｅ◎Ｌａｗ，１９９６

Forinfringementofcopyrightintelevisionandvideo，

thereisaspecificlawentitled“TheTelevisionandVideo
Lawofl996Mwhichprescribespenaltiesfolrcertain
offences､Undersection33ofthatLaw,theoffenderofsuch

offencesascopying，distributing，hiringorexhibitingfor

commercialｐurposeacensor-certificatedvideotape,without
thepermissionofthelicensehoIder，maybepunishedwith
imprisonmenteｘｔｅｎｄｉｎｇｕｐｔｏｔｈｒｅｅｙｅａｒｓｏｒｗｉｔｈｆｉne
extendinguptokyatslOO,000ｏｒｗｉｔｈｂｏｔｈｌｎｔｈｅｓｅｃａｓｅｓ，

asthepenaltygiveniseffectiveanddeterrentandthetrialof
offendersisusuallyexpeditions，ｔｈｅｏｗｎｅｒｏｆｔｈｅｃｏｐｙｒｉｇｈｔ
ｍａｙｎｏｔｗｉｓｈｔｏｈａｖｅｒｅｃｏｕｒｓｅｔｏｃｉｖｉｌａｃｔｉｏｎ，However,the
factthattheinfringerhasbeenpunishedundertherelevant
penalIawisnobartocivillitigation．４０

－３６－



ＴｈｅＣｏｍｐｕｔｅ『Ｓｃｉｅｎｃｅ

ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＬａｗ，１９９６

Asregardstheprotectionofsoftware

piracy，ｎｏｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｃａｎｂｅｓｏｕｇｈｔｄｕｅｔｏｔｈe
lackofadvancedtechnology，However，ｓｅｃｔｉｏｎ

３６ｏｆｔｈｅＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅＤevelopmentLaw，

enactedinl996penalizesforimporｔｓｏｒｅｘｐｏｒｔｓ

ｏｆａｎｙｔｙｐｅｏｆｃｏｍｐｕｔｅｒsoftwareorany

informationprescribedbytheMyanmarComputer

ScienceDevelopmentCouncilundersection6(9)
ofthesaidLaw

４１

TｈｅｅｘｉｓｔｉｎｇｌａｂｏｒＩａｗｓｉｎＭｙａｎｍａ『

1．EmploymentandTrainingAct,１９５０

２．EmploymentRestrictionAct,１９５９

３．EmploymentStatisticsAct,１９４８
４.FactoriesAct,１９５１

５.ＴｈｅＬｅａｖｅａｎｄＨｏｌｉｄａｙｓＡｃｔ,１９５１

６.MinimumWagesAct,１９４９(Billfornewlawhasbeen
issued）
7．PaymentofWagesAct,１９３６

８.SocialSecurityAct,１９５４(Billfornewlawisready）
9.ShopsandEstablishmentsAct,１９５１
１０.TradeDisputesAct,１９２９

１１.Workｍｅｎ'ｓＣｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎＡｃｔ,１９２３

１２.TheLawRelatingtoOverseasEmployｍｅｎｔ１９９８
１３．.TheLabourOrganisationLaw,ＴｈｅＵｎｉｏｎＬａｗＮｏ、
７/２０１１

１LOConventions

－３７－
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V『ａｎｓｐｏ『ｔｂｙＳｅａ

oFirstly,ｔｈｅＳｈｉｐｐｉｎｇＬａｗｏｆＭｙａｎｍａｒｌｓｎｏｓｔｒａｎｇｅｒｔｏｔｈｅ
ＳｈｉｐｐｉｎｇＬａｗｏｆｏｔｈｅｒcountries．

‐ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＣａｒｒｉａｇｅｏｆＧｏｏｄｓｂｙＳｅａＡｃｔｌ９２５ｗａｓ
ｅｎａｃｔｅｄｔｏｇｉｖｅｔｈｅｆｏｒｃｅｏｆｌａｗｔｏｔｈｅＨａｇｕｅＲｕｌｅｓｏｒ
ｔｈｅＣｏｎｖentionforUnificationofCertainRulesofBｉｌｌｏｆ

ＬａｄｉｎｇｍａｄｅｉｎＢｒｕｓｓｅｌｓｉｎｌ９２３．

－ＢｉｌｌｏｆＬａｄｉｎｇＡｃｔｌ８５６ｉｓｔｈｅｓａｍｅａｓＥｎｇｌｉｓｈ
Ｌａｗ

－ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＭｅｒｃｈａｎｔＳｈｉｐｐｉｎｇＡｃｔｗａｓ
ｐｒｏｍｕｌｇａｔｅｄｉｎｌ９２３ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅＢｒｉｔｉｓｈShipping
Law．

－ＴｈｅｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎｏｆｓｈｉｐｓｉｎＭｙａｎｍａrisgovemedbythe
MyanmarRegistrationofShipsAct(1841）ａｎｄｔｈｅＬａｗ
ＡｍｅｎｄｉｎｇｔｈｅＭｙａｎｍａｒＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎｏｆＳｈｉｐｓＡｃｔｉｎ
ｌ９８７．

4３

T『a剛ｓｐｏ『ｉｂｙＡｉ『

oSecondIy,intheAirTransportSector,Myanmarrectified
theWarsawConventionl929andChicagoConvention
（1944)．

°‐TheAircraftActofl934andAircrafｔＲｕｌｅｓｏｆｌ９３７ｇｉｖｅ
ｅｆｆｅｃｔｔｏｔｈｅｎａｖigationofaircraft、ＴｈｅＡｉｒｃｒａｆｔＲｕｌｅｓ
ｗｅｒｅａｍｅｎｄｅｄｂｙＳtateLawandOrderRestoration
CounｃｉｌＲｕｌｅｓＮｏ、１/９４toissueAirOperatorsi
Certificatestojointventuresairlinesthatare
incorporatedinMyanmar，

。ＴｈｅＣａｒｒｉａｇｅｂｙＡirAct，１９３５ｇｏｖｅｍｓｔｈｅｌｏｓｓｏｆｌｉｆｅｏｒ
ｄａｍａｇｅｓｏｒlossofcargo，baggageandluggagecarried
byair，ThisActgivesdomesticlegaleffecttothe
ConventionfortheUnificationofRuIesRelatingto
lntemationalConventionfOrCarriagebyAir（the
WarsawConventionofl929)．

4４

－３８－



Ｃａｒ『ｉａｇｅｂｙＬａｎｄａｎｄ

ＭｕＩ鮒、◎ｄａｌＴ『ａｎｓｐ。『：

oThirdly，Ｔｈｅｌａｗｏｆｃａｒｒｉａｇｅｂｙｌａｎｄｃｏｍｐｒｉｓｅｓ

ｔｈｅＲａｉｌｗａｙＡｃｔｏｆｌ８９０ａｎｄＭｏｔｏｒＶｅhicleLaw，
１９６４etc・

oMultimodalTransportrefertoatransportsystem

operatedbyonecarrierwithmoremodeso

transportunderthecontrolofoneoperator.．

。NotyetMultimodalTransportLawbutasa

memberofASEANASEANAgreementon

MultimodalTransportisbound、
４５

Ｃ◎ｍｐａｎｙ
°ＴｈｅＭｙａｎｍａ『ＣｏｍｐａｎｉｅｓＡｃｔｌ９１４，coversthe
procedureaspectofcompanyformationforalltypes
ofcompanies・Ｔｈｅｒｅａｒｅｓｏｍｅａｍｅｎｄｍｅｎｔｓｂｕｔｔｈｅ
ｂａｓｉｃｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓａｒｅｔｈｅｓａｍｅａｓｔｈｅｏｔherCommon
LawCountries・

°‐Companyregistrationandpermittotradeis
required

°‐Companyｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｂａｓｅｄｏｎ
Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ，Articles，ＡＧＭａｎｄＲｅｔｕｍｓａｎｄ

ｕｎｄｅｒＣｏｍｍｏｎＬａｗｐrinciples・Thereisnospecial
penalprovisionsforcorporatecrimeexceptPenal
Code１８６０．

Ｓ゚ｐｅｃｉａＩＣｏｍｐａｎｙＡｃｔｌ９５０ｉｓｔｏｇｏｖｅｍtogether
withMyanmarCompaniesAct，ＪＶｓａｒｅｔｏａｐｐｌｙ，４６

－３９－



鞠『ｔｎｅ『Ｓｈｉｐ

･ＴｈｅＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐＡｃｔｌ９３２ｉｓａｌｓｏ

ＣｏmmonLawrootedlegislation．

．Partnersarejointlyandseverallyliablefor
theactofthefirmS25

4７

ｒｈｅＡ『ｂ肘ｒａｔｉｏｎＡｃｔｌ９４４

nTheArbitrationActisbasedupontheEnglishArbitrationIaws
enactｅｄｉｎｌ９４４・

pTheMyanmarArbitrationActprovidesfortheappointment，
powersanddutiesofarbitrators，Courtsupervisionand
enforcementofanappealfromthearbitrationaward・

回Thefollowingisamodelofarbitrationclausecommonlyused
incommercialcontractsinMyanmar、

回mlntheeventofanydisputesarisinｇｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｐａｒｔｉｅｓｔｏ
ｔｈｉｓａｇｒｅｅment，whichcannotbesettledamicably，such
disputeshalIbesettIedintheＵｎｉｏｎｏｆＭｙａｎｍａｒｂｙ
ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ，throughtwoArbitrators，ｏｎｅｏｆｗｈｏｍｓｈａｌｌｂｅ
ａｐｐｏｉｎｔｅｄｂｙｔｈｅpurchaserａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｂｙｔｈｅｓｕｐｐｌｉｅｒ、
Shouldthearbitratorsfailtoreacｈａｎａｇｒｅｅｍｅｎｔ，ｔｈｅｎｔｈｅ
ｄｉｓｐｕｔｅｓｈａｌｌｂｅｒｅｆｅｒｒｅｄｔｏａｎｕmpirenominatedbythe
arbitrators・Thearbitrationproceedingsshallinallrespects
conformtotheMyanmarArbitrationActl944(ＭｙａｎｍａｒＡｃｔ
ＮｑｌＶｏｆｌ９４４）oranysubsistingstatutorymodificaIlon
thereof

－４０－



TheArbitrationActl944‐（２）

°Relatingtotheenforcementofforeignarbitral

awards，MyanmarhasadoptedtheGeneva
Protocoll923onArbitrationclausesanｄｔｈｅ

ＧｅｎｅｖａＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎｌ９２７ｏｎｔｈｅｅxecutionof

foreignarbitralawards・ProtocoIprovidesforthe

recognitionandenforcementinMyanmarof

foreignarbitralawardsmadeinsignatory

countriesandgrantsreciprocalrightsfor

enforcementoｆＭｙａｎｍａｒａｒｂｉｔｒａｌａｗａｒｄｓｉｎ

ｔｈｏｓｅｓignatorycount｢ies、
４９

LａｎｄＬａｗｓ

oGenerally，ＬａｎｄｉｎＭｙａｎｍａｒｉｓｏｗｎｅｄｂｙｔｈｅ
Ｓｔａｔｅ

・Aforeigninvestorcanobtainrighttousethe
landineitherofthefollowingtwowayso

-ObtaininglanduserightunderaIeasefrom
eitherthegovernmentorprivatecitizen

aｐｐｒｏｖｅｄｂｙｔｈｅｇｏｖｅｍｍｅｎｔ

－Ｌａｎｄｕｓerightarecontributedtoajointvenｔｕｒｅ

ｂｙａｇoｖｅｍｍｅｎｔａｇｅｎｃｙ
５０

－４１－



ＣｏｎｃＩｕｓｉｏｌｎ

°Ｔｏｄａｔｅ，ｐｒｉｖａｔｅｓｅｃｔｏｒｉｎＭｙａｎｍａｒｅｃｏｎｏｍｙｉｓ
ｅｖｅｎｔｕａｌＩｙｄｅｖｅｌｏｐｅｄｕｎｄｅｒｔｈｅｇｕｉｄａｎｃｅｏｆｎｅｗ
ｅｃｏｎｏｍｉｃｐｏｌｉｃｙ、

ｏＴｈｅａｂｏｖｅｍｅｎｔｉｏｎｅｄｌａｗｓａｒｅｐｒｏｍｕlgatedafter

l988topromotethepriｖａｔｅｓｅｃｔｏｒｉｎＭｙａｎｍａｒ
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･Untilnow,thereisIackingsomeimportantlaws,ｓｕｃｈａｓ

－ＣｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎＬａｗ，lnteIlectualPropertylawexcept
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oandproceduresconcerningthebusinesstransactionare

preferableandenablinglegalmannertoencoura9e

doin9ofbusinessinMyanmareconomyo

oInaddition，wecanexpectthatoureconomicrelations

withothernationswiIldevelopnearfuture'ａｎｄｍｏｒｅ

ａｎｄｍｏｒｅＩａｗｓ，suchasProductLiabilitylaw，

Competitionlaw，IPprotectionlawsandproceduresare

necessaryforsupportingthiseconomicopportunities
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＜講演Ⅱ＞

｢ミャンマーにおける司法手続と訴訟手続」及び「ミャンマーに対する投資について」

元ミャンマー最高裁判所研究国際関係部長・弁護士

Ｍｒ、ＨｔｉｎＺａｗ（ティン・ゾウ）

○司会それでは，第１部に続いて，第２部では，ティン・ゾウさんから「ミャンマーに

おける司法手続と訴訟手続」と題して講演を頂きます。またティン。ゾウさんからは，時

間に余裕があればさらに，「ミャンマーに対する投資について」と題したお話もいただける

と聞いています。まず私の方から，ティン・ゾウさんの略歴について簡単に御説明します。

テイン・ゾウさんは，本国において約３７年間にわたって裁判官を務められ，最高裁判所

研究国際関係部長として，知的財産権などの分野に関して現地法律家に講義を行っていま

した。その他，同分野に関する国際セミナーなどに最高裁判所を代表して多数参加された

経歴を有していて，刑事訴訟法や民事訴訟法の教科書も執筆されています。現在は弁護士

として，企業へのリーガルアドバイスなどに従事しながら，ヤンゴン市内のオフィスでは

若手弁護士を対象にして無償で勉強会を開催するなど，ミャンマー若手法曹の育成にも尽

力されており，大変人望の厚い方です。今回，タン・ヌエさんとともにテイン・ゾウさん

をお迎えできたことは，私たちといたしても大変うれしく，また心強く思っているところ

です。

それでは，前置きはこのくらいにしまして，テイン・ゾウさんのプレゼンテーションを

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○ティン・ゾウこんにちは。私の発表は，ミャンマーの司法制度，そして訴訟の手続に

ついてです。

さて，通常の発表のように，少しミャンマーについて御紹介させていただきたいと思い

ます。スライドを見ていただきたいと思います。

ミャンマー連邦の位置です｡東南アジアに位置しています。中国と国境を接しています。

また，東南部は，ラオス，タイと国境を接しています。また，西部は，バングラデシュと

国境を接しています。南部にはアンダマン海とベンガル湾があります。総国十両積６７万

6,578平方キロメートルです｡スクリーンにあるような形で,森林の面積があります｡また，

総収穫面積もこちらに書かれてあるとおりです。また，総播種（はしゆ）面積は，1,544万

9,850ヘクタールです。人口は，２０１２年で６０００万です。また１３５に及ぶ民族が存在し，

カチン族，カヤ族，カイン族，チン族，モン族，ビルマ族，ラカイン族，シャン族といっ

た民族が住んでいます。

さて，皆さんの多くは、投資に関心を持っておられると思います。ミャンマーは，土地，
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山岳地帯，森林，湿地帯，マングローブ，淡水，海洋資源等，非常に豊かな資源を持って

おり，広大で豊かな土地，海洋もあります。非常に有望な資源を持っており、魅力的な投

資の対象国でしょう。

また，鉱山もあります。特に銀や，シルバー等です。アダバマという場所においてはそう

です。それからルビーなどもそうです。私たちの国でのみ採取できるようなミネラルもあ

ります。ですから，こうした鉱山資源,宝石等の資源についても,ビジネスチャンスがありま

す。そして，例えばダイヤモンド等の輝石だけではなく，銀あるいは，すず，ウオルフラ

ムなどもあります。さらに，土地も豊かで，米，トウモロコシ，キビ，豆類，小麦，たば

こ，そしてゴマなどを生産しています。

では，法制度にお話を移したいと思います。私たちの法制度ですが，昔から法的な枠組

みはありました。ダマタッという'慣習法があります。これは遠い昔から受け継がれてきた

'慣習的な伝統，しきたりということで，著名な裁判官や学識のある法律家が決定を下しま

す。すなわち，それは基準とする判決理由を収集・編集した，いわばミャンマーのローマ

法大全とも言うべき潰習法集であるといえます。私たちは，この’慣習法を今も，様々な問

題解決に使っています。

このダマタッというのは，いわゆる結婚や，離婚，分割，継承，相続，養子縁組などに

関する民事，こういう民法についての法的規則。原則からなっています。法の下の平等に

関する平等権，そして仏教の伝統，慣習に基づき，これらの不文律の慣習法が家族問題に

ついて今日でも適用されています。

また，ピャットは，現在の最高裁判所の判例のように，いわゆる裁判所裁判官及び王室

議会の民法学者が下す司法決定でした。

イギリスのコモンローの法典のお話が，先ほどありましたが，近年のミャンマーの法制

度は，伝統的なものを遵守していると同時に，コモンローの法典をミックスさせ，統合し

ていった形態をとっているということが言えるかと思います。近年においては，きちんと

区別することができると思います。

民法，そしてコモンロー，どちらにしても，自分たちの国にふさわしい形で結合させて

きたということが言えるでしょう。ミャンマーは，現在の状況に見合った法律をつくって

いくと同時に，それが，当時の』慣習法，制定法に基づいて，それらを組み込んで制定され

てきていることが言えます。イギリスのコモンローは，非常にいい法であるというふうに

思いますし，現在も生きている，フェアな法律であるということが言えるかと思います。

これをきちんと適用していくということが重要だと思っています。当時公布された法であ

ったとしても，今現在の状況に適しているわけです。

また，例えばミャンマーの刑法が挙げられます。ミャンマーの刑法ということで，この

セクションは，以前のものと非常に似たものです。マレーシアも，インドも，いわゆるイ

ギリスの植民地下にあった国々は，こういった刑法の法律が,今現在も非常に似ています。

セクション４５というお話をさせていただきたいと思います。この４５というものも，今
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現在，いい法律ということで適用しています。こういった成文法はイギリスのコモンロー

とともに，イギリスの'慣習法，制定法に基づいて組み込んでいます。先ほどのお話にもあ

ったように，やはり交渉の余地があります。公平・公正・良心の法則を具現化していると

いうことで，一般法を適用し，適用される制定法が見つからない場合，ミャンマーの裁判

所は，公平，公正，良心にのっとり，事件を審判しなければなりません。これは最高裁で

も同じです。特に商業の世界においても，こうした制定法が使われています。

制定法に見当たらない，特殊な事件の場合，ミャンマーの一般法を適用します。ミャン

マーの一般法は，イギリスの慣習法に基づいています。そして，ミャンマーの判例法によ

って形成されたものです｡すなわち,最高裁により,解釈が入り,また，こういった方法

は，先ほど申し上げたように，公平・公正・良心の法則を具現化しているということです。

公平，公正，良心に沿ってということですが，なぜなのか。確かにこの法律はあるもの

の，海外の法，例えばイギリスの法律，その他の法律があり，私たち自身の法律がなかっ

た場合，私たちは，それを使うということを意思決定します。例えば契約法などもそうで

す。契約法を見たときに，私たちは，このような説明をそこに適用します。こういった法，

すなわち主にイギリス，そしてインドの法律，あるいは少数ではありますが，ミャンマー

の法律があり，これらは，いい法律として，私たちは，適用しようとしています。これは

仲裁というわけではありません。具体的に公平で，公正で，良心に沿って，自由に，かっ

達にその法律を使っていくということであり，適用し得る慣例，一般法が見つからない場

合には，公平，公正，そして良心に沿って事件を審判しなければならないということです。

さて，どのようにこの制度が発展してきたかということです。独立した後，最高裁判所

と高等裁判所が設立されました。それは１９４８年でした。また，１９６２年３月２日，革命評

議会が主権を引き継ぎ，臨時政権，革命評議会が1962年に政権をとりました。そこから社

会主義制度へと移行していきます。大体このころに社会主義制度ができ，そして革命評議

会により,最高裁判所,そして高等裁判所が廃止されました｡そのかわりに首席裁判所(Chief

Court）が設けられました。そして１９３４年の憲法に基づき，中央裁判所,州・管区裁判所，

また郡区裁判所，村落裁判所が設立されました。ここで判事を務めたのが，法曹者ではな

く社会主義に携わる役人です。法曹者は司法官として，法廷でのコンサルタント的な役割

を果たしていました。判事は，権限の中で選択肢が与えられ，その選択肢の中で窓意的に

決定を行っていました。また，裁判における裁判官の構成は，１人の場合と３人で構成す

る場合があります。このシステムもまた，崩壊することになりました。というのも，法曹

の専門家が実際にそこに存在しなかったということで，システム自体も，社会主義の試み

としてなされましたが，結局は崩壊しました。

そして，１９８８年になり，我々専門家が，裁判官として起用されることになりました。裁

判官としての経験は，それまで活かされる機会がなかったが，ようやく実現しました。

そして，1988年９月２６日，国家法秩序回復評議会が裁判所法を公布しました。そして，

様々な等級の裁判所が設置され，ここに来て，ミャンマー連邦の司法行政が確立したわけ
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です。このときに，最高裁が復活しました。また，州裁判所も復活しました。地区裁判所，

管区裁判所，また，その他下級審も再開しました。また，裁判官が，その職に復帰するこ

とがかなったのが，1988年です。このような展開を見て，現在に至ります。

そして，2000年になり，この1988年の法が廃止になり，新たな裁判所法が2000年６月

２７日に公布をされ，このように変わりました。これは，平和発展評議会によって公布をさ

れたものです。しかし，裁判所の構成主体はこれに変わることはなく，従前のシステムが

引き継がれました。システム自体は同じで，名称が若干変更されました。

現在のシステムは，ミャンマー政府によって裁判所が設置され，そして議会制度へと移

管されました。

そして，現在のミャンマーの司法原則は，2010年に，この新しい司法制度のもと裁判所

法が施行されました。そして，ミャンマー連邦共和国としての新しい制度になったわけで

す。これが現在の司法制度です。裁判所の名称及びその権能については，若干変更されま

したが，基本的なシステムは過去から引き継がれたものです。

そして，司法原則も若干変更されています。最新のものは，現在のシステムにおいて，

以下のことが定められています。

まず，独立した司法の運営がされることが，司法原則その１です。司法が独立していなけ

ればならないということが，第一にうたわれています。そして，その２として，公開の法

廷で司法は運用されなければならないと。そして抗弁権，控訴権が，法にのっとって認め

られなければならない。さらに，法治主義を構築する支えとなり，また平和と安定の維持

に貢献し，これを司法原則のその4とする｡さらに,国民に対する啓発を行い,法の理解

と遵守を追求する。これは，国民が法の性質をよく理解し，そしてそれに従うということ

を確実にするものです。また，様々な法の枠組みの中で，各事件について解決。終結させ，

また和解するべく，様々な手段を講じること。さらには刑罰を与えるにおいては，道徳的

更生を最終的な目的とする，ということもうたわれています。

私は，裁判官としての経験があり，様々な等級の裁判所での経験を積んでおります。様々

な等級の法廷が存在していますが，基本的なところは，この司法原則にのっとっています。

また，裁判の手続等においても，双方の当事者に対して，十二分な諮問を行い，質問を

投げ，そしてこのルールに沿って，そうした裁判の手続を確実に踏んでいくということを

行っています。そうすることによって，可能な限り和解等を通じて，当事者が自らの意思

で解決に臨めるような，そのような方向で司法の手続を進めます。法的に正しいかどうか

ということは別にして，やはり法の精神として，そのような手続を追求するということが

求められると考えられます。これこそが，こうした司法制度が設置されることによって，

我々に与えられた権能であり，また課せられた義務であると考えています。

様々な原則がありますが，そのすべてをここに書くことはできませんが，もう一つ言う

べきは，いかなる刑法も，遡及的効力は有しない，罪刑法定主義をとっています。また，

罪を犯した者は，犯行時に存在する法によってのみ罪に問われます。更に，当該法の下で
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適用され得る刑罰以上の判決を受けることはない，ということです。また有罪にせよ，無

罪にせよ，判決をいったん管轄裁判所より受けた者は，上級審でそれが覆され，再審が命

じられた場合を除き，その有罪・無罪判決が変わることはない，ということです。有罪の

場合は罪を免れ得ない，ということです。有罪の場合，再審の道が開かれ，再審によって

のみ下級審の判断が変わることがあり得ますが，それ以外において罪を免れる，判断が変

わることはない，ということも原則の一つです。

さて，この司法制度は，憲法により設置されています。そして最新の憲法，２００８年憲法

に基づいていますが，それにより，連邦最高裁判所，州・管区高等裁判所，また，自治区

においても地区裁判所が設けられています。また，そのほか県裁判所，地区裁判所，郡裁

判所，その他下級裁判所が設置されています。

これは２００８年，憲法にのっとって設けられています。また，臨時法廷が存在しましたが，

現在はありません。また，連邦憲法裁判所が存在します。これは，何らかの憲法に関わる

紛争が上がってきたときに，こういう連邦憲法裁判所に持ち込まれます。そして審理が行

われます。

現在の司法制度の中で，最も高位にある裁判所は，もちろん最高裁判所です。そして，

その下に来るのが管区，あるいは州の高等裁判所です。管区及び，州それぞれが高等裁判

所を持っています。さらに，その下に自治区裁判所，自治管区裁判所，地方裁判所。自治

区，自治管区とは，管轄として同じ等級に属します。そして郡区裁判所があり，そのほか

法により設置された裁判所というのも存在します。

こちらに，チャートにまとめました。裁判所の任務における裁判所の形態は，郡区裁判

所が，一番下です。そのほかに特殊法廷，特殊裁判所，少年法廷があります。これは少年

犯罪のみの審理を行います。他の裁判所が少年犯罪を裁くということはできません。この

少年法廷が，また別の特別法廷として国により設けられました。また，もう一つが，条例

等，地方自治体が定める規則に違反をした場合，それを裁くところがあり，また，交通事

故等，道路交通法違反を扱う法廷があります。これは道路交通法の違反，そのケースのみ

を扱います。これは民事や，深刻なケース，例えば，誰かが車に擦れられ死亡したとか，

そういったケースは，この法廷では扱いません。手続上の，形式上の問題のみを審理する

というのが，道交法違反特別法廷です。

それでは，最高裁判所を見てまいりましょう。比較的最近になって確立されたというこ

とですが，もともと，昔も最高裁判所はありましたが，現在のものは少し違っています。

連邦最高裁判所は，先ほど申しましたが，ミャンマーの司法制度の最高峰に位置していま

す。裁判官は最低でも７名，最大１１名からなります。この中には裁判長を含みます。７名

から１１名の体制で審理が行われます。

最高裁の管轄は最上級控訴審です。さらに上訴・再審も扱うものです。第一審になるも

のとしては，必要な場合，第一審管轄権も有します。また例えば海事事件の審理，これは

最高裁のみが第一審となることが認められています。また二国間条約に起因する事件，あ
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るいは連邦政府との間で，又は地域・州政府等々の間の紛争については，最高裁が第一審

裁判所です。また，そのほか，各地方自治体の間での紛争も最高裁の管轄権で，専権とな

ります。これは，連邦政府と各州政府や，あるいは連邦のテリトリーと呼ばれている地域

との間での紛争や，また海賊行為や，犯罪の中でも公海・公空上で犯された犯罪，また陸

上・公海・国際区域で国際法に反して犯された犯罪，こちらも最高裁の専権事項です。ま

た，法に定めるその他事件，これも最高裁の専権事項として扱われます。

当然，大もとは，憲法の定めに従っているわけです。また，その他の関連法の定めに従

って，最高裁は，以下のもとに管轄権を有しています。例えば，判断が下級審でなされ，

高等裁判所等でなされたものに対して，不服をもって上訴する場合，また命令・通達等も

含め，それに対する異議がある場合は，最高裁に持ち込まれます。さらに，再審も最高裁

においてのみ行われます。何か下級審での判断に不服がある場合，最高裁に持ち込み，再

審するということになります。

また，連邦最高裁判所は，死刑判決に対する上訴を承認する管轄権を有します。また，

自らの決定によって事件を最高裁に移管する事件，裁判所から他の裁判所への，事件の移

管に関する管轄権です。また，下記の項目についての権限も有します。人身保護令状，職

務執行令状，禁止令状，権限開示令状，そしてまた，移送命令書です。緊急事態が宣言さ

れた地域における令状発行請求については，連邦最高裁判所がこれを行うものとされてい

ます。このような状況の発生時，すなわち戦争時，外国の侵略時，そして暴動時，公共の

安全のために必要な場合を除いて，連邦法第３７７条に含まれる権利を請求する権利は，連

邦最高裁判所に留保されていません。

職務と職権は，こちらに書かれてあるとおりです。連邦最高裁判所は，記録裁判所でも

ある上級審であり，連邦のすべての裁判所に対する監督権限を有し，その決定はすべての

裁判所を拘束します。第一審管轄権を行使する最高裁判所によって，最終的かつ決定的に

裁定された事件，又はいずれかの裁判所の最終的かつ決定的判決に対して，最高裁判所は

最終的かつ決定的に裁定した事件については，特別上訴裁判官団が裁判手続に沿って特別

上告を認めた場合において，当該特別上訴裁判官団による再審問，そして再審理を受ける

ことができます。裁判所は，最高裁判所が決定をしたとしても，この再審問，再審理を受

けることができるということです。当該特別上訴裁判官団は，裁判長を含め合計３名の裁

判官によって構成されます。チーフと，それから２名，その他です。

刑事・民事事件において，本質的な問題が生じた場合にのみ，最高裁判所は当該上訴に

ついて休廷させることで干渉するものとします。特別上訴裁判官団による決定は，最終的

かつ決定的です。そして，このような作業は，年次報告書の中で公開されます。

ということで，連邦にあるすべての裁判所を監督し，管区。州高等裁判所，自治管区裁

判所，自治区裁判所，県裁判所の重要事件の審判について，複数の裁判官で構成される裁

判官団を通して指図することができ，また，定められた手順に基づいて連邦議会に司法関

連法案を提出する権利を，最高裁判所は有します。
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さて，最高裁判所職員の任命は，最高裁判所長官が，連邦議会が規定する規則や，ある

いは規制に従って，裁判の実施及び連邦最高裁判所に付与されたすべての権限，職権の正

当な行使に必要と判断される員数の書記官，及びほかの司法官を任命することができます。

さて，高等裁判所です。管区又は州の高等裁判所は，２０１０年の裁判所法に基づいて設立

されました。構成は，最少３名から最大７名の裁判官を管区又は州の高等裁判所裁判官に

任命することができます。管区・州の高等裁判所の首席裁判官を含めます。主席裁判所も

この中に入ります。首席裁判官が入ります。

大統領は，連邦最高裁判所長官と連携し，関係管区又は，州の市長と連携し，憲法３１０

条及び本法律の第４８条に掲げます資格を満たす人物を当該管区州議会の承認を得た上で，

関連管区。州の高等裁判所長官に任命します。また大統領は，管区，又は州が，連邦最高

裁判所長官と連携調整する人物であり，憲法第３１０条及び本法律の第４８条に掲げる資格を

満たすものを当該管区・州議会の承認を得た上で，同管区又は州が高等裁判所裁判官に任

命するものとします。

管轄権です。管区・州の高等裁判所は，法にもとづいて管轄権を有する。まず，第一審

事件の審判，控訴事件の審判，再審事件の審判，いずれかの法に規定の事件の審判です。

そして，管区・州の管轄権の範囲内において，自らの決定により高等裁判所に移管する事

件の審判，いずれかの裁判所から，他の裁判所へ移管する事件の審判，また，第一審管轄

権，民事訴訟第一審における無制限の金銭請求訴訟に対する管轄権です。すべてのこの

民事のケースが管轄です。管区，又は州の高等裁判所は，管轄権を行使するに当たり，管

区，又は州の高等裁判所長官によって決定される裁判官，又は複数の裁判官で構成される

裁判官団により事件を審判することができます。ですから，裁判官唯一１人，あるいは複

数の裁判官で構成される裁判官団によって事件を審判します

さて，先ほども申し上げました，自治管区，自治区の裁判所，管区裁判所，これはすべ

て同じレベルということです。ただ，名前は違います。自治管区なのか，自治区なのかと

いうことです。いずれにしても，これはすべてDistrictCourt（県裁判所）という位置づけ

でした。しかし，今は三つ，名前だけが変わったわけです。レベル，管轄権はすべて同じ

です。自治管区及び，自治区の地区裁判所は，裁判所法に基づいて，２０１０年に設置されま

す。連邦最高裁判所は，すべての管轄裁判所に管区裁判官を任命することができます。ま

た，連邦最高裁判所は，仕事量に応じ，裁判官を任命することができ，こうした裁判官は

刑事・民事訴訟法の規定に基づき，連邦最高裁判所から裁判権を付与されます。

管轄権です。自治管区及び自治区の裁判官は，刑事訴訟法に基づき第一審刑事管轄権，

刑事控訴審管轄権及び再審管轄権を付与されます。また，民事訴訟法に基づき，第一審民

事管轄権，民事控訴審及び再審の管轄権限を与えられます。第一審管轄裁判所として，当

該裁判官は重大な刑事事件を審問・裁定することができます。

管区裁判官というのは，最高５億チャットまでの第一審民事訴訟を裁定する請求金額別

管轄権を持ちます。管区裁判官補は，最高１億チャットまでの第一審民事訴訟を裁定する
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請求金額別管轄権を持ちます。

さて，一番下の郡区裁判所です。郡区裁判所は，やはり２０１０年の裁判所法に基づいて設

置されます｡すべての郡区裁判所の郡区裁判官は,連邦最高裁判所によって任命されます。

その仕事量に応じて最高裁判所は補充郡区裁判官，裁判官補を任命することができます。

群区裁判所の仕事量ということです。郡区裁判所は仕事が非常に多いので，裁判官が１人

だけでは間に合いません。同じステータスなのです。先ほど申し上げた，郡区裁判所とい

うのは郡のヘッドです。そして，またアシスタントがつきます。いわゆる補充郡区裁判官，

裁判官補がつくということです，仕事量に応じて。

また，この郡区裁判官は，裁判の運営責任官です。郡区裁判所のほかの裁判官に，当該

裁判所の受理したすべての事件を割り当てる権限を有します。すべての裁判官は割り当て

られた事件について,独立した管轄権を有します｡割り当てられていない事件については，

管轄権は有しません。すなわち，割り当てられた事件についてのみ独立した管轄権を有す

るわけです。

また，管轄権で郡区裁判所は，大体の場合，第一審管轄裁判所であり，任命される裁判

官は，例えば７年以下の懲役の判決を言い渡すことができ，下級裁判官の権限を与えられ

ます｡残りの郡区裁判官補は,その下級裁判官の職権に応じた判決を課すことができます。

自身の地位によって，特別にその補充郡区裁判官として，７年以下の懲役の判決の言渡し

ができ，下級裁判官の権限が与えられるということです。

そしてまた，係争の金額，係争物の価格が１億チャット以下である民事事件の一部につ

いては郡区裁判所で裁定されます。郡区裁判所はまた特別に１９９３年，児童法に基づいて付

与される少年管轄権を行使します。先ほど，児童法に基づいた少年管轄権のことを申し上

げましたが，郡区裁判所は，郡区それぞれに２つの'IbwnshipCourtが必要であると申し上

げたのもそうです。やはり児童法に基づいて少年管轄権というのが行使されるということ

であります。郡区裁判所は，その責任を持つということです。自動的に，郡区裁判所であ

れば，少年のケースについては，少年管轄権を行使することができます。

ということで，こちらにありますように，郡区裁判官は，最高1,000万チャットまでの

請求金額別管轄権が関わる，第一審民事訴訟の審理，そして補充郡区裁判官は最高７００万

チャットまでの請求金額別管轄権が関わる，第一審民事訴訟の審理，また，郡区裁判官補

は最高３００万チャットまで，となります。

また，先ほど申しましたように，そのほかの特別裁判所も設けられています。少年犯罪

裁判所もその一つです。法秩序回復評議会が児童法を１９９３年に制定しています。これによ

り，子供の権利を保護していこうと，「子どもの権利に関する国連条約」に基づいて制定を

されたものです。

そしてミャンマー連邦の司法行政においても，非行少年，少年犯罪者の裁判は，管轄裁

判所において，できるだけ迅速に行われるということが期待されています。これは罪の重

さによらず，その刑罰はできるだけ温情を持って定めるとしています。これは少年の社会

－５１－



（
”
ケ
ハ
再

戸
尻
”
）

復帰，更生を期してのことです。よって，この罰を与えられた後に，その少年犯罪者が良

心を持って，そして自信のある形で社会復帰をなすことができるようにするというのが最

終的な目標です。したがいまして，少年犯罪，少年裁判所では，当然，死刑判決を出すこ

とはできません。また，懲役刑を越えるものを言い渡すこともできません。

児童法にのっとり，郡区裁判所は，少年裁判所と協議を行いますが，この特別裁判所法

廷とは，様々な地区に設けられています。また，場合によっては，青年が裁かれる裁判所

と同じ建物内にある少年裁判所というのも存在しています。また，例えば，ヤンゴン市開

発区には，２０の郡の所轄をする少年裁判所があります。また，マンダレー地区においても

少年裁判所が設置されています。さらに，マンダレー市開発区においては５つの郡少年裁

判所が設置をされています。また，それとは別にこの郡区において，その郡区の裁判所内

において，別途，少年裁判所が設けられています。そして，この郡区裁判所においては，

郡の裁判官，そして司法官によって司法行政が行われています。

また，先ほどお話をいたしました道路交通法違反に関する審理を行う特別な裁判所，交

通違反もあります。この道路交通法を違反した者に対する審理を行うところですが，ヤン

ゴン市開発区には７カ所，こういった裁判所があり，マンダレー市開発区においては，２

箇所あります｡また，これは交通規則実行監督委員会と協議の上で審理を行うというのが，

この交通ルール違反に対する特別裁判所の審理のやり方です。

それでは,法曹家についてお話をしたいと思いますけれども，ミャンマーでの弁護士は，

２種類に分かれます。法廷弁護士（Advocate）と呼ばれる弁護士と，上級弁護士（Higher

GIadePleader）です。法廷弁護士は，最高裁を含めた，すべての裁判所に出廷が認められ

ています。その一方で，上級弁護士は，最高裁以外の裁判所への出廷が認められています。

すなわち地区裁判所，州裁判所，郡裁判所といったところにはすべて出廷が認められてい

ます。また，国税不服審判を行う裁判所，国税裁判所ですが，こちらにも双方の弁護士，

法廷弁護士，上級弁護士ともに出廷が認められています。1997年初め，約6,400名の各地

でライセンスを受けた実務法律家が存在をしていましたが，外国人のライセンスを受けた

弁護士は，ほとんど存在していませんでした。ミャンマーの実務法律家は，法廷弁護士と

上級弁護士から成るわけですけれども，法廷弁護士は，すべての等級の裁判所に出廷が認

められています。その一方で，上級弁護士は，そのラインセンスによって認められた裁判

所のみ出廷が認められています。すなわち，最高裁への出廷は認められないということで

す。

こうした弁護士，法廷弁護士や上級弁護士の活動について，１８７９年の法律実務家法，さ

らに，１９２６年の弁護士会法により管理されています。この弁護士会法は，弁護士の規律，

行動規範等を律するものです。また，法廷弁護士として実務を行うに当たっての資格認定

をすることも，この法がもとになっています。

また，法廷弁護士になるために必要な学歴としては，まず法学部卒業レベル，さらには

法学大学院卒業レベル，あるいは，大学院卒登録弁護士証明書を持ち，これプラス３年間



にわたる，上級弁護士としての実務経験を必要とします。また，司法官，若しくは裁判官

になるためには，この法廷弁護士資格要件を満たす，また公益事業委員会が行う特別試験

に合格しなければなりません。法学部卒の学位，あるいは博士号，あるいは登録弁護士資

格相当の資格を持つ者というのが必要最低限の条件です。

実務法律家とは，依頼人との協議によって，専門家としての役務提供の手数料を設定す

ることが可能です。万が一，そうした料金等が支払われない場合は，法律実務家といえど

も法廷に訴えるということが認められています。あるいは逆に，弁護士の過失により何ら

かの損害が発生した場合には，逆に弁護士が訴えられるということも当然に起こり得ます。

さて，最後に，司法制度の基本的信念をお話しして最後にしたいと思います。法に従い

審理を行う，そして公正・迅速な審理を行い，手続を踏まえた上で裁判所の健全性と評判

の維持に努めるべし，これが基本的な信念です。

以上をもちまして，私のプレゼンテーションを終わりたいと思います。

○司会本来であれば，ここで講演終了の時間で質疑応答に入るべきところではございま

すが，せっかくの機会ですので，１０分ほど講演を延長いたしまして，現在国会で審議中の

外国投資法などについてお話を伺いたいと思います。テイン・ゾウさんは，外国投資法の

ドラフティングにもかかわっておられます。それでは，お願いいたします。

○ティン・ゾウ外国投資に関して，ここで簡単に御紹介したいと思います。将来，どう

いった方向に向かうのかということです。今，審議中の外国投資法について簡単に御紹介

したいと思います。

外国投資法の制度は過去の制度と全く変わったものになります。既にそのドラフトが完了

しており，今国会で審議中です。２０１１年３月３１日，テイン・セイン大統領が政権をとり

ました。就任演説の中で「既に独裁政権ではなく，縁故主義は存在しなくなるであろう」

と言っています。すなわち，贈収賄は認めないということを明らかに述べています。もち

ろん，そのためには行うべき作業は，たくさんあります。その中には，法治主義の徹底，

また新しい法の制定なども含まれ，既存の法律，経済関係の法律の早急な改正が，喫緊に

必要です。

新しい改正法は，今，その審議のプロセスに入っているところです。法律は，以前のも

のとは大きく変わったものになり，これは民政に移行をしたということを受け，より民主

的なものになります。これは，国民の願うところであり，また，政府が国民に約束をして

いるところでもあります。

新しい憲法が採択されました。そこには，企業の国有化は決して行われることはないと

いうことを約束しています。これは，３６条(e)，既存の法，現在あるものですが，通貨の廃

止，廃貨をしないこと，この２本が，大きな柱として新しい法律の中で，また憲法の中で

躯われています。また，法律的に公的な国内外において，企業の活動を阻むものではない
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と。

ミャンマー国内において事業を営める分野というのは，多岐にわたっています。宝石関

係や，鉱物関係，天然ガス等です。不動産等々もその中に含まれており，法的な保護が外

国人投資家に対して明確に躯われています。国有化されないこと，それから稼得した外貨

は，その送金を認めるものである。また，外貨口座を自由に開設することが可能になり，

自由に送金等を行うことが可能である。先ほど１ドルに対して何チャット，というふうに

お話ししましたが，こういった自由な送金等ができ，救済処置等も完備されているという

のが，現在審議中の新法です。さらに，税の減免等を含めた，優遇措置等も用意されてい

ます。

特に，外国投資を促進する上で，投資家に対して税の減免を行うものとし，これは，具

体的にサブセクションの(ａ)にあります｡税の減免を外国からの投資に対して行うものであ

ります。そして製品，サービスの提供，また生産をする企業においては，３年間こうした

免税の優遇措置を受けられます。新法では，これを５年に延長しますので，ミャンマーに

投資していただくと，５年間税金を払わなくてもよいということです。しかし，地元の国

内のビジネスマンは３０％という法人税を払っているので，国内的には不評を買っていると

ころもありますが，外国融資，投資を誘致するために，このような優遇措置が用意されて

いるわけです。

また，土地の賃借については，国内の投資家は政府から３０年間土地を賃借し，それを５０

年まで更新することができますが，外国人は，最初から５０年賃借できるように定められま

した。その後も１０年単位で更新でき，更新は２回認められていますので，トータル７０年

の土地の賃借が可能になります。

こういった政府の考えがあるので，誰も土地所有者だとは言えません。所有ではなく，

保持です。土地保持者です。土地所有者は，あくまでも国であり，皆さんは，土地保持者。

外国人も法律的に土地を保持できます。以前は賃借することはできず，土地法の規定によ

り借用期間は，１年未満でした。しかし，外国投資に関しては，既存の法律でも賃借でき

るとされています。しかし，それは，国の所有なので，国からということになります。政

府からも，土地の所有者からもリースしてもらうことができます。例えば，私自身も，土

地を５０年間持つことができていれば，それはリースすることができるということです。外

国の投資に対しても，実際そういった制限はありませんので，これから皆さんが入ってく

るとすれば，これは大きなチャンスになるでしょう。法案には，外国投資を促進する，多

くのインセンテイブが含まれていますが，それらをすべてここで述べることはできません。

まだ公布されていないので，私がそれらを公表する権利はありませんから。実際，私はイ

ンセンテイブがあり過ぎるのではないかと思っています。ですので，これらをすべて説明

するには，時間が足りません。

これは外国投資の改定法です。ミャンマーにおいて，７月４日に法案が出されました。

またこれを精査するというプロセスを今行っており，レビューが待たれています。国会の
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方です。恐らくレビューには時間がかかると思います。そして，大統領は，とにかく実現

可能な法律にし，いずれにしても，法，そして規則が必要だと言っています。

ミャンマーの経済特区に関しての法律は，既に完了しています。各部門，各事業組織か

ら意見聴取を行った後，議会に提出されます。ミャンマーの経済のドアが開き，投資家を

歓迎するということになります。

また，当初３０年間で１５年の延長期間が２回であったというこの投資期間は，変更され

ます。当初５０年間で１０年の延長期間が２回に変わります。それから，各企業は，少なく

とも投資額の３５％を投入するか，外国企業の全額出資子会社としてミャンマー国内に設立

することにより，ミャンマー国内のパートナーとの合弁事業を設立することができます。

これに関しては，心配するものは全くありません。また，しばらくこういった分野，保護

されたままの状態が続くと思うので，土地のリースは，政府からも，そしてローカルの方

たちからもリースすることができるということになります。外国投資家として，こうした

状況があるということです。

ミャンマーへの投資というのは，まだきちんと公布されていない段階ですが，経済状況

は以前より好転しているということ，そして巨大な多国籍企業はミャンマーへの投資をし

ていないとはいえ，辛抱強いアプローチこそ，将来の利益をもたらすということです。米

国の制裁は，まだ一ヶ月前に緩和されたばかりですが，少し時間がかかると思います。
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＜講演Ⅱ質疑応答＞

○司会本来であれば質疑応答の時間ではありましたが，外国投資法という皆さんの興味

深い分野についてお話をいただけるということでしたので，勝手ながら，質疑応答の時間

を多少削らせていただいて，お話を延長させていただきました。

会場の方で，この機会にティン・ゾウさんに御質問のある方,挙手をお願いいたします。

○金子大変興味深いお話をありがとうございました。私は神戸大学の金子と申します。

手短に２点，お尋ねしたいと思いますが，一つは，JudicialSystemについてのスライド

の５ページに関係します。裁判官が適用する法令の問題ですが，ミャンマーにおいて，裁

判官はまず制定法を適用するが，それがないときはミャンマーで発達してきた判例法を適

用し，それでも根拠が見つからない場合には，ジャッジ自身のJusticeというか，Equity

による，というお話で，結果として非常に日本に親近性があるように感じました。

といいますのは，日本はＡＳＥＡＮ諸国に法制度司法改革の協力などをしてまいりました

が，ASEANの成文法の国々では，日本とかなり様相が違っていて，例えばベトナムなどを

引き合いに出しますと，裁判ではあくまでも制定法を適用すると。制定法がなければもう

裁判しないようなもので，和解しようとしまして，和解においては柔軟な様々な法を適用

するということで，非常に人間的なやり方をしており，日本とは，かなりいろんなところ

で違い，違和感があります。

そのような感想を持ったことを申しました上でお尋ねいたしますが，ミャンマーの裁判

官が裁判においてJusticeを適用する場合があるといったことでしたが,判決文においても，

そういったことも判決中の理由詳しく説明なさるのかということ。また，ミャンマーでは

和解等はかなり積極的に行われているのかということです。もう一つは，非常にテクニカ

ルな，簡単なお答えをいただければ十分ですが，このJudicialSystemに関するスライドの

１２ページに,最高裁の管轄権についての御説明がありました。この中で,（ａ）に,Bnateral

neatiesとありましたので，これの意味について簡単なお尋ねです。これから投資が促進

されていくという中で，今，日本とミャンマーでEPA，二国間の投資協定を推進していこ

うという，ＢＩＴのお話がありましたが。そこで投資家が，政府に対してクレームを申し立

てるという制度なども想定されています。こういったものを最高裁の一審制の手続で処理

することを想定しておられるという理解でいいのか,お尋ねいたしたいと思います。

○ティン・ゾウ御質問をいただきまして，ありがとうございます。

それほどベトナムの制度とかい離しているものではないと,思います。基本的な司法制度

においては，やはり法がなければ審理はできません。確かにそれは事実です。日本と同じ

ように，我が国においても，やはり法がまずなければならないわけです。制定法によって，

判事の良心により判断を下すということも認められています。すなわち，裁判官に一定の
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裁量が認められているということですが，しかし，その際にも具体的な理由がなければな

りません。すなわち依拠できる，その根拠がなければならない。それは判例，慣習といっ

た，その他の国でも同様ですが，裁定，裁判所の判断は，やはりそうした判例に従います。

まずは成文法，そして判例に従うということです。そして，判例が存在しないという場合

においては，すなわちガイドラインとしてレポートされていない，アン・レポート・トレ

ーデイングに従うわけです。すなわち裁判官の裁量を用いるわけですが，しかし，その際

には根拠が明確でなければならないわけです。これが公正であるということを示さなけれ

ばならないわけです。その国において，そういった判断を示す場合，そのような判断がな

されなければならないケースというのは，それほど多くはないですが，公正であると認め

られるのであれば，その判例に従い，判例を参照し，そしてそれに依拠して判断を下すと

いうことになります。成文法があれば，当然，それに従うということになります。審理を

行うに当たっては，まず成文法ありきということです。しかしながら，その審理の際に法

が存在しないという場合においては，判例ということです。すなわち，全く法を無視して

独自の判断を下すということはあり得ないわけです。法にのっとって，ということです。

それが一つ目の質問の答えになりますか。

そして，二つ目ですけれども，最高裁の管轄ですね。憲法が変わり，また政権も変わり

ました。システム自体も変わっています。ですから，こうした行政区域なども変わってき

ています。国の中で変革しているわけです。これは以前とは，随分とさま変わりをしてい

ます。すべてのゾーンにおいて，すべての行政区において変更が行われているわけです。

その区域の中で紛争が起こった場合，行政等には一枚岩といいますか，すべて一つの屋

根の下にあるわけではないので,地域によって若干のばらつきもあるわけです。ですから，

それを考慮に入れなければならないということ。そして，我が国の司法において，商取引

上，貿易上の紛争があった場合，例えば日本の企業とミャンマーの企業との間の紛争や，

土地をめぐる紛争や，不動産をめぐる紛争，また法人登記に関する紛争など，そういった

ものについては，管轄としては，最高裁になります。その他の下級審においての判定・判

断に納得がいかない場合も，和解に関しては，双方当事者が最高裁の判断に従うというこ

とに合意をした場合，特定の条件があり，この審理に関してなされた判決。判断について

の条項があります。そのような条項がなければ，最高裁での判断をされるということにな

りますが，下級審の権限は，非常に限定をされていますので，やはり最終的には最高裁の

判断に委ねるるということになります。

○司会それでは，質問もあろうかと思いますけれども，そろそろお時間となりましたの

で，ここで質疑応答を終了させていただきます。

改めて，テイン・ゾウさんと，タン･ヌエさんに大きな拍手をお願いいたします。

○テイン。ゾウありがとうございました。皆さんとお会いできて，とてもうれしいです。

ありがとうございました。

－５７－



X･ざ.蓮:…竺里j歯戯唖謝３，Ｎ

職l澱

,‘』智巽鷲弓

労､やｒ＝鍵f鞄

ｊ
写

可■

吊 覇ｊ
割

－。≦圭一一二要

蕊
謹

一
一＝型一

心心

ｳも’.喜謹

蕊

凹零県廷墨詫弼裂事函?-.

愚

J」1１J」1１
蕊蕊 !ⅢWi1I瞬蔭ざ溺鎧、!ⅢWi1I瞬蔭ざ溺鎧、

篭

エ､↑roduc満ｏｎ

SけuqfionoffheUnionofMyqnmqr
□InSoutheastAsia

□borderedbyChinaontheNorthandNortheast．
□AndLaosandThailandontheEastandSoutheast．

□borderedbyBangladeshandlndiaontheWest．
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CCU､十ryvqs十PC↑enfiQl

Myanmarhasawidevarietyofecosysｔｅｍｓｓｕｃｈａｓ：

□land，

Qmountam，

□fbrest，

□wetland，
Qcoastaland

□marineecosystems．

Thecountryisrichinresourcesandenjoysarlunusuallygreat

diversltyoffloraandfauna、Forests，wetlandsincludingmangroves，

swampfbrest，lakes，marshesandseasprovideanaturalhabitatfbrthis

largevarletyofbiologicalspecies・Myanmar，srivers，numeroussteams，

creeks，ｌａｋｅｓａｎｄｓｅasalsoprovidehometoalargevarieｔｙｏｆけeshwater

andmarinefIsh,shrimpsandprawnsspecles・

Myanmarhasrichmineraldeposltsandalsohasalargepotential

ofenergyresourcessuchashydrocarbonsandagreatpotentialof
hydropower、

３

“BurmaisfairlyrichinMinerals，Gold，Silverandothervaluablemetalｓ

Ｆ－ｈａｖｅｂｅｅｎｆｂｕｎｄｉｎｓｍａｌｌｑｕantitiesinvariousparts:finemarbleiswork
nearMandalayjCoaloffhirqualityhasrecentlybeendiscoveredinseveral

.一

・paItsofUpperBulma.Ｍogoksuppliestheworldwithrubies:andsapphires

､－－arefbundthere,ａｎｄｉｎｔｈｅＳｈａｎＳｔａｔｅｓ、Petroleumisobtainedinlarge
~一一一quantitiesatYenangyounginUpperBurma，andsmallerquantitiesin
，Arrakanandelse-where・Jadeandamberareextractedinconsiderable

quantitiesinthenorthempartofthepeoplaCotton,sesames,ａｎｄtobacco
areextensivelygrownandorchardsarefbundneareveryvillagebutrice
coversaboutfive-sixthsofthetotalareaundercultivation・Thesoilislavish

initsyield,requireslittlelabourandnoartificialstimulusbeyondtheashof

．thepastyear'sstubb1e,ｗｈｉｃｈｉｓｂｕｍｅｄｄｏｗｎａｎｄｗｏｒｋｅｄｉｎｔｏｔheland・

UpperBurmalhoughinferiorinpointoffertilitytothelow-1yingtracｔｓｏｆ
，．ＬｏｗｅｒＢｕｒｍａ，isfhrftomunproductive、Thechiefcropsarerlce，maize，
millet,wheat,pulses,tobaccoandsesames，，．

４
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Ori9inoIandDeveIoPmenfofLe9cIi
SysfeminMyclnmQr曽垂‐

LegalFrameworkandJudicialAdministrationInoldendays

DQmmqfhqf‐collectionsofCoﾉ抑廼．ﾉi"･ｊＷｏｆＭｙａｎｍａｒ－辛写

~~一customarytraditionsconventlonsandﾉ．α"ｏ咋cj火"戒ofeminentjudges

andleamedpersonalmtheirdecisionsorwritings，collectedand

consolidatedversionsofMyanmarCustomalyLawthroughouttheages・

Indeed,Ｄα"""αrAe応arecomposedofLegalRulesandPrinciplefbrCivil

mattersandCivilLaw；mainlyrelatetoMalriage，Divorce・Partition，

Succession，InheritanceandAdoptionetc、ThoseLegalRulesand

PrinciplesarebasedonegalitarianRightsrelatingtoequalityunderLawi

andstillbeingapplybythepresentdaycourtsoftheUnionofMyanmar．

PhyQh十on-theJudicialdecisionspassedbyCourts,Benchesand
theKing，sHluttaw；likethepresentdayLawReports（Rulings）of

SupremeCourt．

Le9qlSys十emqfpresenナ

TheIegalsystemoftheUnionofMyanmarlsaunlquecombinationof

ｔｈｅｃｕｓｔｏｍａｒｙｌａｗｏｆｔｈｅｈｍｉｌｙ３codifiedEnglishcommonlawandreceI1t

Myanmarlegislation・TheprinciplesofEnglishcommonandStatutorylawwere

爵_星impIantedinMyanmarbytheBritishlawcodesofthepre-independencelndia
Statutes、Thesestatutolylaws，basedonandincoIporatingtheEnglishcommon

andstatutoIylawofthetime,includetheArbitrationAct,CompaniesAct,Contract

Act,EvidenceAct,GeneralClausesAct,NegotiablelnstmmentAct,Registration
Act，ＳａｌｅｏｆＧｏｏｄｓＡｃｔ，TransfbrofPropertyAct，ＴｒｕｓｔｓＡｃｔａndtheCiviland
CriminalProcedureCodes・

WherethereisnostatuteregulatingaparticularmattertheCourtsareto

applyMyanmarIsgenerallaw;ｗｈｉｃｈｉｓｂａｓｅｄｏｎＥｎｇｌｉｓｈｃｏｍｍｏｎｌａｗasadopted

andmoldedbyMyanmarcaselaw,andwhichembodiestherulesofequity,justice
．、andgoodconsclence，ＷｈｅｒｅｔhereisnorelevantstatutoIygenerａｌｌａｗｏｎｐｏｍｔ，
theMyanmarCourtsareobligedtodecidethematteraccordingtojustice,equity
andgoodconscience．
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□Underthel974Constitution，theCentralCourt,theStateandDivisionalCourts，

TheTbwnshipCourtsandtheWardsandVillageTTactscourtswerefbrmed・The

salientfbatureofthethenJudicialsystemwastheparticipationoftheworkingpeople
inaIllevelofcourts．

Developｍｅ術
□AfterbecommganindependentState，theSupremeCourtandHighCourtwere

estabIishedandCourtsatdi鮭rentlevelswerealsofbrmedundertheUnionJudiciary

Act，１９４８．
三
袋
一
一

一

□Ｏｎ２ｎｄＭａｒｃｈｌ９６２，theRevolutionaryCounciltookoverthesoverelgnpowers

andthejudicialsystemwastransfbrmedintosocialjstsystem・TheRevolutionaIy

CouncilabolishedtheSulpremeCourtandtheHighCourtandestablishedtheChief
Courtinstead．

□Ｏｎｔｈｅ２６ｔｈｏｆＳｅｐｔｅｍｂｅｒ，Ｉ９８８ｗｈｅｎｔｈｅＳｔａｔｅＬａｗａｎｄＯｒｄｅｒＲｅｓtoration

CouncilpromulgatetheJudiciaryLaw，１９８８ｆｂｒｔｈｅｆｂｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＣｏｕｒｔｓａｌ
ｄｉffbrentlevelsandfbrtheadministrationofJusticeintheUnionofMyanmar・Itwas

subsequentlyrepealedbytheJudiciaryLaw,２０００whichwaspromulgａｔｅｄｏｎＪｕｎｅ２７，

2000bytheStatePeaceandDeveIopmentCouncil,fbrthepromotionoftheJudiciary，

andtorevampthefbrmationofCourts．

qOnthe28thofOctober2010,theUnionJudiciaryLawhadbeen

enactedtoadoptthepresentJudicialSystemunderthe
ConstitutionoftheRepublicoftheUnionofMyanmar,2008

Theｐ『esentJudicialSystemof

Myanmarノ
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JudiciqlPrinciples
TheadministrationofjusticeshalIbebaseduponthefolIowingprmciples
(Section30ftheJudiciary2010）

（a）toadministerjusticeindependentlyaccordingtolaw；
（b）todispensejusticeinopenCourtunlessotherwiseprohibitedbylaw；

（c）toobtaintherightofdefbnceandtherightofappealincasesaccordingtoIaw；

（｡）tosupportinbuildingofruleoflawandregionalpeaceandtranquilityby

protectingandsafbguardingtheinterestsofthepeople；
（e)ｔｏｅducatethepeopletounderstandandabidebythelawandnurturethehabit

ofabidingbythelawbythepeople．

（f)tocausetocompoundandcompletethecaseswithinthe行ameworkofIawfbr

thesettlememofcasesamongthepublic．

(9)toaimatrefbrmingmoralcharacterl、metlngoutpunishmenttooffbnders．

□Nopenallawshallhaveretrospectiveeffbct．

□Ａｎｙｐｃｒｓｏｎｗｈｏｃｏｍｍｉｔｔｅｄａｎｏ縦､ceshallbeconvictedonIyunderthe
］relevantexistinglawatthetimeofitscommission・Moreover,heshallnotbe

sentencedwithapenaItymorethanthatwhichisapplicableunderthesaidlaw．

QIfapersomsconvictedoracquittedbyacompetentcourtfbranoffbnce,heshall

notberetriedfbrsuchofYbnceunlessasuperiorCourtsetsasidesuchconvicting
oracquittingjudgmentandpassesorderfbrretrial．
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Judiciory

FormationofCourtsundersectionZ930fZOO8Constitution

S､293＝CourtsoftheUnionarefbmledasfbllows：

（a)SupremeCourtoftheUnion､HighCourtsoftheRegion,HighCourtsofthe

State，CourtsoftheSelfAdministeredDivision，CourtsoftheSelf

AdministeredZone,DistrictCourts,TbwnshipCourtsandtheotherCourts

constituteｄｂｙＩａｗ；

（b)Courtsmartial；

（c）ConstitutionalTribunaloftheUnion；

FormationofCourtsatDifferentLeｖｅｌｓｕｎｄｅｒＪｕｄｉｃｉａｒｙＬａｗ,2０１０

ＵｎｄｅｒｔｈｅＪｕｄｉｃｉａｒｙｌａｗ,ZO10thefollowingcourtswereestablishediI1the

UnionofMyanmar-

□TheSupremeCourtoftheUnionofMyaｎｍａｒ

□TheHighCourtoftheRegionortheState
□CourtofSelfAdministeredDivisio、

□CoultofSelfAdministeredZone

□DistrictCourts

□TownshipCourts
□OtherCourtSestablishedbyLaw

－６３－
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Ｔ舵SupremeCour↑

Formation

TheSupremeCourtoftheUnionisthehighestorganoftheState

JudiciaⅣｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎｏｆＭｙａｎｍａⅨTheSupremeCourtconsistsofteama

minimumof7toamaxlmumoflljudges,includingthechiefjustice．

Jurisdiction

TheSupremeCourtisthehighestcourtofappeal・Itexerclsesboth
appellateandrevisionpowers,ItaIsohasoriginaljurisdictionwhichenablesit

tohearcasesasthecourtoffirstinstance・ＩｔｉｓｔｈｅｏｎｌｙｃｏｕｒｔｉｎＭｙａｎｍａｒ
ｗｈｉｃｈcantrymaritimecasesinitsoriginaljurisdiction

－６４－
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､

一一ミＯｎｌｙｔｈｅＳｕＰｒｅｍｅＣｏｕｒｔｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎｈasoriginaljurisdictioninthe

fbllowingmatters-

（a)MattersarisingOutofbilateraltreatiesconcludedbytheUnion；､名.画〆

（b)OtherdisputesbetweentheUnionGovernmentandtheRegionorState

GovemmentexcepttheConstitutionalproblems；
（c)OtherdisputersamongtheRegions，amongtheState，betweenthe

RegionandtheStateandbetweentheUnionTbrTitoIyandtheRegionor

theStateexceptConstitutionalproblems；

（｡)piracy,offencescommittedatintemationalwateroralrspace,ｏｆｆbnces
committedatgroundorintemationalwateroralrspacebyviolatingthe
intemationallaw；

（e)Casesprescribedunderanylaw；

…．SubjecttoanyprovisionoftheConstitutionoranyotherlaw,theSupremeCourtof
theUnion,hasthejurisdictionon：

ー．（a）Theappealagainstthejudgment,decreeororderpassedbythe

SupremeCourtoftheUnionbyexercisingitsoriginaljurisdiction，
－－＝再

（b)Theappealagainsttllejudgment,decreeororderpassedbytheHigh
CoultoftheRegionortheState

（c)Theappealagainstthejudgment,decreeororderpassedbyother
Courtinaccordwithlaw．

TheSuplremeCourtoftheUnionilasthejurisdictiononrevisioninaccordwithlaw
againstthejudgmentororderpassedbyaCourt．

－６５－



TheSupremeCourtoftheUnionhasthejurisdictiononconfIrmingdeathsentence
andappealagamstthedeathsentence．

ＴｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｒｔｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎ：

(a)HastheJurisdictiononacasetransfbrTedtoitbyitsowndecision．

(b)HastheJurisdictionfbrthetransfbrofacasefTomaCourttoanyotherCourl

ＴｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｒｔｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎ：

(a)Hasthepowertolssuethefbllowingwrits：

（i)WritofHabeasColpus：

（ii)WritofMandamus；

（iii)WritofProhibition

（iv)WritofQuoWaITanto；

（v)WritofCertiorari；

(b)AtthetimeoftheoccurTenceofthefbllowingsituation,therighttoclaimthe
rightscontainedinsection377oftheConstitutionshallnotbesuspendedunless
itisrequiredfbrpublicsecurlty：

（i)intimeofwar；

（ii)intimeoffbreignaggresslon；
（iii)intimeofinsuITectlon；

DutiesandPowersoftheSupremeCourｔｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎ

ＴｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｒｔｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎｉｓｔｈｅsuperIorcourtofrecordand

hassupervlsoIypowersoverallcourtsintheUnionanditsdecisionsare

bindinguponallcourts，

AcasefinallyandconclusivelyadjudicatedbytheSupremeCourt

exercisingitsoriginaIjurisdiction,oracasefmallyandconclusivelyadjudicated
bytheSupremeCourtonthefinalandconclusivedecisionofanycourtmay,on
beingadmittedfbrspecialappealbythespecialBenchinaccordancewiththe

procedures,beheardandadjudicatedagainbytheSpecialAppelIateBench､The
SpecialAppellateBenchwillconsistofatotalof3JusticesincludingtheChief
Justice，OnlywhensubstantiaiquestionarearisenwilltheSupremeCourt
interｆｂｒｅｂｙｗａｙｏｆａｐｐｅａｌｂｙｓｐｅｃｉａｌｌｅａveincriminalandcivilmatters､The

decisionoftheSpecialAppelIateBranchisfinalandconclusive･
TheSupremeCourtoftheUnion：

(a)shallSLlperviseallCourtsintheUnion；

(b)maydirecttoadjudicatetheimportantcasesoftheHighCourtoftheRegion
orState,CourtsofSelfAdministeredDivision,Ｓｅｌｆ‐AdministeredZoneand

DistrictCourtsbyabenchconsistingofmorethanonejudge・
TheSupremeCourtoftheUnionisentitledtosubmitthebillsrelating

tothejudiciarytothePyidaunsuHluttawlnaccordwiththestipulatedmanners．

－６６－



A陣◎耐ｍｅ耐sof:Supreme
CoUrサＳずclff

TheChiefJusticeoftheSupremeCoulrtmay,subjecttosuchrulesand

rest1rictionsasmaybeprescribedbythePyidaungsuHIuttawappomtsomanyand

suchclerksandotherjudicialofficｅｒｓａｓｍａｙｂｅｆｂｕｎｄｎｅｃｅｓｓａｒｙｆｂｒｔｈｅ

administratlonofjusticeandthedueexecutlonofallthepowersandauthorities

grantedtotheSupremeCourtoftheUnion．

Hi9hCoUr↑ｓｏｆ漁ｅＲｅ９剛ｏｒ↑ｈｅ
Ｓす｡淀

Formation

TheHighCourtsoftheRegionortheStateareestablishedunderthe

JUdiciaryLaw,２０１０．

Composition
Fromaminimumof3toamaxlmumof7judgesoftheHighCourtofthe

RegionorStateincludingtheChiefJusticeoftheHighCourtoftheRegionorState

maybeappointedineachHighCourtoftheRegionorState，
ThePresidentshall,ｉｎｃｏ宮ordinationwiththeChiefJusticeoftheUnion，

relevantChiefMinisteroftheRegionorState，appointapersonwhofijfI1sthe

qualifIcationundersection310oftheConstitutionandsection48ofthisLawas
theChiefJusticeoftherelevantRegionorState,withtheapprovaloftheRegionor
StateHIuttaw，

ThePresidentshallappointthepersｏｎｓｉｎｒｅｓｐｅｃｔｏｆｗhomtheChief

MinisteroftheRegionorStateco-ordinateswiththeChiefJusticeoftheUnion，

andwhofhlfillthequaliflcationsundersection310oftheConstitutiｏｎａｎｄｓｅｃｔｉｏｎ

４８ｏｆｔｈｉｓＬａｗａｓｔｈｅＪｕdgesoftheHighCourtoftheRegionorStatewiththe
approvaloftheRegionorStateHluttaw．

－６７－



JUrisdiction

〆〆ごニミーTheHighCourtsoftheRegionorStatehavethefbllowingjurisdictionsinaccord
ﾉ.

ｗｉｔｈlaw：

（a)adjudicatingontheoriginalcase；

ﾐ､－－．f(b)adjudicatingontheappealcase;
、一一（c)adjudicatingontherevisioncase；
（d)adjudicatingonthecasespresclribebyanylaw；

／

TheHighCourtoftheRegionorStatehasthejurisdiction：

(a)toadjudicatedonacasetransfen･edtoitbyitsowndecisionwithinits

jurisdictionoftheRegionorState；

(b)toadjudicateontransferofacasefTomanycourttoanyothercourtwithinits

jurisdictionoftheRegionorState．

◎OriginalCivilJurisdiction-unlimitedpecuniaryjurisdictioninoriginalCivil
Suit．

TheHighCourtoftheRegionorStatemay,mexercisingitsjurisdiction，

adjudicateoncasesbyajudgeorabenchconsistingofmorethanonejudgeas

determinedbytheChiefJusticeoftheRegionorState．

TheDis十ricナCour,ナ，TheCourナofSelf-Adminis十ered

Division；ナheCouIr,ナofSelf-Adminisferedzone

Formation

TheDistrictcourtsofSelfAdministeredDivisionandSelfAdministered-P”

出

畠.－０〆"

Ｚｏｎｅａｌ･eestablislledundertheJudiciaryＬａｗ,２０１０．

Ｃomposition

lneveIyDistrictCourt，aDistrictJudgeisappointedbytheSupreme
CourtoftheUnion・ＪｕｄｇｅｍａｙａｌｓｏｂｅａｐｐｏｉｎｔｅｄｂｙｔｈｅＳｕpremeCourtofthe

UniondependingonthevolumeofworkThoseJudgesareconferredwithjudicial

powersbytheSupremeCourtoftheUnioninacco1rdancewiththeprovisionsof
theCriminalProcedureCodeandCivilProcedureCode．

－６８－
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Jurisdiction
ゅ一・一角～

ＴｈｅDistrictJudgesSeifAdministeredDivisionandSelfAdmillistered〆領一一一､、

、Zoneareconferredwithoriginalcriminaljurisdictionalpowers,criminalappellate

oandrevisionjulrisdictionalpowersaccordingtotheCriminalProcedureCode．
－÷･‐Theyalsoinvestedwithoriginalciviljurisdictionalpowers,civilappellateand
■電一一●.Ｐ

…revisionjurisdictionalpowersaccordingtotheCivilProcedureCode・Ascourtsof
originaljurisdictiontheyhearalnddetermmeserlouscriminalcasesandcivilcases．

(1)DistrictJudge PecuniaryJurisdictiontotryoriginalcivilsuitfora

maximumvalueof500millionKyats

(2)DeputyDistrictJudgePecuniaryJurisdictiontotryoriginalcMIsuitforａ
ｍａｘｉｍｕｍｖａｌｕｅｏｆｌＯＯｍｉｉｌｉｏｎＫｙａｔｓ

TheTownshipCour龍

Formation

TheTownshipcourtsareestablishedundertheJudiciaryLaw,２０１０．

Composition
lneveIyTbwnshipcourtaTownshipJudgeisappointedbytheSupreme

CourtoftheUnion・Additional'IbwnshipJudgesorDeputyJudgesmayalsobe

appointedbytheSupremeCourtdependingonthevolumeofwork､ThoseJudges
areconfbrTedwithjudicialpowersbytheSupremeCourtlnaccordancewiththe
provisionsoftheCriminalProcedureCodeandCivilProcedureCode、
ＡＴｂｗｎｓｈｉｐＪｕｄｇｅｉｓｔｈｅｏｆｆｉｃｅｒｉｎｃｈargeofcourtadministration

matters・ＨｅｏｒｓｈｅａｌＳｏｈａｓｔｈｅｐｏｗｅｒｔｏｄｉｓｔｒｉbuteallcasesreceivedinthe

TbwnshipcourttootherjudgesofTbwnshipcourts，Buteveryjudgehas
independentjurisdictionovercasesassignedtohimorher．

－６９－



JurisdictiOn

TbwnshipcourtsaremainlycourtsoforiginaIjurisdiction・Thejudges

appointedtoaTownshipcourtareTownshipJudges,additionalTownshipJudgesand

DeputyTbwnshipJudges．'IbwnshipJudgesbyvimleoftheirpostsarespecially

empoweredasMagistrateswhocanPasssentencesofuptosevenyears

imprisonmentwhereasanAdditionalTownshipJudge，ifheorsheisespecially
empoweredwithsuchspecialmagisterialpowers，mayawardsentencesnot

exceedingsevenyears、TheremainingDeputyTbwnshipJudgescanlmpose

sentencesaccordingtotheirmagisterialpowers・

Ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｃｉｖｉｌｃａｓｅｓｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅａｍｏｕｎｔｉｎｄｉsputeorvalueofthe

subjectmatterslsnotexceedinglOminionkyatsareadjudicatedinTownshipcourts・

TheyaIsoexerciseJuveniIeJurisdictionspeciallyconfbrTedunderｌ９９３ＣｈｉｌｄＬａｗ．

(1)TownshipJudge PecunIaryJurisdictiontotryorigｉｎａＩｃＭＩｓｕｉｔｆｏｒａ

ｍａｘＩｍｕｍｖａｌｕｅｏｆｔenmiIlionKyats．

(2)AdditionalTownshipJudgePecuniaryJurisdictiontotryoriginalCMIsuitfora

maximumvalueofsevenmiIlionKyats．

(3)DeputyTownshipJudgePecuniaryJurisdictiontotryoriginaIciviIsuitfora

maxImumvalueofthreemiIlionKyats．

OtherCourtsConstimtedtoTrySeParateCaSeS

Separatecourtcanbeestablishedeitherunderspecialprovisionsinany

laworlnrespectofthosecaseswhichoccurllTegularlyinpopulousareas・Separate
courtsspeciallyconstitutedbytheSupremeCourttoachievespeedyandeffbctive

trialundersomespeciallawsinclude:一

口JuvenileCour十ｓ

□Cour十ｓ十ｏナryMunicipcllOffences
□Cour十ｓナｏＴｒｙＴｒ，clfficOffences

－７０－



Juve胸illeCour↑ｓ

TheStateLawandOrderRestorationCouncilenactedtheChildLawof

l993．ＴｈｅＣｈｉｌｄＬａｗ，ｌ９９３ｗａｓａｄｏｐｔｅｄｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｔｈｅｒｉghtsofthechild

envisagedintheUnitedNationsConventionontheRightsoftheChildlnthe
administrationofJusticeintheUnionofMyanmarajuvenileoflbnderisusu2111y

triedsummariIybyabompetentcourtirTespectiveoftheseverityoftheo錠､Ｃｅ・In

ordinaryclrcumstancesthelegislatureintendedthejuvenileoffbndertobepunished

aslenientlyaspｏｓｓｉｂｌｅｓｏｔｈａｔｈｅｏｒｓｈｅｍａｙｂｅａｂｌｅｔoenterthemainstreamoflifb
withaclearconsclence，confident,efficientandwithhighnormal．'Ibachievethat

spirit,juvenileo錠nderscannotbesentencedtodeathortransportationfbrlife,or

whipping・

InaccordwiththeChild'Ｌａｗ,Townshipcourtsareconfbrredwithpowers

totIyjuvenileofIbnces・AseparateJuvenilecourt(Yangon)hasbeenconstitutedto
tryjuvenilｅｃａｓesoccumngat20townshipsinYangonCityDevelopmentArea,A

separateJuvenilecourt（Mandalay）hasbeenconstitutedtotryjuvenilecases

occurTingat5townshipsinMandalayCityDevelopmentAreaApartfTomthat，
JuvenilecourthasbeenestablishedseparatelytownshipwithintheCourtHouse．

CoUrfs施すｒｙＭ岬cipciI
Offe胸ces

７separatecourtshavebeenopenedinYangonafierconsultationwiththe

YangonCityDevelopmentCommltteetotIymunicipalofIbnces、Suchoffbnces

include；violatingprovisionsoftheCityofYangonMlmicipaIAct,Ｒｕles，Ｂｙ－Ｌａｗ，
OrdersandDirectionsstillinfbrcｅａｎｄｔｈｏｓｅｕｎｄｅｒｔｈｅＹａｎｇｏｎＣｉｔｙＤevelopment

LawenactedbytheStateLawandOrderRestorationCouncil,４separatecourtshave

alsobeenestablishedinMandalayafierconsultationwiththeMandalayCity

DevelopmentCommittee,totIymunicipaloffbnces．

－７１－



ＣＯ圏r↑ｓサoTryTrofficOffe風ces
③■一己I

＝一一へ4もざ

Inordertotryoffendersviolatingvehiclerulesandroaddiscipline，７

SeparatedcourtsinYangonCityDevelopmentareaand2separatedcourtsm

MandalayCityDevelopmentarea，exclusivelyfbrthatpurposehavebeen

constitutedinconsultationwiththeTrafficRulesEnfbrcementSupervision
CommIttee．

ＴｈｅＬｅ９ＱＩ’rofess伽

Ｔｈｅｒｅａｒｅ２ｃｌａｓｓｅｓｏｆＬａｗｙｅｒｓｉｎＭｙａnmar、TheyareAdvocatesand

HigherGradePleaders､Advocatedareauthorizedtopractiseinallcourtsincluding
theSupremeCourtandHigherGradePleadersareiicensedtopracticesin
subordinatecourtsonly；ｉ､e，StateandDivisionalcourts，Districtcourts，ａ､。

，Ibwnshipcourts,BothclassesoflawyersarealsoallowedtopractiseillallRevenue

Tribunal，subordinatetotheMinistlyofFinanceandRevenueandotherseparate
courts．

－７２－



Inearlyl997therewereapproximatｅｌｙ６,4001ocalIyqualifledlegalpractitionersm

MyanmarandstillonlyafEwresidentfbreign-quaIifledIawyers・

LegalpractitionersinMyanmararemadeupofMadvocatesI↑andlIpleadersII、Advocatesare
-entitledtoappearbefbreanyCourtortribunalsinMyanmar･However，pleadersareonly
･entitledtoappearbefbrethosecourtsandtribunalfbrwhichtheyarespeciflcallylicensed(ｉｎ
practice,allcourtsexcepttheSupremeCourt.）

Theactivitiesoflegalpractitioners(』.e,advocatesandpIeaders)inMyanmarare

要govemedbythelegaIPractitionersActl879andtheBarCouncilActl926,TheLegaI
PractitionersActismainlyconcemedwiththeentryqualiflcations,practlceanddisciplineof

pleaders,whereastheBarCouncilActcreatestheBarCouncil(mnaIongsimilarlinestoBar

CouncilActcreateSTheBarCouncilregion)，determinesthenecessaryquaIifIcationsof

personswishingtopractIceasadvocatesandisresponsiblefbrtheconductofadvocates･

TheminimumeducationalrequlrementtobecolneanadvocateisaBachelｏｒｏｆＬａｗｓｄｅｇｒｅｅ

（ＬＬ‘B),apostgraduateBachelorofLawdegree(B､L)orapostgraduateRegisterEdLawyer

certificate(R､L)andthreeyearspracticeasapleade館Inordertobecomeapleader(withoutthe

righttobecomeanadvocate),onemustpasstheHigherGradePleaderIsexamination,To

becomeajudiciaIo筋cerorjudgeitisnecessaIytohavecompletedtherequirementsfbr

admiｓｓｉｏｎａｓａｎａｄｖｏｃａｔｅａｎｄｔｏｐａｓｓａｓｐｅcialexaminationheldbythePublicService
Commission，

Alegalpractitionermay，byprivateagreement，ｓｅｔｔＩｅｔｈｅｔｅｒｍｓｏｆｈｉｓ／ｈｅｒ

ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔａｎｄｔｈｅｆＥｅｔｏｂｅｐａｉｄｆｂｒｈｉｓ／ｈｅｒpro企ssionalservlces，andmayinstituteand

maintainlegalproceedingtorecoveranyfEeduetｏｈｉｍ/herLegallpractitionersarenotexempt

fromliabilityinrespectanyfbeIossorinjuTyduetoanynegligenceintheconductofhis/her

profEssionaIdutiesandmaybesuedinrespectofsuch．

JudiciaImo補Cｓ

QAdjudicateastothelaws；

□Adjudicatefairlyandspeedily；

QActastotheprocedure；

□Maintaintheintegrityandreputationofthecourt．

－７３－
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UnderSection319-theConstrictioｎｏｆｔｈｅＲｅｐｕｂＩｉｃｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎｏｆ

Ｍｙａｎｍａｒ２００８

□TheCourts-MartialshallbeconstitutedinaccordwiththeConstitution

andtheotherlawandshalladjudicateDefenceServicespersonnel．

(NootherCourtshalltakecognlzanceofanycasesrelatingwithmilitary
persolmel.）

－７４－



TheCons術U満ｏｎ｡lTribumIof

↑ｈｅＵ閥ion
FormationoftheConStitutionalTribunaIoftheUnion

□Section3ZO-TheConstitutionalTribunaloftheUnionshallbefbImed

withninemembersincludmgtheChairperson．
□Section321-ThePresidentshallsubmitthecandidaturelistoftotalnine

persons，threememberschosenbyhim，threememberschosenbythe

SpeakerofthePyithuHluttawandthreememberschosenbytheSpeaker

oftheAmyothaHluttawぅａｎｄｏｎｅｍｅｍｂｅｒ丘ｏｍａｍｏｎｇｎｍｅｍｅｍｂｅｒｓｔｏ

ｂｅａｓｓｉｇｎｅｄａstheChailpersonoftheConstitutionalTribunalofthe

Union,tothePyidaungsuHluttawfbritsapproval．

FunctionsandDutiesoftheConstitmItionalTribunaloftheUnion

□Section32Z-ThefimctionsandthedutiesoftheConstitutionalTribLmal

oftheUnionareasfbllows：

a）InterPretingtheprovisionsundertheConstitution；

b)VettingwhetherthelawspromulgatedbythePyidaungsuHluttaw〉the

RegionHluttawぅtheStateHluttawortheSelfLAdministeredDivision

LeadingBodyandtheSelfAdministeredZoneLeadingBodyarein

confb]mitywiththeConstitutionornot；

c)VettingwhetherthemeasuresoftheexecutIveauthoritiesoftheUnion，

theRegions，ｔｈｅStates，andtheSelfAdministeredAreasarem

confbnnitywiththeConstitutionornot；

d）DecidingConstitutionaldisputesbetweentheUnionandaRegion，
betweentheUnionandaState,betweenaRegionandaState,among

theRegions,amongtheState,betweenaRegionorastateandaSelfL
AdministeredAreasandamongtheSelfAdministeredAreas．

e)DecidingdisputesarisingoutoftherightsanddutiesoftheUnionand

aRegion，aStateoraSelfAdministeredAreai、implementingthe

UnionLawbyaRegion,StateorSelfAdministeredArea；

OVettinganddecidingmattersintimatedbythePresidentrelatingtothe

UnionTenitoly；

g）FunctionsanddutiesconfbITedbylawsenactedbythePyidaungsu
Hluttaw(ParliamentoftheUnion)．
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ＥｆｆＥｃｔｏｆｔｈｅＲｅｓＯｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅＣｏｎstimtional'ｎ.iｂＩｍａｌｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎ

‐QSection323-InhearingacaseｂｙａＣｏｕｒｔ,iftherearlsesadispute

whethertheprovisionscontainedinanylawcontradictorconfbrmtothe

-Constitution，ａｎｄｉｆｎｏｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎｈａｓｂｅｅｎｍａｄｅｂｙtheConstitutional

一．．’ｍｂｕｎａｌｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎｏｎｔｈｅｓａｉｄdispute，thesaidCourtshallstaythe
trialandsubmititsopiniontotheConstitutionalTribunaloftheUnionin

accordwiththeprescribedproceduresandshallobtamaresolution･In

respectofthesaiddispute,theresolutionoftheConstitutionalTribunalof

theUnionshallbeappliedtoallcases．

QSection324‐TheresolutionoftheConstitutionalTribunaloftheUnion

shallbefinalandconclusive．
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＜閉会の挨拶＞

財団法人国際民商事法センター顧問

加納駿亮

○加納皆さん，大変暑い時期に本当に御熱心な御講演と協議をいただきまして，ありが

とうございました。

タン・ヌエ先生，テイン・ゾウ先生，大変ありがとうございました。初めて本日お会い

しましたけれども，古くからよく知っている方のような気がしてなりません。ミャンマー

の法曹界において，重きをなしておられる両先生方が，私どものために，このような講演

の労をとっていただきました。高い御見識と，それから我が国に対する思いといいますか，

そういう愛情を感じられる大変いいお話だったと思います。両先生方の暖かい眼差しが，

この会議，講演の雰囲気を非常にやわらかく，感じのいいものにしていたと思います。

今，世界の目がミャンマーに注がれております。もちろん，我が国だけでなくて，いろ

んな国がミャンマーに投資，その他で関心を示しておるということは皆さんも御承知でし

ょうし，世界の潮流であると思います。ただ，その場合に，やはり法的な安定‘性というも

のが大変大事なことだというふうに思います。もちろん，我が国はミャンマーの国とは古

いお付き合いがあり，また歴史があり，人との交流もございました。そういう中で，これ

から投資の案件，あるいはミャンマーのお国の開発に役立つようないろんなプロジェクト

が出てくるだろうと思います。その場合にも，ただ一時的な世界の流れ，流行といいます

か，そういうものに流されることなく，地道で，そして本当にミャンマーのお国のために

ある，それがまた日本の力，あるいは日本のためにもなってくると，このような互恵の精

神に立って，末永く，息長く，このようなプロジェクト，会合が続くことを念じておりま

す。

本日は研究者の先生方，また様々な活動を東南アジアにおいてなさっている先生方から，

いろんな御助言を頂いて，また貴重な御意見を頂きました。私はそういう意味で，大変有

意義で，いい講演会になったなというふうに思っております。本会が日本での第１回の講

演会，また来週には東京で２回目の講演会が開かれると，聞いております。そういう意味

で，大変時を得た，まさに今，本当にいいお話だったなと思います。

２人の先生方のおかげで，何か本当にミャンマーって素晴らしいなと，これからミャン

マーの方ともっともっと仲良くして，そしてこの友好関係を発展させていきたい，こんな

ふうに心から思わせるようなお話でございました。お２人の先生方，本当にありがとうご

ざいました。

また本日，このような暑い中，すばらしい会議を設定し，そして御支援をしていただい

た多くの皆さん方に心から感謝を申し上げます。本日はありがとうございました。
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＜開会の挨拶＞

法務省法務総合研究所

国際協力部長

野口元郎

○野口皆さま，本日は暑い中お集まりいただきまして，まことにありがとうございます。

御案内のとおり，昨年の民政移管以来ミャンマーにおきましては，民主化経済改革それ

から大規模なインフラ整備などが着々と計画されておりまして，日本政府といたしまして

も官民一体となってこれを支援し，協力していく予定であります。

先般，内閣府におきましても，関係官庁が集まってタスクフォースを立ち上げたところ

でございます。その中で，日本企業の方々が現地に進出して企業活動をされたりする場合

に最も重要な要素であります法制度の面につきまして，本日は最新の状況を御紹介いただ

くためにミャンマーから法曹界の非常に経験豊かなお二方をお招きしております。

法制度自体が今変わりつつある中で，我々外国人がどのようにしてその最新の情報にア

クセスし，正確な理解を保ちながら企業活動ができるかといったあたりにつきまして，お

こ方からお話があると思います。また，質疑の時間も設けておりますので，御遠慮なく御

質問，御発言ください。

本日は，法務省法務総合研究所，それから財団法人国際民商事法センターの共催という

形でやらせていただきまして，また，財務省の財務総合政策研究所からも後援をいただい

ております。また，日ごろ我々 の活動に御支援，御助言いただいております皆さま方にも，

この機会をかりまして改めて御礼申し上げます。本日はありがとうございます。

○司会続きまして，私のほうから講演者２名の略歴について簡単に御紹介させていただ

きます。

まず，最初に発表いただくタン・ヌエさんです。タン・ヌエさんは，ミャンマーを代表

する国立大学でありますヤンゴン大学においてかつて法学部長を務められ，現在はヤンゴ

ン大学博士課程の教授。監督を担当されております。また，法学部長をリタイアされた現

在でも，毎週月曜日から金曜日の午前７時から午前９時まで，法律実務家や国家公務員等

を対象にしたビジネスローに関する講義を担当されております。法学部長時代には，ヤン

ゴン大学内の学生寮で寮母さんを務められておりまして，そのこともあって「ミャンマー

法律界の母」と呼ばれております。ミャンマー人権ワークショップの委員も務められてお

り，まさにミャンマー法律界を代表する重鎮の方であります。

続きまして，テイン・ゾウさんです。テイン・ゾウさんは，本国において約３７年間にわ
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たって裁判官を務められ，最高裁判所研究国際関係部長として知的財産権などの分野に関

して現地法律家に講義を行っていたほか，同分野に関する国際セミナーなどに最高裁判所

を代表して多数参加された経歴を有しております。また，本国では，実務家向けの刑事訴

訟法や民事訴訟法の教科書も３０冊以上執筆されております。その教科書は現地法律家全員

が参照しているものであり，まさに彼は「ミャンマー法律界の父」ということになります。

現在は，弁護士として企業へのリーガルアドバイスなどに従事しながら，ヤンゴン市内の

オフィスでは若手弁護士や裁判官を対象にして無償で勉強会を開催するなどミャンマー若

手法曹の育成にも尽力されており，大変人望の厚い方です。

今回，私たちといたしましては，２人をお呼びできたことを大変うれしく，また心強く

思っております。

それでは，前置きはこのぐらいにいたしまして，早速タン・ヌエさんからプレゼンテー

ションをいただきたいと思います。

溌灘蕊灘灘溌灘蕊灘蕊

蕊蕊蕊溌鶴繕

驚
砿
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＜講演Ｉ＞

|ミャンマーでのビジネス展開に関する法的枠組み」

元ヤンゴン大学法学部長・弁護士

Ｍｓ，ＴｈａｎＮｗｅ（タン・ヌエ）

○タン・ヌエ皆さん，こんにちは。本日は，このような講演会でお話できますことを大

変光栄に存じます。

きようの演題は，「ミャンマーでのビジネス展開に関する法的枠組み」です。組織化して

くださいました法務省に対して，心から御礼申し上げたいと思います。と申しますのも，

私どもは皆さんの手助けが必要なのです。そして，そのためにも，現在のミャンマーでの

ビジネス展開に関する法的枠組みを知っていただくことが肝要ではないかと思い，お引き

受けいたしました。

さて，この法的枠組みですが，これは古代から続きました古い制度にのっとっておりま

す。皆さん，１７の原則をご存じだと思いますが，こういう規範というようなものはこの原

則からそれほど変わってはいません。それと同時に，平和的な紛争の解決が目指されてい

るわけですが，法制度は'慣習法に根差したものです。イギリスのコモンローを基本とした

制度をとっていましたが，それ以外にミャンマー慣習法というものがあります。また英国

政府の制定法なども導入しています。そしてインド法令，これはイギリスの植民地時代に

作られたものですが，それを受け継いでいるところがあります。そして，もちろんそれに

のっとる形で，いろいろな規則であるとか規制というものを定めています。そしてまた，

判例法もあります。これは，過去の判例に基づいたもので，独立後に作られました。私た

ちは，この判例法を私たちのシステムの一環として現在も使用しています。さらに，条約

なども使用しています。また，国際条約，国際協定は，ドクトリンとして使われておりま

す。ここで強調したいのは，ミャンマーが，多くの意味で国際条約に参加しているという

立場を堅持しているということです。

そして，ミャンマーの法律は，これは，イギリス植民地のころから，今日まで，既存の

法律を堅持しながら維持されています。独立後は，ミャンマー語に翻訳して使用していま

すが，その多くのものが，英語から翻訳されたものです。１９６２年から１９８８年にかけては

英語で書かれたものはほとんど発表されておりません。しかしながら，１９８８年から２０１１

年にかけて，私たちは，それぞれの法律の英訳を行いました。この時期は，とても重要で

あると思います。と申しますのも，政府が我々の経済を世界に開こうとしたからです。そ

ういうふうなこともありまして，法律もやはり英訳をするということが重要ではないか，

それは民間の企業を育成するために必要ではないかというふうに考えたわけです。1988年
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からそういうようなことが行われましたので，現在の法律はかなりのものが英訳されてい

ます。独立して以降，1962年まで経済が発達しましたが，1962年から現在に至るまで，経

済は不振が続いています。それは社会経済体制に変わったからです。そして，１９６２年に社

会的な経済体制ができ，１９７４年には憲法が制定されました。この１９６２年から１９７４年，そ

して１９７４年から１９８８年にかけては，ビジネス法のようなものは，ほとんどつくられませ

んでした。なぜならば，社会経済的な体制だったからです。しかし，１９８８年に経済的な大

きな変化がありました。ということで，これまでの英国法を補完するような重要な法律が

作られるようになっていったわけです。

現在の状況ですが，幾つかの法律が制定されています。議会で１５の法律が可決しており

ます。そして，これは現在にとても必要な法律ということでして，例えば，労働争議法や，

労働組織法が含まれるわけです。また，歳入改正法，税法改正法が作られました。民主政

府が発足してから，こういうようなものがとても重要になってきたと思います。また，現

在も，今年の７月から新たなる法案の検討が国会で行われています。そして，今盛んに国

会で議論がされており，その議論の展開は，新聞で発表され，また国民にも知られるよう

になっています。

最初のステップは，１９８８年の外国投資法で，これは今もあります。この後に，新しい法

律ができるまでは，これが生きています。そして，恐らく現在の国会の期間中に新しい外

国投資法が成立するのではないかと思っていますが，それは確信ではありません。ほとん

ど確実ではないかというふうに思っていますが，まだ審議は続いています。

現在の投資法というのは，国営企業法と組み合わされて使われています。そして，国民

投資法があります。これは外国投資法にのっとった形で制定されているわけですが，現在

の状況では，外国の投資家を受け入れるための体制はできていると思います。また，金融

機関法ができました。１９８８年以降にできたものです。もちろん，このような法律は，例え

ば，外国為替取引など，余りスムーズにいくような体制になっていなかったこともあり，

政府が外国通貨法を導入したわけでます。１９８８年の外国投資法によると，外国投資がその

焦点だったのですが，１９９２年にいわゆる投資法に変わりました。つまり１９８８年にミャン

マー投資法ができたわけですが，これは今も生きています。そしてそこでは，外国の投資

家に対し，３年間続けてタックスホリデーや，税の減免が認められるというような優遇政

策が盛り込まれています。そしてまた，国有にはしないという保障もついています。そし

て，投資に関しては，各セクターに制定法ができています。例えば，そのうちの一つが国

有企業法ですが，我々 の国においては，非常に天然資源が豊かであるという事情がありま

す。ですから，森林法や，ミャンマー中央銀行法，また農業村落開発銀行法，貯蓄銀行法，

そしてミャンマー保険法というものが次々とできていったわけです。また鉱物資源も豊か

ですので,鉱山法や，あるいは宝石法,真珠法というものが示されています。１９９０年には，

商業税法ができました。また１９９２年には協同組合法というものができました。それまでの

ところ，協同組合というのは余り成績を上げていなかったというような事情がありました。
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それ以外に弁護士法というものもできています。そうすることで，例えばＣＰＡのような公

認会計士ができるようになったわけです。これはミャンマー会計評議会法によるものであ

ります。また，商業税法であるとか，ビジネスに関する法律として作られています。また，

ミャンマー特別経済区域法というのが2011年にできました。このミャンマー特別経済区域

法の一環として，例えば深水港というようなものが，ミャンマーの南部で作られるように

なりました。そういうところが特別経済特区になって，このような深水港をつくった場合

に，特典が適用されるようになっています。そして，恐らくそのような港湾ができれば，

他の国との交流が，更に振興されるであろうというふうに考えられたからです。そうする

ことで私どもは，更に多くのサービスを提供でき，また，複合一貫輸送体制なども確立で

きるであろうというふうに思ったわけです。

特に，1989年の国営企業法は，外国の投資家の関心の的になるかと思いますが，これが

公布されたことにより，１２の経済活動が国有で行われるという原則が打ち出されました。

その１２の経済活動は，例えば国内外でのチーク材の伐採及び販売などが含まれています。

しかしながら，一つ例外があります。これは重要なことですが，外国の投資家にもチャン

スを与えようということです。つまり，国家がそれを必要であると認めた場合には，この

１２の経済活動に対する参入も許す可能I性があるということです｡外国の企業が,あるいは，

他の組織とパートナーを組んで，国の許可のもと，実施することができるようになってい

ます。１９１４年に会社法ができたのですが，その１４年のさまざまな規則というのが，現在

も生きています。それから，合弁事業をしたいというような場合には，国有企業法の第４

条が適用になります。

次に，銀行法というのがありますが，重要なことはこういうことです。我々の通貨は「チ

ャット」です。公式な為替レートは対米ドル，１米ドル当たり６．５８チャットということに

なっていますが，しかしながら現在は，政府が市場の変動に対応しようと，それを８００か

ら９００チャットに定めています。そして私ども，こういうことを実施するために，ＦＥＣの

システムを導入したわけですが，これを廃止し，直接的に，外国通貨が使えるようにした

いと，考えておりました。ということで,今政府はＩＭＦやその他の国際金融機関と交渉し，

その通貨システムの開発を検討しているところです。現在はＦＥＣ，外国為替証書が使われ

ていますが，その他の外国投資家の利益に資そうというふうに考えているわけです。銀行

口座というのは，現在のところ外国通貨としては，ドルだけではなく，ユーロであるとか

も，認められています。そして，将来的には，他の通貨もここに加わると考えられるわけ

ですが，このような通貨制度が，現在は採られているわけです。ミャンマーの銀行といた

しましては，、唾ＴＢとＭｙＣＢが，これに参入していますが，それ以外にも，四つの銀行も

参入が許されています。ただし，それはASEANの諸国においてのみです。

次に税法ですが，１９２９年に所得税法というのができました。これは，今はありません。

現在使われているものは,１９７４年の所得税法です｡この法律は,１９７６年に改正されました。

これは，社会主義経済に合わせて改正されたわけです。そのときには，もちろん民間企業
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はありませんでした。この法律は，その当時だけに適用可能なものであるわけですが，し

かしながら，なぜか1976年の利益法は，その後も続きました。

それから関税法でありますが，例えば，皆さんが物品を輸出する場合は，この関税法が

とても重要になってくると思います。

それから，ミャンマー印紙法というのがありますが，企業の登録などの際，印紙等に適

用されます。

それからもう一つ，ここにリストがあります。こういった税金には，1974年の所得税法

が適用されます。これが唯一，所得税法となります。国営企業，協同組合，外国人，外国

機関や，給与所得や会社，非居住外国人等々が，ここに書いてあります。これが，いずれ

も所得税法の適用される対象となります。しかしながら，当面，１９８８年以降，この税金は，

外国企業に対して適用されるということです。居住者であったならば，外国人居住者ない

しは非居住者という二つの分類があります。例えば，年間１８５日間以上ミャンマーにいた

なら，この方は居住者ということになり，非居住者とは，ミャンマーに長く滞在しない，

しかし，時としてミャンマーに来て事業をするというような人たちです。外国投資法のも

と登録すると，３０％が適用されます。この３０％というのが，定住，居住の企業，ないし個

人です。

それから商業税法でありますけれども，これはミャンマーの中で製造され，売買された

物品に対して課す税金に関する法律です｡私たちは,売上税というものは今現在ありません。

それから関税法は，これは輸出入に伴うものです。そしてまた，海上関税法もあわせて

適用されます。

皆さんにお伝えしたいことは，私たちは，二重課税防止協定というものを持っており，イ

ギリス，インドと古くから実施しています。そして，最近はシンガポールと結んでいます。

それ以外については余り知りませんが，こういった二重課税防止協定が結ばれれば，皆さ

んにお伝えしていきたいと思っています。

さて，この後の労働法，輸出法などに関しては，ペーパーにありますが，その中で少し

知的財産権の話をしたいと思っています。これこそが皆さんの参考になると思います。こ

れは，外国人投資家の権利です。皆さま方は，みずからの権利保護を求められると思いま

すので，このIＰＲについて少しお話をしたいと思います。

これは，ミャンマーの文化を象徴するものです。私たちの伝統的な文化，知識をあらわ

すものです。そして，こちらが私たちの商標です。これは，帽子をいっています。男性が，

例えば弁護士の法廷に立つときや，政府の高官など，男'性は，こういった帽子をかぶりま

す。

こういった表記もあります。これは文字ですが，これらの文字も特別なものです。これ

は，それぞれミャンマーのアイデンティティーとみなされています。ＫＢＺは，Kanbawza

Bank（カンバウザバンク）という有名な銀行です。それからまた，ほかの文字，表記です

が，これは航空会社MAI，それからIBM，これはコンピューター，教育を扱っている会社
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です。下のほうにある，５５５と書いてある，こういった表記もあります。こういったロ

ゴのようなものが使用される場合，ミャンマーの言葉，これはチンモアという新聞社のロ

ゴです。

さて，ここで，ミャンマーにおける知財権に対する責任を少し説明したいと思います。

私たちは，ＷＩＰＯ（WbrldlnteⅡectualPropertyOrganization）に１９９７年から加盟してお

ります。そしてまたＷＴＯには９５年から加盟しています。私たちは，ＷＴＯの加盟国です

ので，そういった立場から，TRIＰＳの規則が適用されます。これは，国際的には，私たち

は，TRIＰＳ協定に従う義務があり，法律のもとで知財権を保護する責任を持っています。

これが国際的なコミットメントです｡ＡＳＥＡＮ諸国の間では，９カ国がこのＷＴＯに加盟を

しています。そして，TRIＰＳ協定は，ＡＳＥＡＮ諸国にとっての義務となっています。

さて，我々の憲法の中では，このように書かれています。これは，皆さんの権利という

ことでありますが，少なくとも市民の権利ですね，知財権に関する権利，これが一つの権

利として明記されています。これは憲法に，市民の基本的権利というチャプターの中に書

かれています。憲法によりますと，最近，法律の制度が変わりつつあります。例えば州や，

管区の立法府があります。こういった，地方の立法府が法律を制定することは可能になっ

ていますが，あくまでもこのＩＰＲ，知財権は，国会のみが法を制定することができます。

またさらに，この憲法においては，公平な競争や，差別をしてはならないといったような，

基本的な原則が謡われています。しかしながら，公正な競争法などといったようなものは

ありません。これは，私たちの契約法へと改良していかなくてはなりません。そして，市

民の基本的権利の中には知財権保護があり，国は，憲法に基づいて，こういった権利が付

与されるべきであると思っています。現在のところ，知財権に関する国家登録法が知財権

を保護することになっておりますので，他人の知財権を侵害した場合，刑事法の対象にな

る，ないしは民事手続をとって賠償請求をすることも可能です。

私たちは，商標登記法というものがあります。ミャンマーには，登録法が一つしかなく，

この法律で土地登記，企業，知財権の登録など，全ての登録をカバーしています。

私たちはまた，特定救済法というのがあります。つまり知財権を特定救済法のもとに請

求することができます。また海上通関法では，輸入できない商品に関する没収について定

めています。

また，特許意匠法というのはもはや無効となっています。

ここに書かれているIＰＲに関する法律は，いくつかの条項でIＰＲを保護する規定を含ん

でいます。例えば民間産業法，科学技術開発法，ミャンマーコンピューター科学開発，な

いしはテレビ・ビデオ，また映画法等々というものがあります。

したがって，まだ包括的な知財保護法というのはないですが，今のところは関連法の条

項で扱っています。例えば，商標法，海上関税法，登録管理法，マネーロンダリング法が

ありますが，マネーロンダリング法は２００２年に公布され，それに違反すると政府により１

－２年の処罰を受けます。さらに，商標，著作権法違反も資金洗浄犯罪に分類され，厳しく
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罰せられ，違反した商品は没収され，破壊されます。また，電子取引法，テレビ・ビデオ

法，商標法，特別救済法でも知財権の違反に関する処罰について定めています。知財権に

関する法律は2007年に既に法案を起草し，何度も検討されましたが，ミャンマーはまだ発

展途上ですので，７年間その検討を延長することにしました。しかし，２０１３年には，こ

のような著作権や商標，知財に関する法律は，法制化されなければいけないということに

なっています。したがって，間もなく法制化されるのではないかと思っています。

一つ皆さんに差し上げたいメッセージがあります。これは，知財権に対する違反を扱う

管轄裁判所です。知財権に対する違反を訴えることができます。実際に損害が起こったこ

とを訴えることができます。もちろん，今のところは，包括的な保護法はないですが，こ

れまでの規範や，システム，英国のコモンローなどをベースにし，原則として，知財権を

保護します。民事的な救済，処罰が定められていますので，そのいずれかを選ぶことがで

きます。ただしその場合には，民事の救済を求めるために，差止め，あるいは禁止命令を

求めることができますが，その場合には，実際に知財の所有者であるということを証拠で

示さなければなりません。そしてある一定の期間，差止めを求め，それでも是正されない

ような場合には訴えることができます。そういうような取決めが行われています。

それから，このトレードマークのケースは，１９３９年からそのような係争が行われていま

す。イギリスのコモンローは，先例拘束性の原則（ドクトリン・オブ・プレスデント）と

いうものを採用しています。それもミャンマーの裁判所が適用しているのですが，古いイ

ギリスの判例が適用されています。登録局というものがなかったとしても，こういう知的

財産を統括するようなオフィスはないのですが，しかしながら，証拠があればそれをベー

スに検討することになっています。例えば，証言や，実際に，物品が不正に使われている

というような場合，しかるべき処罰ができるようになっています。そして，その場合には

関係法を適用し，証拠に基づいて，処置ができるようになっています。

そして，現在のミャンマーにおける知財権の保護は，私たちは，もちろん新しい法律が

できれば新たなる取組みができると思いますし，そしてまたその場合には恐らく商標局と

いうものができると思います。また審査も行われると思います。そして登録もできるよう

になり，それは我々にとりましても，一つのチャレンジだと思います。しかしながら，こ

の分野においては整えなければいけないメカニズムがたくさんあります。

これは，１９３９年侵害訴訟の判例のケースです。ある酒の会社と，医薬品会社が同じよう

なロゴを使っていたという事件です。製品が全然違いましたので，これを使い続けてもい

いという結果が出ました。しかし，最近，またそういう事件が起こりました。ジョニー。

ウオーカーのケースです。ほかにもあります。こういうようなケースもまた，これまでの

原則にのっとって処理されています。つまり，かつてと原則は変わっていないということ

です。証拠を使うということ，そしてもし製品が全く違うというような場合には，そのロ

ゴを使ってもいいというような立場をとっているわけです。しかし，最近は多くの知財法

というものがいろんなシステムで改正されておりますので，現在のケースを新しい状況で
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判断していかなければなりません。このケースは，クロコダイル社がトレードマークの使

用を停止しなければいけなくなりました。刑法あるいは民事的な扱いになるわけですが，

特別なＩＰＲ法はなくとも，その知財権を守るための仕組みはミャンマーにはあるというこ

とです。そして，著作権法も，著作権の保護を同じように扱われています。これは最近の

ケースで，１９９９年です。

では，続きましてまとめに入っていきたいと思います。幾つかの労働法が存在します。

かなり古いものもありますが，ＩＬＯ条約にのっとったものとなっています。私たちは，ＩＬＯ

条約を1920年以降採用しています。それからまた新たに制定された，紛争解決といったも

のを通しています。それから私たちは，輸送というのが大変重要です。私たちは，ハーグ

の規則を使っています。海上輸送において使っています。それから，空輸はシカゴ条約も

適用しています。しかしながら，議定書を批准していません。ですから，私たちは今現在，

まだ複合一貫輸送というのはありません。しかしながら，ASEANの各国との複合一貫輸送

協定，これは結んでいます。また，申し上げたとおり，深水港，インド，中国など，内陸

を通じて輸送することができます。そして，海に到達するといったような場合には，こう

いった国際法が適用されます。

会社法は，１９１４年から制定されています。最近は，ほとんどの企業は民間の有限会社で

す。それ以外のものは非常に限られていますが，しかしパートナーシップは認められてい

ます。パートナーシップ法というのがあります。パートナーシップの協定に基づいてパー

トナーシップを結ぶというものです｡連帯責任を問うという，そういった規定があります。

また仲裁法，これは1944年のものです。私たちは１９２３年のこの条約のみを批准してい

ます。私たちは１９５８年の条約は批准していません。ですから，これは批准しなくてはなり

ません。現状はそういったことであります。

それから土地法は，申し上げたとおり，土地は国有ですので，ほとんどの場合はリース

されます。企業は，こういった賃貸・賃借による土地使用権を取得しています。

結論ですが，私たちの法律は，できてはいますが，不足している部分も多いと思います。

重要な法律がありません。例えば競争法，知財権法，またＰＬ法などが欠落していますし，

そして，ここにある契約法は，1872年のものであり，もっと新しい，修正されたものが必

要です。それから，公正競争法，また会社法も修正が必要です。今は企業の責任を問うた

めのそういった条項がありませんので，こういったものを導入しなくてはなりません。契

約法，これは英国の原則を採用しています。また競争法なども存在しませんし，まだまだ

必要なものがあります。ほかの国々との経済関係が，近い将来さらに発展すると思います。

貿易政策の自由化によって，またそれ以外の法律によって発展することを期待しています。

○司会予定されたプログラムはこれで終了いたしましたが，タン・ヌエさんが特別に，

ここ最近現地で成立した法律についてまとめてくださっていますので，それも参考にご紹
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介させていただきます。

なお，今から画面に映し出しますものは皆さまのお手元には配布されておりません。た

だ，後ほど，お配りしている小さい厚紙のほうのパンフレットの裏側に記載されておりま

すICCLC，財団法人国際民商事法センターにお問い合わせいただけましたら資料を差し上

げますので，よろしくお願いいたします。

○タン・ヌエ時間をオーバーしましたが，これが，現在ある法律ということです。ミャ

ンマーでビジネスをするための関連法ということになります。これは主に外国投資法，そ

れから国民投資法，それから国営企業法に基づいたものですが，これが，ミャンマーでビ

ジネスをする場合の必要条件を満たしております。いわゆる営業権を得る，あるいは何か

貨物を輸入する，あるいはミャンマーで起業する，そういった場合には皿Ｃ法というのが

あります。それには二つの方法があるのですが，一つはMIC，ミャンマー投資委員会に申

請するということ，それからもう一つは投資・企業管理局から営業許可を得るということ

です。そういった場合には，サービスをするのであれば，５０万ドルが必要であると規定が

なされています。そして，会社を興すというような場合には，会社法にのっとった設立を

しなければならないということが定められています。ビジネスの組織化であるとか，これ

が法律の一部ですが，パートナーシップ法や，民間企業法，あるいは電子取引法とういう

ような法律ができています。こういう法律は皆さんがビジネス組織を立ち上げたいという

場合には考えなければいけないことであります。もちろん，組織として，個人事業主とし

て，あるいは，合弁事業を立ち上げる，あるいは支店を開設するというようなものも，こ

ういう法律が適用されることになっています。これは金融機関に関するもの，それから保

険や，それ以外に，中央銀行法なども適用されます。

こういった法律，余り制定はされておりませんが，私たちは，当局にコンタクトを取り，

そして許可を得る，ないしは登録をするということ，これは最近，より簡単になったと思

います。貿易省がそういった簡素化を図っております。そして，１ヶ所ですべて登録がで

きるようにしようとしています。ですので，水曜日に申請書を出せば,金曜日に検討して，

翌週にはその結果が出，通達が来るということで，そういった取組みになっています。早

くそういった手続をしようというのが国の方針です。

それから仲裁に関して，1944年の仲裁法があります。また，先ほど申し上げたとおりで

すが，私たちは現在，他の国が使っているものは認めていません。ですから，独自の，１９４４

年の仲裁法を使っています。私たちは，ＩＣＣのメンバー，例えば国際仲裁の規制，ルール

を適用するということを検討しています。その他いろいろ法律，輸送，また労働法などで

す。

労働法は，申し上げたとおり，１９６４年の法律は既に廃止されています。というのは，こ

れは社会主義経済体制を対象にしたものでます。ただ，雇用訓練，また雇用制限，この工

場法というのが大事なのですが，工場を設立するにはこの法律にのっとっていなくてはな
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りません。環境保護ですとか，また女性に関する条項などがあります。またさらには労働

者の年齢などに関しての規定もあります。この工場法というのは，特にミャンマーで工場

を設けたいと考えた場合には重要です。御存知のとおりミャンマーは，労働市場が非常に

安く，人材も豊富であります。しかしながらスキル，テクノロジー，技術が必要でありま

す。ですので，彼らの訓練をしなくてはなりません。それからまた最低賃金，これも既に

規定されています。これは法案レベルでありますが，新聞で報道されています。最低賃金

法というのが今審議されています。

また社会保障法，１９９４年のものがあります。いい法律ではありますが，非常に限られたも

のです。単に職場における労働者だけが対象になっていますので，その他の人たち，例え

ば事務職の人たちなどは含まれていません。ですから，この法律は新しい法律が今準備さ

れています。社会保障に関する新しい法律を今策定しています。古いものは，工場などの

労働者のみが対象になっています。また，現金給付，医療などといった限られたものしか

ありません。その他の社会保障，社会的支援は提供されません。例えば医療は，児童ない

しは保護者のためのものはありません。我々としては，ぜひとも，より広い範囲，より広

い対象，より包括的な法律をぜひ制定したいと思っております。店舗設立法では，１３歳未

満の子どもは雇ってはいけないと定めていますが，工場や事務所などでは１８歳未満の就労

が禁止されています。それからまた，労働紛争法は，２０１２年の労働争議解決法にとってか

わられました｡また組合法,これも修正されています｡ですから,WbrkersOrganizationAct

（ワーカーズ・オーガナイゼーション・アクト）という労働者の組織化の法律ができてい

ます。ここにあるものが労働関連になります。それからまたビジネスの取引，海産物や，

鉱山などがあり，そういったものを対象に特別な法律が設けられています。また石油や，

鉱山法などがあります。

最近制定された法律，国会が制定したものです。最初の三つ，これは税法に関するもの

です。これは税率を変えるなどといった細かい修正であり，大幅な変更ではありません。

それからまた，その他，例えば行政や，政治に関するもの，ビジネスに関するものは労働

が中心です。それからもう一つ，マイクロファイナンス，また登録法ですが，申し上げた

とおり，私立の学校は，この新しい法律ができるまでありませんでした。最近は私立学校

法というのができました。外国の学校がどんどんミャンマーに進出しています。ビジネス

の教育のための学校であります。私たちは，今現在私立の大学法を策定中です。この私立

大学法が実現したならば，私立の大学をミャンマーで設立することが可能になります。い

ろいろな方法が考えられます。最近，ミャンマーの人たちは，外国語に大変関心を持って

います。ですが，例えば中国語の学校は随分あるものの，日本語は少ないと思います。た

だ知識層，例えば先生といったような人たち，企業で働くような人たち，彼らは日本語に

大変関心を持つようになっています。私たちは，外国語の機関に行きますが，ミャンマー

の中には日本語学校はありませんので，ぜひ皆さん，民間セクターでそういったものをさ

れたいというのであれば，検討していただければと思います。
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また，土地法は，これは農地などに関してはあるのですが，ただ私たちの経験から，土

地利用は余り最近変わってきているとは思いません。ただ一つ，かつて外国の投資家は，

土地を国からリースすることができました。しかし，最近は，民間ないしは個人から借り

ることができます。ただ，毎年更新をするといった制約はあります。いずれにしても，個

人から借りるということが最近可能になったということをお伝えしておきたいと思います。

以上です。ありがとうございました。

－９２－



＜講演Ｉ質疑応答＞

○司会

それでは，ここから質疑応答に移ります。質問のある方は挙手いただき，最初に所属と

お名前をおつしやってからご発言ください。私の方で指名させていただきます。もちろん

英語でも構いません。

○質問者１すばらしいプレゼンテーションをありがとうございました。

私の方から，いわゆる契約法について，１８７２年のものですが，それから独立前の制定法

もあるというふうにおっしゃったんですけれども，コモンローに基づきますと，イギリス

本国の先例というのがこちらの方の先例にもなるというふうに考えられるんですけれども，

そうですか。

二つめの質問は，近代化する必要性を感じませんか，この契約法の。もしそうであるな

らば，どういうような方向性をとられるのですか。

○タン・ヌエこれはもちろん英国でつくられたものであります。そして，イギリスの判

例に基づいてもちろんそれを考慮するわけなのですが，我々自身の判例というものを使い

ます。しかしながら，ＥＵで問題があるというような場合には，もちろんＥＵ法を尊重いた

します。と申しますのは，外国との契約でありますので。これは私個人の考え方なのです

けれども，というのは私たちがＥＵと取引をしているような場合にはＥＵ法を尊重しなけ

ればなりません。つまりＥＵのケースがあるのであれば，それを考慮しなければいけない

わけです。ですから，契約に何が書かれているのかということによって変わってきます。

インテンションクローズというようなものが大事なわけです。ですから，それに合わせた

解釈をするということになります。もちろんこれは英国のシステムなのですけれども，法

律そのもの，これはＥＵの法律として選ばれるということになると思いますね。

それから２番目のご質問ですが，契約法のこれからの改正とかそういう方向性について

は，まだ私は何も考えておりません。

○質問者２プレゼンテーションをありがとうございました。

私の関心は労働法です。去年成立しましたLaborOrganizationAct（レイバー・オーガ

ナイゼーション・アクト）について質問させてください。

この法律で労働組合の登録を強制することになっておりますよね。コンパラスレジスト

レーションシステムが採り入れられております。それで，ミャンマーの民主化のためには，

これまで地下組織でありましたFTUB(FederationofnadeUnionsofBurma)が登録をさ

れる必要があるかと,思っているのですけれども，それについてどのようにお考えでしょう

か。
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○タン･ヌエおつしやるとおりだと思います。私たちには，新しい法律ができました。

そして，組合の場合には登録をしなくてはなりません。まだ細かいルール，規制に関して

は出てきておりませんけれども，紛争解決法，労働に関するもの，その中には組合員がそ

の当事者として加わることになります。

その登録に関してでしょうか。私の意見を申し上げればよろしいですか。

この労働組織化法のもとでは組合は登録をしなくてはなりませんが，それほど難しいこ

とではないと思います。

○質問者３素晴らしいプレゼンテーションをありがとうございます。私は，Japan

FederationofBarAssociatiｏｎから参っております｡それからグローバルな法律事務所にも

かかわっております。

いわゆる仲裁に関する裁判所の姿勢はどうなっているのでしょうか。法律があるという

ふうにおつしやいました。国際法というものがあって，それに参加をし，外国との仲裁を

それに合わせて扱っているというのは分かるのですが，実際問題はどうなのですか。ミャ

ンマーの裁判官は外国の管轄権の中にある仲裁というようなものを理解しているのでしょ

うか。それとも実際には，外国からの仲裁の訴え等に関しては無関心なのでしょうか。

それから，アジアにおきましても仲裁が非常に一般的に行われているわけなのですけれ

ども，多くの仲裁機関というものがシンガポール，香港，そして日本にもあるわけです。

ですから，傾向としてミャンマーに何かあるのでしょうか。最も望ましい仲裁の場所とい

うのがあるのでしょうか。例えばシンガポールとか日本とか香港とか，あるいは仲裁とい

うのは一般的な原則で扱われているのでしょうか。

○タン・ヌエ現在のところ，あなたがおつしやったように私どもは，このニューヨーク

条約に参加しておりません。したがって，ミャンマーの裁判所はその法律には縛られてお

りません。

そして，外国の仲裁法ということなのですけれども，仲裁条約というものの縛りは受け

ておりません。ケース．パイ・ケースだと思います。委員会あるいは裁判所というのは，

もちろん外国での裁定については知識を持っていると思います。しかし，これまでの例を

考えますと，我々の裁定がシンガポールでは適用されないということもあることは，承知

しています。シンガポールの裁判所が，シンガポールにおける会社の仲裁をうまく扱って

いないというようなこともあるというのが我々の理解であります。そして現在の，仲裁，

裁判所というのは強力なものはありません。しかしながらシステムはあります。ＦＣＣＩとい

うのがありますけれども，いわゆる商業省，工業省というようなものが管轄をしているわ

けですけが，そういうところがいわゆる商業契約に関しての仲裁というものを扱っており

ます。シンガポールのシステムはもちろん実効性のあるものだと思います。そして香港も
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そうですね。もちろん，遠いところであるということではないことを言うわけではありま

せんけれども，香港はかつて，英国の植民地であったというようなこともありますが，私

はまだそういう法制化に乗り出しているというようなことは聞いておりません。シンガポ

ールのモデルを導入するというのであればいいと思いますけれども，私はそういうアドバ

イスをする立場にはないわけです。

国際的な仲裁ルールというようなものは理解しています。ですからそれにのっとって，

いろんな省庁に対するアドバイスはできるかもしれません。いろいろな条約とかルールと

いうようなものをミャンマーが理解し，適用するということは重要であるというような認

識があるわけなのですけれども，しかしながらまだ現実化していないようなところもあり

ます。ＩＣＣのルールというのは，まだまだ私たちにとっては高望みであります。費用もか

かりますので。UNCETRAL（国際連合国際商取引法委員会）のルールのほうが望ましいと

いうのが私たちの立場です。

○石川プレゼンテーションをありがとうございました。さまざまな法律がさまざまな商

業活動をカバーしていることをうれしく思いますけれども，私の質問はむしろ慣習法に関

するものです。商業活動に適用される'慣習法についてです。もしそういったものがあるの

であれば，どこまで慣習法の影響を考えるべきなのでしょうか。

そしてまた，そういった状況の中で，我々はミャンマーの法律家に対し，慣習法の中身

についてどのようにアドバイス等を求めればいいのでしょう。

○タン・ヌエいい御質問だと思います。社会的影響，これもまたビジネス環境において

重要だと思います。ですから社会的環境も重要だと思います。日本とアジアと，似た文化

風土がありますけれども，慣習法は違うかもしれません。例えばミャンマーの'慣習法とい

うのはあくまでも家族関係，例えば結婚，離婚，相続，別離，そしてまた例えば離婚後の

土地の所有権等のみが対象になっております。ですから，ミャンマー慣習法というのは仏

教徒を対象にしております。いわゆるミャンマーのみならず中国の仏教徒にも適用される

ものであります。

さて，どのようにしてこの』慣習法と企業を結びつけるか。一つのケース，ティン・ゾウ

さんが関わったものですけれども，例えばこれは家族経営の会社でありました。３人の息

子がいました。一番下の息子は亡くなりました。上の兄弟は彼の名前を株主のリストから

削除しました。義理の娘がおりました。彼女も亡くなった男性の土地を相続できるという

ことを主張し，それが法廷に持ち込まれました。ミャンマーの慣習法というのは，配偶者

の間で土地を共有するということは一般的であります。つまり夫婦というのは土地を共有

するものであるということであります｡例えば夫が工場を持っている，建物を持っている，

ないしは株を持っているといった場合，夫婦がともにそれを持っているということになり

ます。そこで夫が死にますと，全ての土地，財産が奥さんにいきます。奥さんが亡くなれ
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ば夫が相続します。ですので，もともと，この亡くなった男‘性の株，これはこの奥さんに

いくということになります。彼女はこの裁判に勝ち，そして会社の株を手にすることにな

りました。ですので，申し上げたいのは，例えばビジネスの取引があった場合には家族の

そういった取引もあり得るということで，ミャンマーの慣習法というのは余りにも女性を

優遇する，つまり土地の所有ですとかそういったものに関しては，半々，フイフティー・

フイフテイーではありません。例えば夫が亡くなれば全部奥さんにいきます。そしてまた

奥さんが亡くなれば夫に全部いきます。子どもがいたならば未亡人と子どもたちが全員相

続します。

例えば結婚制度，これはまたミャンマーは他とは違います。まず結婚を登録するという

制度はありません。これは一部の人たちが結婚を認めれば，それでよしということになり

ます。ですので，例えば婚姻届といったものはありません。

もう一つ，私たちは一夫多妻制を認めております。ビルマの女性が外国人と結婚したな

らば，彼女はビルマの慣習法の保護を受けることはできます。これは法制度に基づく保護

ということになります。ですので，この外国人の夫はミャンマーの'慣習法に従うしかあり

ません。社会的影響という意味では，男性は'慎重であるべきでしょう，ミャンマーに関し

て。よろしいでしょうか。以上が，‘慣習法，相続ですとかそういったもののみ，いわゆる

結婚等家族の関係のみを対象にしています。

○オゼキ弁護士のオゼキと申します。２点，トレードマークについてお聞きします。

もし来年に商標法という法律が制定された場合に，現在既にレジスター，登録している

商標というものはもう一度登録し直すことになるのかという質問です。というのも，現在

は登録した商標を一元的に管理する制度というものは制度として今はないというふうに聞

いておりますので，その点を懸念して，まず一つめの質問とさせていただきます。

それから二つめは，現在の登録法，RegistrationACtと，あとその指令というのですか，

ダイレクティブによりますとトレードマークの定義というのは，文字，letter（レター）を

含むものをトレードマークというふうに定義づけています。来年以降制定される商標法に

おいては，例えばイラストレーションとか，あるいはデザインのみにより，文字を含まな

いものも商標として認められ得るのかどうかという，この点についてお聞きいたします。
よろしくお願いします。

○タン・ヌエそれが難しいところです。というのは，私，課題ということでお話をした

と思うのですが，私どもはまだこういう管轄局は定めておりませんので，もし法律ができ

たら，そういう問題が出てくると思います。しかし，登録が行われたら，例えば外国の薬

など，その成分に関しての登録が関わってくると思いますので，そういったものは現在の

登録されているものがそのまま続くというふうに思います。二つ条項があるのですが，そ

れは，証拠を使うということ，そしてルールにのっとってやるということ，この二つの原
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則があります。ですからもちろん登録はしますが，それは，ユーザーのエビデンスに基づ

いて行われなければならないということです。だから，まだそういうものに関してのルー

ルや，あるいは規制の準備はできていません。ＷＩＰＯからの助言を得ることが必要でしょ

う。どうすればいいのかということを聞かなければなりません。それはまだ決定をされて

いないわけです。多分，そういうようなことは，法律の中には書かれないと思いますけれ

ども，ユーザーのエビデンスというものが必要であるというようなことは原則として定め

られているわけです。

それからトレードマークのことですが，あるいは特許，もちろんデザインのPatent（パ

テント）とは違うのですが，Patent（パテント）というといろいろなものが入ってきます。

例えばその商品がどういうものかによって違ってくると思います。形や，アイデンティテ

ィーなど。たとえばケチャップのボトルが，デザイナーの特別な意向を含んでいるという

のであれば，それはトレードマークとして扱われることになると思います。それはもちろ

んＷＩＰＯのルールに従うということになるかと思います。
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oMyanmarlegalsystemisbasedon

ＬＥＧＡＬＦＲＡＭ層ＷｏＲＫＯＮＤＯＩＮＧ

ＢＵＳ！ＮＥＳＳＩＮＭＹＡＮＭＡＲ

Prof.Ｄ｢.DawThanNwe

Part-timeProfessor,LawDept
UniversityofYango、
ＭＹＡＮＭＡＲ

NationalＯＩｙｍｐｉｃＹｏｕｔｈＣｅｎｔｅｒ

ＴＯＫＹＯ,ＪＡＰＡＮ
、1－８－２０１２

ＭｙａｎｍａｒＬｅｇａｌＳｙｓｔｅｍ

Ｚ

-MyanmarCustomaryLaw

-Statutolrylaws-Acts,Ｌａｗｓ,Rulesand

Regulations

-Caselaw‐ｄｏc前neofprecedenfand

-Conventions

○
○
。
⑨
⑥

・lntemationallawinmunicipalcourtsasof

doctrineincorporation
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Ｍｙａｎｍａ『Legislation
°ＭｙａｎｍａｒＣｏｄｅｓｖｏｌｏ１ｔｏｌ３CodifiedLaws

enactedduringl841tｏｌ９５４（inEnglishupto

l948andinMyanmarafterl948）

・Booksonyearlylegislationl954tol962

（EnglishversionisavailabIe）

oThreevoIumesofLegislationsl962tol974(No

authorisedtranslation）

。Booksonyearlylegislationl974tol988(No
authorisedtranslation）

・Booksonyearlylegislationl988ｔｏ

2011(Authorisedtranslation）
・ＵｎｉｏｎＬａｗｓ２０１１ｔｏ２０１２ ３

Ｃ胴ａｎｇｉｎｇＴｒｅｎｄｏｆＭｙａｎｍａｒＥｃｏｎ◎ｍｙ

-1947Constitution‐Aftergaininglndependence

fromBritishcolonyinl948，Ｍｙａｎｍａｒ

ｅｃｏｎｏｍｙｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｈｅｓａｍｅasbefore・
BritishmadeIawsonbusiness、

-1962economywaschangedintoSocialist
EconomicSystem

-1974Constitution-SocialistEconomy-.Acts

continuedtoexistbutdefunct

‐１９８８‐ＳＬＯＲＣ，ＭｏｒｅＬａｗｓｆｏｒｏｐｅｎｍａｒｋｅｔ

ｅｃｏｎｏｍｙ

－２008‐ConstitutionMoreupdatedlawsprovided
４

－９９－



ＮｅｗＬａｗｓｉｎ２０１１

°１５ｎｅｗＩａｗｓｉｎ２０１１ａｎｄｌｌｌａｗｓｉｎ２０１２

olncludes＊

・LabourOrganisationLaw

・ＬａｂｏｕｒＤｉｓｐｕｔｅＳｅｔｔｌｅｍｅｎｔＬａｗ

ｏＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＬａｗ

・ＡｍｅｎｄｍｅｎｔｌａｗｓｆＯｒｒｅｖｅｎｕｅａｎｄｔａｘlａｗｓ

間
●
］

●
角
口

Ｉｎｔｈｅｌａｔｅｌ９８８，TheStateLawandOrder

RestorationCouncilabandonedsocialist

economicsystemandadoptedamarket
orientedeconomicsystem

FirstofallthｅＦｏｒｅｉｇｎｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗｌ９８８

ｗａｓｐｒomulgated

Theinitialsteptakentowardsamore

liberalizedeconomyistoallowtoforeign
directinvestmentandtoencouragethe
privatesectordevelopment．
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ＥｎｃｏＬ１ｒａｇｅｍｅｎｔ◎ｆｔｈｅｐｒｏｍｏｔｉｏｎｏｆｐｒｉｖａｔｅ
ｓｅｃｔｏｒｉｎｅｃｏｎｏｍｙ

Ｓｉｎｃｅｌａｔｅｌ９８８ｔｈｅＧｏｖｅｍｍｅｎｔｈａｓｂｅenactively

encouragingforeigninvestmentinMyanmar．

Thefundamentalorbasicconceptsofthefollowinglaws
fallunderthiscategory：

*TheUnionofMyanmarForeignInvestmentLaw(1988）

☆TheState-ownedEconomicEnterprisesLaw(1989）

＊TheMyanmarCitizenslnvestmentLaｗ(1994),ａｎｄ

＊TheFinanciallnstitutionofMyanmarLaw(1990)．

ＵｎｉｏｎｏｆＭｙａｎｍａｒＦｏ『ｅｉｇｎＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｌａｗ(1988）

７

ＡｎｅｗＦＩＬｈａｓｂｅｅｎｄｒａｆｔｅｄａｎｄｉｔｉｓｅｘpectedtobe

passedduringthecurrentParIiamentsessionwhich
commenｃｅｏｎ４ｔｈＪｕｉｙ２０１２，

TheFo『eignInvestmentLaw(1988)defmestwotypes

ofinvestment：(1)asoleproprieto『Ship,apartnership

andaIimitedcompany（whoIlyowned（100％）by

foreigninvestor)，（２）ajointventureintheformof

Iimitｅｄｃｏｍｐａｎｙｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎｃａｐｉｔａｌｉｎｖｅｓｔｅｄ

ｍｕｓｔｂｅａｔＩｅａｓｔ３５％ｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｅｑｕｉｔｙｃａｐｉｔａＩ．

(CompaniesActl914arldSpeciaICompanyActl950

appIied） ８
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lnvestmentCommissIon

。ForeignlnvestmentCommissionwas
formedundersection7andProcedurｅｉｎ

ｏｒｄｅｒｔｏａｄｍｉｎｉｓｔｅｒｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎinvestment
underthislaw・

ｏＡｆｔｅｒＭｙａｎｍａｒｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗｌ９９２ｈａｓ

ｐｒｏｍｕｌｇａｔｅｄ，ｉｔｉｓｒｅｎａｍｅｄａｓＭｙａｎｍａｒ
ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ

Exemptions,Reliefsand
Guarantees

９

ＥｘｅｍＰｔｉｏｎｓａｎｄ『eIiefsaregiventothe

invest。『ｓｕｎ劇ｅ『ｔ◎ｓｏ２１，ｓｕｃｈａｓｔａｘ

ｈｏ１ｉｄａｙｓｆｏ『threeconsecutiveyearsan劇

exenmptio胸。『『ｅｉｉｅｆｆｒ◎ｎｍｃｕｓｔｏｎｍｄｕｔｙａ剛cI

oiI1ertaxesoan劇ｇｕａ『ａｎｔｅｅｓｕｎｄｅｒＳＳｏ２２

ａｎｄ２３ｆｏ『ｎ．ｔｔ◎ｂｅｎａｔｉｏｎａＩｉｓｅｄｔｏｉａｋｅ

ｂａｃｋｏｆｆｏｒｅｉｇｎｃｕｒｒｅｎｃｙｉｎｖｅｓｔｅ域
1０
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TheSectoraiIawsconcemwith

resPectivesecto『：

(1)PrivatelndustrialEnterprisesLaw(1990）

(2)PromotionofCottageIndustriesLaw(1991）

(3)MyanmarHotelsandTourismLaw(1993）

(4)TheForestLaw(1992）

(5)TheCentralBankofMyanmarLaw(1990）

(6)TheMyanmarAgricultureandRuralDevelopmentBank
Law(1990）

(7)SavingBankLaw(1992）

(8)TheMyanmarlnsuranceLaw(1993）

(9)ThelnsuranceBusinessLaw(1996）
１１

(10)TheMyanmarMinesLaw(1994）

(11)TheMyanmarGemstonesLaw(1995）

(12)TheMyanmarPearlLaw(1995）

(13)TheCo-operativeSocietyLaw(1992）

(14)TheMyanmarAccountancyCouncilLaｗ(1995);etc，

(15)TheCommercialTaxLaw(1990)Amended3/2011

(16)TheTariffLaw(1992）

(17)TheLawrelatingtoPrivatehealthCareServices(2007）

(18)TheMyanmarSpecialEconomicZoneLaw2011・etc、
１２

－１０３－



ＴｈｅＳｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄＥｃｏｎｃｍｉｃ

ＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓＬａｗ,１９８９

。TheStateLawandOrderRestorationCouncil

haspromulgatedtheState-ownedEconomic

EnterprisesLawon31st，Marchl989（９/89)．
ＴｈｅＵｎｉｏｎｏｆＭｙａｎｍａｒＦｏｒｅｉｇｎｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔｌａｗ

ｗｉｌｌｎｏｔｂｅｃｏｍｐｌｅｔｅｄｗｉｔｈｏuttheknowledgeof

State-ownedEconomicEnterprisesLaw（SEE
Law)．TheSEELawdefinesl2economic

activitiesinwhichprivateinvestmentis

restrictedandreservedtobecarriedoutsolely
bytheState，

１３

l2activitiesgivenunderSection3ｏｆｔｈｅｓａｉｄＬａｗａｒｅａｓ

ｆｏｌｌｏｗｓ:－

(a)extractionofteakandsaleofthesameinthecountry

andabroad

(b)cultivatedandconservationofforestplantationwiththe

exceptionofviIlage-ownedfire-woodplantations

cultivatedbythevillagersfortheirpersonaluse

(c)exploration,extractionandsaleofpetroleumanｄｎａｔｕｒａｌ

ｇａｓａｎｄｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐrｏｄｕｃｔｏｆｔｈｅｓａｍｅ

1４

－１０４－



(d）explorationandextractionofpear1s,jadeandprecious
stonesandexportｏｆｔｈｅｓａｍｅ

(e)breedingandproductionoffishandprawnsinfisheries
whichhavebeenreservedforresearchbythe
Govemｍｅｎｔ

(f）PostalandTelecommunicationsService

（９）AirTransportServiceandRailwayTransportSeIrvice

(h）BankingServiceandlnsuranceService

(i）BroadcastingServicesandTelevisionService

O）explorationandextractionofmetaｌｓａｎｄｅｘｐｏｒｔｏｆｔｈｅ
ｓａｍｅ

(k）ElectricityGeneratingServiceｓｏｔｈｅｒｔｈａｎｔｈｏｓｅ
ｐｅｒｍｉｔｔｅｄｂｙｌａｗｔoprivateandco-operativeelectricity
generatingservices

(|）manufactureofproductsrelatingtosecurityand
defensewhichtheGovemmeｎｔｈａｓｆｒｏｍｔｉｍｅｔｏｔｉｍｅ

ｐｒｅｓｃｒｉｂｅｄｂynotification．

1５

EXceptiOn

．Ｓｅｃｔｉｏｎ４ｏｆｔｈｅＳＥＥＬａｗ,servicesasavehicle

forprivatization，itgivestherighttoGovernment

toalIowtheseactivitiestooperateunder

privatizationscheme．

。ＭｙａｎｍａｒＳｐｅｃｉａｌＣｏｍｐａｎｙＡｃｔｌ９５０ａｐplied

1６

－１０５－



ＴｈｅＭｙａ胴ｍａ『Ｃ耐zｅｎｓ
ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗｌ９９２

．Ｃｉｔｉｚｅｎｓａｒｅｅｎｔｉｔｌｅｄｔｏｔｈｅｓａｍｅｅｘemptionsand

privilegesofforeignerswhoareenjoyingunder

ForeignlnvestmentLaw，suchas3yearstax

hoIidaysandotherexemptionsandguarantee

againstnationalization．

1７

ＬａｗｓｏｆＢａｎｋｉ蝿

．ＴｈｅＣｅｎｔｒａＩＢａｎｋｏｆＭｙａｎｍａ『Ｌａｗｌ９９０，
whichestablishedtheCentralBankｏｆＭｙａｎｍａｒ
（thesuccessortotheUnionBankofBurma）；
・ＴｈｅＭｙａｎｍａ『ＡｇｒｉｃｕｉｔｗａＩａｎｄＲｕｒａｌ
ＤｅｖｅｉｏｐｍｅｎｔＢａｎｋＬａｗｌ９９０，which
establishedtheMyanmarAgriculturalRural
DeveIopmentBanktosupportthedevelopment
ofagriculturalandruralsocio-economic
enterprises；

・ＴｈｅＳａｖｉｎｇＢａｎｋＬａｗ，１９９２，which
encouragesdomesticsavingsandthepromotion
andmobilizationofthecountry1sfinancial
ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，

１８

－１０６－



Currency
Nationalcurrency‐KYATS

ForeignExchangeCertificate-FＥＣ
ｉｓｉｓｓｕｅｄｂｙＣｅｎｔｒａｌＢａｎｋｏｆＭｙａｎｍar
acceptedbygovernmentagencies

and

ＯｎｅＦＥＣｉｓｅｑｕａＩｔｏｏｎｅＵＳＤ

ＢａｎｋａｃｃｏｕntsaremainlyinUS$，ｓｏｍｅｉｎＥｕｒｏ，
ＳｉｎｇａｐｏｒｅｄｏｌＩａｒｓｏｒｉｎＦＥＣ
Ｃｈａｎｇｉｎｇｐｏｌｉｃｙｔｏｏｐｅｎｍｏｒｅ－ＭＦＴＢ,ＭＩＣＢ,ａｎｄ
４otherBanksCooperativeBk，KanbawzaBk，
ＡｓｉａｇｒｅｅｎＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＢｋａｎｄＡｙｅｙａｒｗａｄｙＢｋ
ａｒｅｐｅｒｍｉｔｔｅｄｔｏｏｐｅｒａｔｅａｓｆｏｒｅｉｇｎｃｕｒｒｅｎｃｙｂｋｉｎ

ｌ９
ＡＳＥＡＮｃｏｕｎtries．

TａｘＬａｗＳ

1ncome-tax‐-‐ＴｈｅｌｎｃｏｍｅＴａｘＬａｗ（1974）

（Profit-tax---TheProfitTaxLaw（1976）
ｒｅｐｅａｌｅｄｂｙＬａｗＮｏ、１/２０１１effectedfrom
2012-2013Budgetyear・

Ｃｕｓｔｏｍｄｕｔｙ‐-－ＭｙａｎｍａｒＳｅａＣｕｓｔｏｍｓ
Ａｃｔｌ８７８ａｎｄＬａｎｄＣｕｓｔｏｍｓＡｃｔｌ９２４

ＣｏｍｍｅｒｃｉａＩｔａｘ‐--ＴｈｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＴａｘＬａｗ

（1990）ａｓａｍｅｎｄｅｄｉｎ２０１１ｂｙａｍｅｎｄｉｎｇｌａｗ
３/2011

Tariff-ＴｈｅＴａ｢iｆｆＬａｗｏ１９９２

E【ｑ

－１０７－



TｈｅＭｙａｎｍａｒＳｔａｍｐＡｃｔ（1935)，ａｓ

ａｍｅｎｄｅｄｂｙＬａｗＡｍｅｎｄｉｎｇＳｔａｍｐＡｃｔ，
ＵｎｉｏｎＬａｗＮｏ２/2０１２

CＯｗｔＦｅｅｓＡｃｔ（1937)ａｓａｍｅｎｄｅｄｂｙ
ＳＬＯＲＣＬＡＷＮｏ、６/１９９０ａｎｄｔｈｅＬａｗ

ＡｍｅｎｄｉｎｇｔｈｅＣｏｕｒｔＦｅｅｓＡｃｔ，Ｕｎｉｏｎ
ＬａｗＮｏ､５/2０１１

2１

ＩｎｃＯｍｅＴａｘＬａｗ，ｉ９７４

ＡｍｅｎｄｅｄｂｙＡｍｅｎｄｉｎｇＬａｗ４/２０１１

ThelncomeTaxLawappliestothefollowingtypesoftax
payersandtheclassesofincome．

（a)Stateeconomicenterprises
（b)Co-operativesocieties

（c)Foreignersandforeignorganizationsengagedunder
specialpermissioninStatesponsoredenterprise
（d)|ncomefromsalaries

（e)Non-residentforeigners
（f）lncomeeamedabroadbynon-residentcitizens
(9)Companies

（h)Residentforeigners

（i）Partnershipsorjoint-venturesformedbetweenor
with(a),(b),(c),(e),(9)ａｎｄ(h)ofabove

２２

－１０８－



ｌｎｃｏｍｅＴａｘ

－Ｆｌａｔｒａｔｅｏｆ

３０％ForeignCompaniesformedunder

ForｅｉｇｎｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗａｎｄＭｙａｎｍａｒ

ＣｏｍpaniesAct、

-35％orgraduatedrateof35％-50％

(whicheverisgreater）fornon-resident

foreignersincluｄｉｎｇａｂｒａｎｃｈｃｏｍｐａｎｙ、

Ａｒｅｓｉｄｅｎｔｆｏｒｅｉｇｎｅｒｉｓａｆｏｒｅｉｇｎｅｒｗｈｏ

ＩｉｖｅｓｉｎＭｙａｎｍａｒｆｏｒｎｏｔｌｅｓｓｔｈａｎｌ８３

dａｙｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｉｎｃｏｍｅｙｅａｒｏ
２３

ＴｈｅＣｏｍ『ne『ｃｉａＩＴａｘＬａｗ(‘i990）

amendedbyAmendi胴ｇＬａｗ３/2Ｍi(29‐

９－２０州）

Allenterpriseswithsalesoftaxablegoodsand

servicesarerequｉｒｅｄｔｏｐａｙＣｏｍｍｅｒｃｉａｌｔａｘｉｎ
ａｄｄｉｔｉontocustomsduties．

ｃｏｍｍｅｒｃｉａｉｔａｘ，ｗｈｉｃｈｉｓａｆｏｒｍｏｆｓａＩｅｓｔａｘｉｓ

ｃｈａｒｇｅａｂｌｅａｔｔｈｅｒａｔｅｐｒｅｓｃｒｉｂｅｄｉｎｔｈｅｓｃhedule
l-5oftheCommercialTaxLaweffectedinl990．

Amended‐nameofauthorities，rightofappeals

andpenaIties．２４

－１０９－



ＴｈｅＴａｒｉｆｆＬａｗ，１９９２

Theministermay，bynotificationInrespectofgoods

exportedfromMyanmarorgoodsimportedintoMyanmar

byland，ｓｅａｏｒａｉｒｄｅｔｅｒｍｉｎｅｔｈｅｎａｔｕｒｅａｎｄｔypeof
goods，classifythequalityofeachgoods，determinethe

tariffvalueongoodsonwhichcustoms-dutiesare

assessableanddeterminethetariffbaseduponthetariff
valueandreduceorenhancethetariffsodetermined．

Ｕｎｄｅｒｓｅｃｔｉｏｎ４ｏｆｔｈｉｓｌａｗ,theMinistermaydetermine,by
notification,thetariffataspecialreducedrateinrespectof
goodsexportedorimpoｒｔｅｄｂｙｔｈｅｂｏｒｄｅｒａｒｅａｓａｎｄｍａｙ
ｒｅｄｕｃｅｏｒｅｎｈａｎｃｅｔｈｅｔａｒｉｆｆｓｏdetermined．

E暇

ＤｏｕｂｌｅＴａｘａｔｉｏｎＡｇｒｅｅｍｅｎｔｓ

ThereareDTAwithfewcountries-ＵＫ，

ｌｎｄｉａ,Ｓｉｎｇａｐｏｒｅetc。

瓜３

－１１０－
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（Part-timeP｢ofessor）

UniversityofYangon

Myanmar 1-8-2012

2７１２/１９/2０１２

：
一

TraditionalCulturalExpression

b･

畷

穀．』

詮尋

’

３
３
ｒ
Ｊ

－１１１－

１２/１９/2０１２

Ｐ

2８

鳥蕊灘意鶴蕊

･ヲ時“



△

堕多〆ー｡ﾆー亭霊.､~;･誉』

Drawingsas
Trademark

１１百一一亜字冠壷一再咽竜頭

写③

１２/１９/2０１２

露
一
一
》
一
一
一
一

一
一
Ｆ
．
一
一
一
一

一
一
一
一
一
Ｊ
一

一
一
一
一
一
一
一

Letter§

MyanmarAIrway91nternationaI

1Ｋ隅ＺＢＡＮＫ

１２/１９/2０１２

－１１２－

FiguratiVeMzirks

jＯ



DistinctiveWOrds

｡ＣＡＮＯＮ 建愚剛｢I⑪郡

．ＳＯＮＹ ＳＯｒｑＹ：

°ＮＥＷＳＷＥＥＫ 》畠思灘 鞭

°ａＭｕ;rＨｋ 聯
１２/１９/2０１２ 3１

ＷｌＰＯ,ＷＴＯａｎｄＴＲｌＰＳ

°ＭｙａｎｍａｒｉｓｍｅｍｂｅｒｏｆＷＴＯａｎｄＷｌＰＯ

oTheWorldTradeOrganization(ＷＴＯ)Agreementon
Trade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights
（TRlPSAgreement)，cameintoforceinl995．

｡ＰｒｏｖｉｓｉｏｎｓｉｎｔｈｅＴＲｌＰＳＡｇｒｅｅｍｅｎｔｃoncerning
copyrightandrelatedrights，patents，trademarks，
geographicalindications，industrialdesignsand
layout-designsofintegratedcircuits，complementthe
intemationaltreatiesadministeredbyWIPO，ａｎｄｔｈｅ
ＴＲｌＰＳＡｇｒｅｅｍｅｎｔｄｉｒｅｃｔｌｙｒｅｆｅｒｓｔｏｓｏｍｅｏｆｔｈｅｓｅ
ｔreaties．

１２/１９/2０１２ ３２

－１１３－



ＷｌＰ○,ＷＴＯａｎｄＴＲｌＰＳ

ｏＩｎｆｂｒｃｅｓｉｎｃｅｌ９９６，ａｎＡｇｒｅｅｍｅｎｔｂｅｔｗｅｅｎＷＩＰＯａｎｄｔｈｅ

ＷＴOprovidesfbrcooperationconcerningtheimplementation
oftheTRIPSAgreement，suchasnotificationoflawsand

regulations，andlegislativeassistancetomembercountries・

oAssistancecontinuestobeprovidedtomanydeveloping

countries，ｗｉｔｈａｓｐｅｃｉａｌｆｂｃｕｓｏｎｔｈｏｓｅＬＤＣｓｔｈatneedto

meettheirTRIPSobligatiｏｎｓｂｙ２０１３ａｎｄ，inrespectof

phalmaceuticals,ｂｙ２０１６．

１２/１９/2０１２ F壷

ＡＳＥＡＮｍｅｍｂｅｒｓａｎｄｔｈｅＷＴＯＲｕｌｅｓ

。Ｓｍｃｅ９ＡＳＥＡＮｍｅｍｂｅｒｓａｒｅＷＴＯｍｅｍｂｅｒｓ，

Agreement⑪皿TradeRelatedAspectsOf

ImtellectualProPerty(皿IPS),l”4,istheir

treatyobligation．

１２/１９/20.12 3４

－１１４－



°cOnstitutiOn0ftheRepⅧblic⑪ｆｔｈｅＵｎｉＯｎＯｆ

ＭｙａｎｍａＩ．,z008whasimbeddedthelP

protectionprincipleinitsveryfirstChapter

namelyIiTheBasicPrinciplesoftheUnion1i・

Moreover,undertheChapter8i1Citizen，s

FundamentalRightsandDutiesofthe

Citizensw,theConstitutionmanifeststhatthe

UnionshallguaranteeIPrightsaccordingto

theexistinglaws、
１２（９/2０１２３５

ＣＯ皿s撒吸細皿ＯｆｔｈｅＲ叩ⅧｂＩｉｃｃｆ

鋤emIliO皿ｏｆＭｙａ皿mar’２脚８
ｏＩＰｌａｗｓａｒｅｋｉｎｄｓｏｆｌａｗｓｅｎｌｉｓｔｅｄｉntheScheduleOneof

UnionLegislativeList,whichmeansthoseareconcemedof

thesupremeUnionLegislativeBody,namely,Ｒｙ”αz"z邸ｚｊ

ＨＺ”αｗ,notthoseofRegionorStateLegislativeBodies，

namelyRegio"α/副”αｗｏｒＳｊａｊｅＨ血”ｗ、

ｒｌ

１２/１９/2０１２

－１１５－

3６



TheConstitutionoftheRepublicof

ｔｈｅＵｎｉｏｎｏｆＭｙａｎｍａｒ,２００８

回FundamentalPrinciples

Section36‐FairCompetition

Section37‐FundamentaIRights-lP
Protection

pRightsofCitizen

Section372‐RightofCitizen-lPProtection

oLegislativePower

Schedulel/7‐|PLaws-UnionLegislativeList

１２/１９/２０１２ 3７

TheConstitutionoftheRepublicof
theUnionofMyanmar2008

Section37(c)，

．TheUnionshallpermitcitizensrightsof
privateproperty,rightofinheritance,righi
ofprivateinitiativeandpatentinaccord
withthelaw．

１２/１９/2０１２ 3８

－１１６－



Seciion372，２００８Constitution

ｏＴｈｅＵｎｉｏｎｇｕａｒａｎｔｅｅｓｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏ

Ownership,ｔｈｅｕｓｅｏｆｐｒｏｐｅｒｔｙａｎｄｔｈｅ

ｒｉｇｈｔｔｏｐrivateinventionandpatentinthe

conductingofbusinessifitisnotcontrary

totheprovisionsofthisConstitutionand
theexistinglaws．

１２/１９/2０１２

NationalLegislationsforIntellectual

PropertyRightsinMyanmar

3９

oThePenalCode,１８６１

.TheMyanmarMerchandiseMarksAct,１８８９

．TheRegistrationAct,１９０８

.TheSpecificReliefAct,１８７７

｡ＴｈｅＳｅａＣｕｓｔｏｍｓＡｃｔ,１８７８ａｎｄＬａｎｄＣｕｓｔｏｍｓＡｃｔ

｡TheMyanmarPatentandDesigns(EmergencyProvisionsAct)１９４６

（Noteffective）

１２/１９/2０１２ 4０

－１１７－



RelatedLawsforlPRinMyanmar

La4A割-988

州……m…。雌oThePrivatelndustryLaw,１９９０

・ScienceandTechnologyDevelopmenｔＬａｗ,１９９４

°ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＬａｗ，

１９９６

°TheTelevisionandVideoLaw,１９９６

．TheMotionPictureLaw,１９９６

↑2凧砧eElectronicTransactionLaw,2004

ＳｕＢｓＴＡＮＴＩｖＥＬＡｗＦＯＲＴｒａｄｅｍａｒｋ－Ｎotyet
existed

ＲＥＬＡＴＥＤＬＡＷＳＦＯＲＴ『adenma『ｋ画

ｏＰｅｎａｌＣｏｄｅ,１８６０

．MerchandiseMarksAct,１８８９

･SpecificReIiefAct,１８７７

．SeaCustomsAct,１８７８

．RegistrationAct,１９０８

．ＣｏｎｔｒｏｌｏｆＭｏｎｅｙＬａｕｎｄｅｒｉｎｇＬａｗ,２００２

１２/１９/2０１２

－１１８－
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ＳｕｂｓｔａｎｔｉｖｅｌａｗｏｆＣｏｐｙｒｉｇｈｔ‐

MyanmarCopyrightAct，１９１４

ＲｅｉａｔｅｄＬａｗｓＦｏｒＣ◎pyright

oSpecificReliefAct,1８７７

・MerchandiseMarksAct,１８８９

．TelevisionandVideoLaw,１９９６

°MotionPictureLaw,１９９６

．ＣｏｎｔｒｏｌｏｆＭｏｎｅｙＬａｕｎｄｅｒｉｎｇＬａｗ,２００２

１２/１９/2０１２

ＳＵＢＳＴＡＮＴｌＶＥＬＡＷＦＯＲＰａｔｅｎｔ

＆1ｎｄｕｓｔｒｉａｌＤｅｓｉｇｎ‐ Notyetexisted

ｏＲＥＬＡＴＥＤＬＡＷＳＦＯＲＰａｔｅｎｔ＆lndustrialDesign

oPatentandDesign(EmergencyProvisions）Act，１９４６

。SpecificReliefAct,１８７７

・MerchandiseMarksAct,１８８９

oScienceandTechnologyDevelopmentLaw,１９９４

１２/19/2０１２

－１１９－

４列
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Section54ofSpecificReIiefActwhichappliesalsotocMl

actionagainstcopyrights'infringement．

-ＴｈｅＣｏｎｔｒｏＩｏｆＭｏｎｅｙＬａｕｎｄｅ『ｉｎｇＬａｗ,2002,classifiesthe

sanctionofinfringｅｍｅｎｔｏｆｔｒａｄｅｍａｒｋｓａｎｄｃｏｐｙｒｉｇｈｔａｓ

ｍｏｎｅｙＩａｕｎｄｅｒｉｎｇｏｆｆｅｎｃｅｓ；

(1)imprisonmentand

(2)theconfiscationordestructionofinfringinggoods・

ElectronicTransactionLaw,２００４‘Ｉａｎｙｂｏｄｙｃｏｍｍｉｔｔｉｎｇａｎｙａｃｔ

ｏｆｃｏｍｍunicaｔｉｏｎｔｏａｎｙｏｔｈｅｒｐｅｒｓｏｎ,directlyorindirectlywitha

secuｒｉｔｙｎｕｍｂｅｒ,passwordorelectronicsignatureoｆａｎｙｐｅｒｓｏｎ

ｗｉｔｈｏｕｔｈｉｓ/herpermissionorconsentcanbepunishedwithupto

５yearsimprisonmentand/orwithfine､'’
１２/１９/2０１２４月

・ＵｎｄｅｒｓｅｃｔｉｏＩｒｌ３３ｏｆＴｈｅＴｅＩｅｖｉｓｉｏｎａｎｄＶｉｄｅｏＬａｗ

Ｋ１９９６),somesafeguardforcopyrightholdersasit

foreseesthatoffencessLichascopying,distributing，
hiringorexhibitingforcommercialpurposeacensor
certifiedvideotapewithoutthepermissionoftheIicense

holdermaybepunishablewithimprisonmentofupto3
yearsor/andwithfinestouptolOqOOOkyats.

oUndersection2(2)(e)ofTheMyanmarMerchandise

MarksAct，anygoodsmakingfalsetradedescriptionin
respectofcopyright(orpatent)asregardstowhichitis
applied．

１２/１９/2０１２

－１２０－

4６



ＭｙａｎｍａｒｓｐｅｃｉｆｉｃＬａｗｓｏｆｌＰｗｉｌＩ
beenactedvervnearfuture。

°ＭｙａｎｍａｒｓｐｅｃｉｆｉｃＬａｗｓｏｎ

－Ｔｒａｄｅｎｍａ『k,Ｃ◎py『ｉｇｈｔ，Ｐａｉｅｎｔａｎｄ

ｌｎｄｕｓｔ『iaIDesignhavebeenalready

drafteｄｉｎｌｉｎｅｗｉｔｈＴＲｌＰＳｐｒｏｖｉｓｉｏｎｓａｎｄ

ｔｈｏｓｅｌａｗｓｈａｖｅｔｏｂｅｐｒｏｍｕｌｇａｔｅｄbefore

２０１３ｄｕｅｔｏｈｅｒｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔａｓｂｅｉｎｇ
４７

'2''ＷＴＯmember．

ＣｏｍｐｅｔｅｎｔＣｏｕｒｔ

°ＵｎｄertheNotificationNoslOOandlO1/2011

oftheSupremeCourtoftheUnionofMyanmar，

TownshipCourts,DistrictCourts,ＨｉｇｈＣｏｕｒｔｏｆ

ｔｈｅＲｅｇｉｏｎｏｒＳｔａｔｅａｎdCourtsoftheSelf‐

AdministeredintheRegionorStatehavethe

jurisdictionbasedontheamountoflPdispute

（pecuniaryjurisdiction）
１２/１９/2０１２４８

－１２１－



●ドハ息河都議窪R球汀;1ｓ詞鐘

Registrationshouldberefused

。｜ｆｔｈｅｍａｒｋｌｉｋｅｌｙｔｏｂｅｏｎｉｍｍｏｒａｌｏｎｌegalgrounds

objectionableorlikelytohurtthereligioussusceptibilities

ofanyclassofcitizenofMyaｎｍａｒ・

°Fraudorobscuredinstrument

oColourableimitationofacurrencynote

・TheimageofGeneralAungSan(underDirectionl3of
lnspectorGeneralofRegistration，Ｓ１８(F)oftheRegistrationAct）

・SignscontrarytoMoralityorPublicPolicy
。‐ＰｈａｎｔｏｍＭａｒｋｓ

。‐ＳｃａｎｄａｌｏｕｓＭａｒｋｓ

１２/１９/2０１２ 4９

鏡Ｖ粥員ら揃程撚毒
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－１２２－

蜘

圃

Declaratorysuitforsoleproprietorship，oImprisonment,(P℃sec・聖”~製89ノ

Interlocutory／Temporarymjunction， ロー3J'己ar電ノ

Perpetuallnjunction,（CPCQrder銀･Fine,fzIzZmzjr壱Qリ
RzzﾉＰＺ,２＆ａノ･BothlmprisonmentandFine，

Damages，。Ｃonfiscationofinfringedarticles，
productsordocuments，Delivery-upofinfringedarticles，

productsordocuments，oDestructionofinfringedarticles，
productsordocuments，

Seizureofinfringedarticles,products
oCompensationoutoffinetothe

ordocuments， claimant.(1GrPCS，ec,鯉句
Obliterationofspurlousmarksfrom

theinfringersgoods．



ＷａｙｓｏｆｌＰＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｎＭｙａｎｍａｒ

°Ｔｈｒｏｕｇｈｕｓｅ＆

°Throughregistration

１２/１９/2０１２

ChallengesofTrademarkRegistrationin

Myanmarpresentandfilture

国ApplicationfbrRegistration

pTasksofthetrademarksofHce：

oExamination

回PriorityproblembetweendateofTrademark

Registration＆ｄａｔｅｏｆｔｈｅｕｓｅ

国Publicationandaccesstotheregister

１２/１９/2０１２

－１２３－
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TrademarkCasesofMyanmar

°ＧａｗＫａｎＬｙｅｖ・SawKyoneSamg，

1939,YangonLawReportsp・l8

SinceMyanmarhasnostatutoryProvisionforregistration

oftradｅｍａｒｋａｎｄｎｏａｃｔｉｏｎｃｏｕｌｄｂｅｂｒｏｕｇｈｔfor

infringementofatrademark,thecourtmaintained

passing-offsuits，

Thisconceptwasfollowedupto‘ﾉbﾙﾉ？恥ﾙteﾉ"＆』Sb"ｓＺ,〃ｖ、
ＵＺｿhα"助wel968,ＭＬＲ(CC),Ｐ3７

４"刀９ＧＷα〃ｃ〃ＣＯ〃ｖ・BYcSio”Ｆａａｏ〃,１９６６．

Accordingtotrademarkcustom，havingusedit9Yr・

continuouslyobtainedtherighttoｕｓｅ、

12/１９/2012５３

lnfioingementActions

･Ｊｂﾙﾉz〃ﾛﾉﾉt〃＆so"Ｌ〃ｖ･Ｕｍａﾉ7sﾙｗｅｌ９６８,MyanmarLaw
Reports(ChiefCourt)ｐ7３

TheleamedJudgeheldthatanactionfbrinfiingementofatrademark

ismaintainable・Sincetheninfiingementactioncanbebroughtinthis
country・TheleamedJudgesobservedthatthecaseofGawKn"Lyev・
ｓａｗ幻o"e”"g〃[2]1939,YangonLawReportsp､1８

１２/１９/2０１２ 5西

－１２４－



TrademarkCasesofMyanmar

．Ｕ幻αｗ(Applicanりv,UBa4ye(Respondent)1962,

ＢＬＲ,ｐ､１８７

．ｚｌﾙe助加α〃α/sjα"o"e〃Ｍα〃v・ＫＥ・ＭＯＡα碗e‘
E67aA"α”α刀ｏｒﾙeﾉa,1949,

．ＣＭＢｒｏｒ〃e応ｖ､４Ｋｔ/"α/α〃α”ＴＷｏｏｒﾙ〃s,1950,

ＢＬＲ,p262

oUChitSwe(Appellant)ｖ・MaThanandthreeOthers

（Respondents)l958MLR(p377）

（apmi蝿umu比deyf）

１２/１９/2０１２ 5５

TrademarkCaseinMyanmar

・Atrademarkincludesadevice，brand，headingetc，andany

combinationthereofThisdefinitionisarisingoutoftherecent

caseinMyanmar“TaungGyiMaukMai"(SpecialAppellate
CivilCaseNo､23,2000)medicatedThanetKhawhichisused
ascosmetlcsandthediffbrentname‘‘ShanMaungMai，，ｂｕｔ

ｓｉｍｉlartrademark，get-up，sizeofplasticcontainerand
instructioncausethepassingoffaction・However,thisisthe
decisionfbrmeretemporaryinjunctioninfavouroftheowner
ofTaungGyiMaukMai．

１２/１９/2０１２ 5６

－１２５－



ｏＵＨＺＺ"〃j(ThecreationofMyanmarCQLtd)V・Ｋｂ

ｊＭｳﾉａＳＯｅ(SeinGayHarStore)2001

･C7oco”ｅｖ・ＬａＣ〃e”seLacosre

Appealagainstthejudgment,２００３fbrCivilRegularSuit

2002ofYangonDivisionCourt．

１２/１９/2０１２

TrademarkProtection

underCriminalLaw

5７

｡Undersection478to489oftheMyanmarPenalCode,Owner

oftrademarkmaytakecriminalaction（lyrto3yrs

lmprisonment＆unlimitedfine)againstthefbllowingoffences：

(a)Usingfalsetrademark；

(b)Counterfeitingatrademark；

(c)Makingandpossessinganyinstrumentfbrcounterfeitinga
trademark

(｡)Sellinggoodsmarkedwithacounterfbittrademark

１２/19/2０１２ 5８

－１２６－



TradenmarkPrOtectiOnUndexoCiviILaw

．Sectionl8(f)oftheRegistrationActandthe

DirectionNo､１３oflnspectorGeneralof

Registration,trademarkmayberegistered、

°Registrationmayconstitutep河加α/bcje

evidencefbrtheproprietorinacriminalor

civilproceedingagainstaninfiinger．

１２/１９/2０１２

SectionloftheMyanmarCopyrightAcｔ
ｌ９１４

Copyrightsubsistsineveryoriginalliterary,dramatlc，

musicalandartisticwork．

１２/１９/2０１２

－１２７－
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CivilRemedies

oSection6(1)oftheMyanmarCopyrightAct

Wherecopyrightinanyworkhasbeeninfringed,theownerof

thecopyrightisentitledtoallremediesbywayofinjunctionor

interdict,damages,accountsandotherwise,ａｓａｒｅｏｒｍａｙｂｅ

ｃｏｎｆｂＩｒｅｄｂｙｌａｗｆｂｒtheinftingementofaright．

１２/１９/2０１２ 6．１

CriminalProcedures

oSection7oftheMyanmarCopyrightＡｃｔｌ９１４

lfanypersonknowinglymakesforsaleorhire,sellsor

letsforhire,distributesorbywayoftradeexhibitsin

pubIicorimportsfbrsaleorhｉｒｅｉｎｔｏｔｈｅＵｎｉｏｎｏｆ

Ｍｙａｎｍａｒａｎｙｉｎｆringingcopyofawork;ｈｅｓｈａｌｌｂｅ

ｐｕｎｉｓｈａｂｌｅｗｉｔｈｆｉｎｅｗｈｉchmayextendtotwentykyats

foreverycopydealtwithincontraventionofthissection，

butnotexceedingfivehundredkyatsinrespectofthe

sametransaction、

１２/１９/2012６２

－１２８－



MZz""９ＭﾉiiPzﾊﾉ.ＥａｓｒＥ”Fii/加ｓ

Ａ.I.Ｒ,ｌ９３９Ｒａｎｇｏｏｎ２６６

ｏＭａｕｎｇＮｙｉＰｕ,proprletorof‘‘A-lFilmCompany，，flledasuit

againsttheEastEndCompanyclaiminganinjunctiontorestrain

thelatterfrominfiingingtheA-lCompany，scopyrightina

photographofactreｓｓＭａＴｈａｎＴｉｎａｎｄａｌｓｏｃｌａｉｍｉｎｇＲｓ､ｌＯＯｂｙ

ｗａｙｏｆｄａｍａｇｅｓ・

Ｔｈｉｓcasewasdecidedon21stFebruaryl9３９inftlvourofthe

plainti伍

１２/１９/2０１２

ＵＨ７α脆"α”２Ｖ.Ｄａｗｂｉｉ恥＠ＤａｗｙＩ〃

〃IzjLw加(Py”
１９９９Ｍ.L､Ｒ(Civil)２０８

°TheCourtawardedthatdamagesamountingto

K50,000bepaidbytheinfifingerUHlaWin，

proprietorof"PhoWa，，videoproduction,tothe

copyrightownerYinWaiLwin(Pyay)fbradapting
withoutauthorizatio､,theauthor,snovel“HmineWai
ChitTetKhetThitsar”intoavideomovieundera

slightlychangedname．

１２/１９/2０１２

－１２９－

6３
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ＴｈｅｅｘｉｓｔｉｎｇＩａｂｏｒＩａｗｓｉｎＭｙａｎｍａ『

1．EmploymentandTrainingAct,１９５０

２．EmploymentRestrictionAct,１９５９
３．EmploymentStatisticsAct,１９４８

４．FactoriesAct，１９５１

５.TheLeaveandHolidaysAct,１９５１

６.MinimumWagesAct,１９４９(Billfornewlawhasbeen
issued）

7．PaymentofWagesAct,１９３６

８.SocialSecurityAct,１９５４(Billfornewlawisready）
9.ShopsandEstablishmentsAct,１９５１

１０.Workmen1sCompensationAct,１９２３

１１.TheLawRelatingtoOverseasEmployｍｅｎｔｌ９９８
１２ｏ,ＴｈｅＬａｂｏｕｒＯｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎＬａｗ,ＴｈｅＵｎｉｏｎＬａｗＮｏ、
７/２０１１

１３.ＬａｂｏＵｒＤｉｓｐｕｔｅＳｅｔｔＩｅｍｅｎｔＬａｗ５/２０１２
ILOConventions

６５

Ｔ『ａｎｓｐ◎ｒｔｂｙＳｅａ

ｏＥ柵n脚珊融洲,Wmarisnosirangertotho
‐ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＣａｒｒｉａｇｅｏｆＧｏｏｄｓｂｙＳｅａＡｃｔｌ９２５ｗａｓ
ｅｎａｃｔｅｄｔｏｇｉｖｅｔｈｅｆｏｒｃｅｏｆｌａｗｔｏｔｈｅＨａｇｕｅＲｕＩｅｓｏｒ
ｔｈｅＣｏｎｖentionforUnificationofCertainRulesofBillof

LadingmadeinBrusseIsinl92３．

－ＢｉｌｌｏｆＬａｄｉｎｇＡｃｔｌ８５６ｉｓｔｈｅｓａｍｅａｓEnglish
Law．

‐ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＭｅｒｃｈａｎｔＳｈｉｐｐｉｎｇＡｃｔｗａｓ
ｐｒｏｍｕｌｇａｔｅｄｉｎｌ９２３ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅＢritishShipping
Law．

－TheregistrationofshipsinMyanmarisgovemedbythe
MyanmarRegistrationofShipsAct(1841）ａｎｄｔｈｅＬａｗ
ＡｍｅｎｄｉｎｇｔｈｅＭｙａｎｍａｒＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎｏｆＳｈｉｐｓＡｃｔｉｎ
ｌ９８７．

別司

－１３０－



Ｔ『ａｎｓｐｃｉＰｔｂｙＡｉ『

oSecondly，intheAirTransportSector,Myanmarrectified
theWarsawConveｎｔｉｏｎｌ９２９ａｎｄＣｈｉｃａｇｏＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎ
（1944)．
。－TheAircraftActofl934andAircrafｔＲｕｌｅｓｏｆｌ９３７ｇｉｖｅ
ｅｆｆｅｃｔｔｏｔｈｅｎａｖigationofaircraft、ＴｈｅＡｉｒｃｒａｆｔＲｕｌｅｓ
ｗｅｒｅａｍｅｎｄｅｄｂｙＳｔａｔｅＬａｗａｎｄＯｒｄｅｒＲｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ
ＣｏｕｎｃｉｌＲｕｌｅｓＮｏ、１/９４toissueAirOperators’
Certificatestojointventuresairlinesthatare
incorporatedinMyanmar、
ｏＴｈｅＣａｒｒｉａｇｅｂｙＡirAct，１９３５ｇｏｖｅｍｓｔｈｅｌｏｓｓｏｆｌｉｆｅｏｒ
ｄａｍａｇｅｓｏｒlossofcargo，baggageandluggagecarried
byair，ThisActgivesdomesticlegaleffecttothe
ConventionfortheUnificationofRulesRelatingto
lnternationalConventionforCarriagebyAir（the
WarsawConventionofl929)．

Ｃａｒ『ｉａｇｅｂｙＬａｎｄａＩｍｄ
ＭｕＩｉｉｍｃ“ｉＴ『a胴slp。『ｉ

6７

°Thirdly，ＴｈｅＩａｗｏｆｃａｒｒｉａｇｅｂｙｌａｎｄｃｏｍｐｒｌｓｅｓ
ｔｈｅＲａｉｌｗａｙＡｃｔｏｆｌ８９０ａｎｄＭｏｔｏｒVehicIeLaw，
１９６４etc．

．MultimodalTransportrefertoatransportsystem

operatedbyonecarrierwithmoremodeso
transportunderthecontrolofoneoperator.．

・NotyetMultimodalTransportLawbuｔａｓａ
ｍｅｍｂｅｒｏｆＡＳＥＡＮ，ＡＳＥANAgreementon

MultimodalTransportisbound、
６８

－１３１－



Ｃｏｍｐａｎｙ
｡ＴｈｅＭｙａｎｍａｒＣｏｍｐａｎｉｅｓＡｃｔｌ９１４，coversthe
procedureaspectofcompanyformationforalltypes
ofcompanies・Therearesomeamendments(1955,
1959,1989,1991）butthebasicprinciplesarethe
sameastheotherCommonLawCountries、

o-Companyregistrationandpermiｔｔｏｔｒａｄｅｉｓ
ｒｅｑｕｉｒｅｄ

．－Ｃｏｍｐａｎｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｂａｓｅｄｏｎ
Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ，Articles，ＡＧＭａｎｄＲｅｔｕｍｓａｎｄ

ｕｎｄｅｒＣｏｍｍｏｎＬａｗｐrinciples、Thereisnospecial
penalprovisionsforcorporatecrimeexceptPenal
Code１８６０．

・ＳｐｅｃｉａＩＣｏｍｐａｎｙＡｃｔｌ９５０ｉｓｔｏｇｏｖｅｍｔｏｇｅｔｈｅｒ

ｗｉｔｈＭｙａｎｍａｒＣｏｍｐａｎｉｅｓＡｃt，ＪＶｓａｒｅｔｏａｐｐｌｙ、６９

Pa『ｍｅ『Ｓｈｉｐ

･ＴｈｅＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐＡｃｔｌ９３２ｉｓａｌｓｏ

ＣｏmmonLawrootedIegisiation．

oPartnersarejointlyandseverallyliablefor
theactofthefirmS25

7０
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ＴｈｅＡ『ｂｉｔｒａｔｉｏｎＡｃｔｌ９４４

回TheArbitrationActisbasedupontheEnglishArbitrationlaws
enactedｉｎ１９４４．

回TheMyanmarArbitrationActprovidesfortheappointment，
powersanddutiesofarbitrators，Courtsupervisionand
enforcementｏｆａｎａｐｐｅａｌｆｒｏｍｔｈｅａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎａｗard・

回Thefollowingisamodelofarbitrationclausecommonlyused
incommercialcontractsinMyanmar・

Wlntheeventofanydisputesarisingbetweentheparties画

tothisagreement，whichcannotbesettledamicabIy，such
disputeshallbesettledintheUnionofMyanmarby
arbitration，throughtwoArbitrators，ｏｎｅｏｆｗｈｏｍｓｈａＩｌｂｅ
ａｐｐｏｉｎｔｅｄｂｙｔｈｅpurchaserａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｂｙｔｈｅｓｕｐｐＩｉｅｒ・
Shouldthearbitratorsfailtoreacｈａｎａｇｒｅｅｍｅｎｔ，ｔｈｅｎｔｈｅ
ｄｉｓｐｕｔｅｓｈａｌｌｂｅｒｅｆｅｒｒｅｄｔｏａｎｕmpirenominatedbythe
arbitrators，Thearbitrationproceedingsshallinallrespects
conformtotheMyanmarArbitrationActl944(MyanmarAct
No・ＩＶｏｆｌ９４４）oranysubsistingstatutorymodifica刺on
thereof"．

TheArbitrationActl944‐（２）

oRelatingtotheenforcementofforeignarbitral
awards，ＭｙａｎｍａｒｈａｓａｄｏｐｔｅｄｔｈｅＧｅｎｅｖａ
Ｐｒｏｔocoll923onArbitrationclausesanｄｔｈｅ

ＧｅｎｅｖａＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎｌ９２７ｏｎｔｈｅｅxecutionof

foreignarbitraIawards・ProtocoIprovidesforthe
recognitｉｏｎａｎｄｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔｉｎＭｙａｎｍａｒｏｆ
ｆｏreignarbitralawardsmadeinsignatory
countriesandgrantsreciprocalrightsfor
enforcementoｆＭｙａｎｍａｒａｒｂｉｔｒａｌａｗａｒｄｓｉｎ

ｔｈｏｓｅｓignatorycountries．

7２
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LａｎｄＬａｗｓ

°Generally，ＬａｎｄｉｎＭｙａｎｍａｒｉｓｏｗｎｅｄｂｙｔｈｅ
Ｓｔａｔｅ

oAforeigninvestorcanobtainrighttousethe

Iandineitherofthefollowingtwoways．

－Obtaininglanduserightunderaleasefrom
eitherthegovemmentorprivatecitizen

approvedbythegovemment

-Landuserightarecontributedtoajointventure

byagovemmentagency

7３

ＣＯｎｃＩｕｓｉ◎、

・Ｔｏｄａｔｅ，ｐｒｉｖａｔｅｓｅｃｔｏｒｉｎＭｙａｎｍａｒｅｃｏｎｏｍｙｉｓ

ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙｄｅｖｅＩｏｐｅｄｕｎｄｅｒｔｈｅｇｕidanceofnew

economicpoIicy．

．Theabovementionedlawsarepromulgatedafter

l988topromotetheprivatesectorinMyanmar

economy・Ｔｈｅｎｅｗｌａｗｓｗｈｉｃｈａｒｅｄｅｓｉｇｎｅｄｔo
fruitfullycreateamarketorientedsystemandto

promote，encourage，ａｎｄｔｏａｉｄｔｈｅｐｒｉｖａｔｅｓｅｃｔｏｒ

ｏｆＭｙａｎｍａｒｅｃｏｎｏｍｙ、

TheoIdIawsrelatingtoBusinessarementionedin

Annexurelofthispaper、
７４
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．Ｍｏｒｅover，pre-independencestatutory
lawsrｅｌａｔｉｎｇｔｏｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｍａｔｔｅｒｓａｒｅ
ａppliedtocommercialtransactions，ａｎｄ
ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍａｒｅｍｏｄｉｆｉｅｄｉｎｌｉｎｅwith

presentdayeconomy・Ａｍｏｎｇｔｈｅｐｒｅ－
ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｌａｗｓ，ｔｈｅＣｏｎｔｒａｃｔＡｃｔｏｆ
ｌ８７２ｈａｓｔｈｅｓａｍｅｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｔｈａｔｏｆｏｔｈｅｒ
ＣｏｍｍｏｎＬａｗCountriesapplyrelatingto
theLawofContract、It1sprinciplesrelating
tooffertheacceptance，consideration，
formation，ｔｅｒｍｓａｎｄｂｒｅａｃｈｏｆｃｏｎｔｒａｃｔ
ａｒｅａｌｍｏｓｔｔｈｅｓａｍｅｗｉｔｈｏｔｈｅｒｃｏｕｎｔｒｉｅｓ

7５

Ｕｎｔｉｌｎｏｗ，ｔｈｅｒｅｉｓＩａｃｋｉｎｇｓｏｍｅｉｍｐｏｒｔａｎｔ

laws,suchas-CompetitionLaw，lntellectuaI

PropertylawProductLiabilitylaw,are

necessaryfOrsupportingthiseconomic

opportunities，thoughthereisCommonLaw

systemofprotectionforlP・ArbitrationAct

l944isstilldominａｎｔａｎｄＮｅｅｄｓｔｏｓｉｇｎ

ＮｅｗＹorkConventionl958。

7６
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。Wecanexpectthatoureconomic
relationswithothernationswill

developnearfuturewithliberalized
tradepolicyandsupplementedlaws-

ThcW1kyoU
qnd

eoodLUck
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BusinessOrganisation

MyanmarCompaniesAct,１９１４．

MyanmarSpecialCompanyAct,１９５０．

PartnershipAct,１９３２．

TheCo-operativeSocietyLaw（9/92）

PrivatelndustrialEntelpriseLaw(1990）

TheLawRelatingtoOverseasEmployment(3/1999-）

ElectronicTransactionsLaw(5/2004）

TheLawRelatingtoPrivateHealthCareServices(2007）

ＭｙａｎｍａｒＡｃｔｓａｎｄＬａｗｓ

TheUnionofMyanmarForeiglhlvestmentLaw(1988)(Tobereplaced

soon）

TheMyanmarCitizenshwestmentLaw(1994）

TheState-ownedEconomicEntelprisesLaw(1989）

ContractAct，1872．

SaleofGoodsAct，１９３０

(1)

１
１
１
１

２
３
４
５

１
１
Ｉ
Ｉ

ＡＩｍｅｘｕｒｅ、１

(6)

(7)

(8)

(9)

(10）

(11）

(12）

(13）

TheFinanciallnstitutions

NegotiablelnstrumentsAct，１８８１．

MyanmarlnsolvencyAct,1920．

ForeignExchangeRegulationAct,１９１７．

TheFinanciallnstitutionsofMyanｍａｒＬａｗ(1990)(Amendmentl994）

TheCentralBankofMyanmarLaw(1990）

SavingBankLaw(1992）

TheMyanmarAgricultureandRuralDevelopmentBankLaw(1990）

TheMyanmarlnsuranceLaw(1993）

ThelnsuranceBusinessLaw(1996）

TheMyanmarAgricultureandRuralDevelopmentBankLaw(1990）

(14）

(15）

(16）

(17）

(18）

(19）

(20）

(21）

(22）

(23）
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(24）

(25）

(26）

(27）

(28）

Arbitration

ArbitrationAct,1944．

Arbitration(Protocol＆Convention）Act，1939.

IntellectualProperty

MyanmarCopyrightAct,１９１４．

１Vb/anmarPatents＆Desigl(EmergencyProvisions)Act，

MyanmarMerchandiseMarksAct,１８８９．

Revenue＆taxation

(29）LandandRevenueAct

(30）LandandRevenueRegulation,UpperMyanmar

(31）RevenueRecoveryAct,1890．

(32）SeaCustomsAct，1878．

(33）LandCustomsAct,1924.(Amendmentsl956,1959）

(34）MyanmarlncomeTaxLaw,1974.(Amendment2006）

(35）ProfitTaxLaw,1976.(repealedSept2011）

(36）MyanmarStampAct,1935．

(37）TheBurmaExciseActl917

(38）CommercialTaxLaw(1990)(Amendmentl991,2006）

(39）TheTariffLaw(1992）

(40）CourtFeesAct,1870．

(41）MyanmarStampAct（Amendmantsl959,1990）

1946.(notoperative）

TransportLaws

(42）BillsofLadingAct,1856．

(43）MyanmarRegistrationofShipsAct,l841anditsAmendment，1986．

(44）ConventionsonNavigationAct,1952．

(45）MyanmarCarTiageofGoodsbySeaAct,1925．

(46）MyanmarCarTiagebyAirAct,1935.
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(47）

(48）

(49）

(５０）

(51）

(52）

(53）

(54）

MyanmarAircraftAct,l934

LawAmendingtheMyanmarAircraftAct(6/2004）

MyanmarAircraftRules，１９３７．

MyanmarAirwaysCoIporationAct,1952．

CarTiersAct,1865．

RailwaysAct,1890．

MyanmarFiveStarShippingComorationLaw,１９６４．

MerchantShippingAct,1894.

TransferoflmmoveableProperty

(55）TransferofPropertyAct,１８８２

(56）RestrictionofTransferoflmmoveablePropertyLawl987

(57）LawAmendingTransferoflmmoveablePropertyrestrictionLaw(l/2005）

(58）

(59）

(60）

TheLandAcquisitionActl894

LandAcquisition(Mines)Act,1885．

RegistrationAct,1909.

LaborlawsinMyanmarare：

(1)ＢａsicRightsandDutiesofWorkersLaw,1964

(2)DockLabourersActl934

(3)EmploymentandTrainingAct,1950

(4)EmploymentRestrictionAct,1959

(5)EmploymentStatisticsAct,1948

(6)FactoriesAct,1951

(7)TheLeaveandHolidaysAct,1951(Amendmentsl958,1963）

(8)MinimumWagesAct,1949

(9)PaymentofWagesAct,１９３６

（１０）SocialSecurityAct,1954(Newlawinprocess）

（11）ShopsandEstablishmentsAct,1951

（12）TradeDisputesAct,1929

（13）TradeUnionsAct（Amendmentl959）
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TheLawRelatingtoAquaculture(1989）

TheMyanmarMarineFisheriesLaw(1990）

TheFreshWaterFisheriesLaw(1991）

BusinessTransactionLaws

TheScienceandTechnologyDevelopmentLaw(1994）

PromotionofCottagelndustriesLaw(1991）

MyanmarHotelsandTourismLaw(14/1993）

TheForestLaw(1992）

Ｌ
２
ａ
４

Fishries

TheLawsrelatingtoFishi､gRightsofForeignFishingVessels（1989）
旬
●
●
■

｛
●
へ
‘
）
一
”
【
叩
）
『
，
●
〃
，
（
〉
へ
叩
〉

(14)Workmen1sCompensationAct,1923(Amendment6/2005）

(15)FatalAccidentActl855

NaturalResources/Mining

PetroliumActl934

TheMyanmarMinesLaw(1994）

TheMyanmarGemstonesLaw(1995）

LawAmendingtheMyanmarGemstonesＬａｗ(8/2003）

TheMyanmarPearllndustriesLaw(1995)．

FertalizerLaw2002

PesticiteLawl990

PlantPestQuanrantineLawl993

NationalDrugLawl992

NationalＦｏｏｄＬａｗｌ９９７
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1９． TheMyanmarSpecialEconomicZoneLａｗ２０１１，etc./／
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1．

2０１１

２

2０１２

ＮｅｗＭｖａｎｍａｒＬａｗｓ

２０１１

LawsapprovedandenactedbytheUnionParliament(PyidaungsuHluttaw)inits
second，AugusttoNovember2011

Subiect：

9．

－１４１－

3．

4．

6．

8．

ＮＣ

5．

7．

1０

１１

1２

1３

1４

1５

DateofApproval

29-9-2011

29-9-2011

29-9-2011

29-9-2011

29-9-2011

5-1-2011

１１－１０－２０１１

1８－１０－２０１１

'８－１０－２０１１

1８－１０－２０１１

4－１１－２０１１

２１－１１－２０１１

3０－１１－２０１１

2-12-2011

2-12-2011

ＮａｍｅｏｆｔｈｅＬａｗ

LawRevokingtheRevcnuel,”

LawAmcndingMyanmarStampAct

LawAmendingtheCommercialTaxl,”

LawAmcndingthelncomeTaxL銅

LawAmendingtheCourtFeesAct

LawAmendingtheI;nionElectionCommission
Ｌａｗ

LabourOrganizationLa珊
一

LawAmendingthcPcop1e，sParliamentElection
Lam

NationaiParliamerltElectionL”

1,awAmendingtheDivis;onRegionalorState
ParliamenlElectionla刑

LawAmendingtheRegistrationofPolitical
ParticsL”

TheLawRevokingthel964LawDenningthe
FundamentalRi2htsandResponsibilitiesoftheｰ

People，sWorkers

MicrofinanceLavb

PrivateSchoolsRcgistrationL”

PeacefUll)cmonstrationandPeacefhlAsscmb1cｄ

I,a明

Remarks

UnionParliamCnt

ＬａｗＮｏ．’/2０１１

UnionParIiament

ＬａｗＮｏ､２/2011

UnionParliament

ＬａｗＮｏ､３/2011

UnionPalliament

ＬａｗＮｏ､４/2０１１

UnionParliament

ＬａｗＮｏ,５/2０１１

UnionParliament

ＬａｗＮｏ,６/2０１１

UnionParliament

ＬａｗＮｏ,７/2０１１

UnionParliament

ＬａｗＮｏ､８/2０１１

UnionParliamcnt

ＬａｗＮｏ､９/2０１１

I;nionParliament

LawNo・１０/2０１１

UnionParliament

LawNo,１１/2011

Ｕ堀ionParliament

LawNo､１２/2０１１

Ｕ､:onParliamcnt

LawNo,１３/2０１１

UnionParliament

LawNo,１４/2011

UnionParliament

LawNo､１５/2０１１



ＮｅｗＭｖａｍｎａｒＬａｗｓ

Subject：
thirdsession，

２０１２

LawsapprovedandenactedbytheUnionParliament(PyidaungsuHluttaw)inits
FebruarytoApril2012．

25-2園2０１２

25-2-2012

２

20-3-2012

３

４ 20-3-2012

。 29-3-2012

６ 30-3-2012

７ 30-3-2012

３ 31-3-2012

９ 1-4-2012

1０ 2-4-2012

1１ 3-4-2012

/／

WaI･dandVillageAdministrationAct

UnionSupplemcntaryBudgetAllocationL”

(2012）

UnionElcctionCommissionI‘aｗ

NationalPIanningLawfbrfinancialYear2012‐
2０１３

Labourl〕isputesSettlementAct

UrlionBudgetLaw2012

WardandVillageAdministrationAmendingAct

FamiliesofDisabIedorDeceasedSoldie1.ｓ

SuppoItingAct

EnvironmentProtectionAct

Vacant,FaIlowandVirginLandManagement
Ａｃｔ

FarmlandAcl

－１４２－

UnionParliament

LawNo,１/2012

UnionParliament

LawNo､２/2０１２

UnionParliament

LawNo､３/2012

UnionParliament

LawNo,４/2０１２

UnionParliament

LawNo､５/2０１２

じnionParliament

LawNo､６/2012

UnionParliament

LawNo､７/2012

UnionParliament

ＬａｗＮｏ､８/2０１２

UnionParliament

ＬａｗＮｏ､９/2０１２

UnionParliament

LawNo・１０/2012

UnionParliament

LawNo，１１/2012



＜講演Ⅱ＞

｢外国投資法について」

元ミャンマー最高裁判所研究国際関係部長・弁護士

Ｍ9．ＨｔｉｎＺａｗ（ティン。ゾウ）

○司会第２部は，予定を変更いたしまして，ティン。ゾウさんから外国投資法について

のプレゼンテーションをいただきます。当初は「司法手続について」ということでプレゼ

ンテーションをいただく予定でしたが，皆さまのニーズの高い分野に特化したほうがよい

だろうということで，テーマを変えさせていただきます。ティン。ゾウさんは，現地で外

国投資法のドラフティングにも関わっております。

また，外国投資法のプレゼンテーションで使用される資料についてですが，急遼テーマ

が変更になったため皆さまのお手元にはございません。その資料につきましては，ＩＣCLC

（財団法人日本民商事法センター）のパンフレット裏面にメールアドレス，ホームページ

のアドレスが書いてありますので，そちらにお問い合わせいただければ後ほどお配りいた

します。

それでは，ティン・ゾウさんから御講演をいただきます。テーマは「外国投資法につい

て」です｡今日は実務家の観点から非常に有意義なお話が聞けるものと期待しております。

では，よろしくお願いいたします。

○ティン・ゾウ皆さま方，こんにちは。ありがとうございます。

皆さま，私の方からは,私どもの外国投資の慣行についてお話をしたいと思っています。

そしてまた，誘致に対する取組をお話したいと思います。外国の投資家の方々，ぜひとも

ミャンマーに投資をしてくださる際，どうすべきか，ということを御理解いただければと

思います。

ミャンマーという国は随分変わりました。かつてとは違います。例えば私どもミャンマ

ーの憲法第３５条では,明確にミャンマーの経済体制,市場経済体制であると躯っています。

したがって私たちは，国を発展させるためにはこれまでの考え方を変えなくてはいけない，

我々のこれまでの姿勢を改めなくてはいけないと思っています。私どものこの民主的な社

会に合わせて変えなくてはいけないと考えています。この新しい憲法は，２０１１年１月３１

日，２０１０年１１月の総選挙の後に発表されました。これによって，新たな時代が到来した

と思っています。新しい大統領，テイン・セイン大統領は，２０１１年３月３１日に就任し，

同時に就任演説の中で次のことを言っています。これまでのように，もはやミャンマーは
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統治者によって経済体制が決まることはない。また縁故主義などはなくなる。またさらに

は贈収賄というものは一切許されない，と言いました。また同時に大統領は，これからい

ろいろな措置を図っていかなくてはならない，かつ努力が必要だと言いました。例えば法

制化，法による統治，また国の基礎インフラの整備などが必要だと言いました。また同時

に，私どもの既存の法律，そしてビジネスセクター，これを改めなくてはならないという

ことも言いました。これは急務であると言いました。それに従い，既存の法律を今現在改

正しています。そして，これらの法律は，これからの私どもの民主的な制度にのっとった

ものになります。ですので，法律すべてを変えることになるでしょう。ほとんどすべての

法律を変えなくてはならないと思います。したがって，これまでのものとは大きく様変わ

りします。考え方においても変わります。私たちはこういったことをしなくてはなりませ

ん。ですので，非常に速いスピードでやっています。私たちはもはや立ち遅れることは許

されません。まずは法による統治が必要です。それが実現して初めて発展がありますので，

すぐれた法律がまず必要です。我が大統領はそのようなことを自ら言っています。大変な

紳士であり，私も大統領を大変信頼していますし，国民も信頼しています。国民こそが，

このような政府をもともとつくり出したのです。こういった姿勢を生み出したのです。で

すので，かつてのミャンマーとは大きく変わると思います。

こういった理由から，私たちは外国投資法を制定しなくてはならないと思います。また

既存の外国投資法，これを改正しなくてはならないと思います。現在の外国投資法，悪い

ということはありませんが，さらなるインセンティブをそこに加えていきたいと思ってい

ます。外国人投資家に対するインセンティブをもっと提供したい，かつ外国投資に対する

説明責任をもっと持てるようにしなくてはならないと思います。こういったアカウンタビ

リティ，説明責任，これが最も重要な要因ではないかと思っています。この外国投資，こ

れこそが必要です。このようなアカウンタビリテイなくして，そのような保証がなければ，

ミャンマーに投資する人などいないと思います。インセンティブだけでは不十分です。し

たがって，私どもは既存の法律を改正し，よりよい外国投資法にしなくてはならないと考

えます。外国投資家は，そのことをいろいろ学んでいかなくてはいけないでしょう。

例えばミャンマーは，非常に豊かな国であり，ぜひ投資を検討していただきたいと思い

ます。ミャンマーは，6,400万人の人口があります。ヤンゴンだけでも４５０万人です。そし

て，ほとんど手つかずの自然資源があります。そして，比較的教育水準の高い労働力があ

りますし，非常に安い賃金です。また，ミャンマーは地域においても，戦略的な位置にあ

ります。また，アジアの中でも，非常に海・空のアクセスがよいです。100％外資企業の設

立も可能で，皆さんよく御存知のイギリスの法律及びイギリス植民地時代のインドの法律

に基づいたビジネス構造，また商業法を有しています。

ただ，こういった古い法律は英国が植民地として統治していた当時に公布されたものです。

それでも依然として今でも使えるものもありますし，まだ残っているものがあります。ほ

とんどのものは非常に公正な条項となっていますが，しかし近代的とは言えないかもしれ
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ません。我々の現状を踏まえ，ミャンマーの国情を考えるに，これを使うことは今でも可

能だと思っています。

ほとんどのミャンマーの人たちは，英語が話せます。非常に堪能です。英語は広く使わ

れており，特に外国の方と接した場合には英語が使われます。したがいまして，コミュニ

ケーションは非常に容易であると思います。英語という言葉を媒体にして，コミュニケー

ションは容易であると思います。したがって皆さん，例えばミャンマーの人たちを雇った

ならば，容易にコミュニケーションが可能であると思います。お互いに情報のやりとりは

簡単にできると思います。また非常に勤勉であり，英語を話せる，そういった社員，従業

員を獲得することが簡単にできるのではないかと思います。

そして，外国投資法，外国投資法のもとでのインセンティブの紹介をする場合，えてし

てこの話をよくします｡ASEANに加盟をしており，これは我々にとっての一つの特権です。

そういった路線をこれからもたどっていきたいというふうに思っております。

さて，私たちの経済上の優先課題についてお話したいと思います。1988年，ミャンマー

政府は非常に大きな経済改革を進めてまいりました。当時,私たちは経済的な立場を改め，

そして新しいリベラルな貿易政策を打ち出し，ミャンマー経済の発展を目指しました。そ

こで四つの経済目的というものが打ち出されました。今現在の政府が打ち出しているもの

であり，ここに書いてあります。

まず農業を基本として発展をしつつ，すべての経済セクター全体を発展させる。そして

市場型経済制度の進化を図る。経済の発展を目指す。その中には，例えば技術的なノウハ

ウ，また国内外からの投資を誘致する形で，経済を発展させるというものです。またもう

一つ，あくまでも国が，経済を形成し，国民が経済を形成すべきであるということを書い

てあります。これが私どもの四つの経済目的です。ミャンマーが採択している四つの目的

です。

外国投資政策についてですが，１９８８年後半から，政府は，外国投資を積極的に奨励して

きました。外国投資政策の主な目的は，資源配分における市場制度の適用，民間投資及び

起業活動の奨励，並びにミャンマー経済を海外との取引，外国投資に開くことです。これ

らには，大規模な投資を必要とする天然資源の開発，ハイテクの獲得，多額の資本を要す

る製造業，サービス業の開発，地元の雇用の創出，省エネの促進，そして地域開発が含ま

れています。これらが外交投資政策であり，政府は，これらの分野において外国投資の大

きな潜在的可能性があり，民営化プログラムも考えています。

そして，次に現在の法制度ですが，ミャンマー連邦の法制度は，慣習法的家族法，イギ

リスのコモンロー及び近年のミャンマーにおける法律が独自に結合したものです。ミャン

マーにおけるイギリスの慣習法，制定法の原則は，もともとは英連邦法典である英領時代

のインド制定法にあります。これらのインド制定法には，仲裁法，会社法，契約法，商工

法，一般条項法，手形法，登記法，物品売買法，財産移転法，信託法，民事・刑事訴訟法

などが含まれています。当時のイギリスの'慣習法，制定法に基づき，それを組み込んで制
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定されています。しかし間もなく，こういう法律を改正する予定になっています。現在に

合ったような新しいものにしようというふうに思っているのですが，それにはしばらく時

間がかかるかもしれません。今のところ，適用される制定法が見当たらないような事件の

場合に，裁判所はミャンマーの一般法を適用します。一般法というのはイギリスの1慣習法

に基づいて，ミャンマーの判例法によって形成されたものです。すなわち最高裁の判例集

がベースになるわけですが，毎年そういうようなものが蓄積されています。そして，それ

を当該ケースに適用するわけです。しかし適用し得る関連一般法令が見つからない場合も

あります。そういう場合には，ミャンマーの裁判所は公平・公正・良心にのっとって事件

を審判しなければなりません。これが，コモンローがどういうふうに適用されているのか

ということを示したものであります。法律に基づいて，まずは裁定するということ。つま

り，法律があるのであればそれに従って裁定をするということが示されているわけです。

しかしながら法律がないような場合もあります。例えば'慣習的な問題について制定法がな

いというような場合，いわゆる'慣習法が法律としての力を持っているというような場合が

あります。つまり，制定法ではないのですが，慣習法として認められているようなものも

あるわけです。そういうような慣習法が適当であるというふうに考えた場合には，それを

適用するということになるわけです。

ミャンマーの慣習法ということ，これはもちろん，もともとはイギリスのコモンローが

ベースになっているわけですが，そこからいろいろと派生して作られているものがありま

す。イギリスというのはもちろん外国ですが，伝統であるとかそういうようなものの研究

が，そのままミャンマーの慣習になっていったわけです。もちろん，王政時代にも法律と

いうのがありましたが，非常にユニークなものであったと思います。そして現在，私ども

の法律の独特な特徴ともなっているわけです。ダマタッというのがあり，いわゆる慣習法

です。それから刑事法があります。そして最高裁においてもピャットンという判例集が適

用されていました。それは王政時代の話です。したがって,、いわゆる民事におきましても

刑事におきましても，古代から同じような原則でもって裁定に適用されてきたわけであり

ます。もちろん現在の法律というのは，非常に近代化されていますが，適用される法律が

ない場合，判例もないというような場合には公平な原則に従って審判するということです。

つまり法律があるのであれば法律，そして，もしそれがないというのであれば判例に従う

ということです。しかしながら法律もない，判例もない場合，裁判所は，公平・公正・良

心にのっとって審判するということになります。そういたしますと，裁判官の裁量がそこ

に関与するということになるわけです。ですから，ベースとしては非常にしっかりしたも

のがありますが，その事件に関しての法律や，判例，あるいはルールがない場合には，他

の国の法律を研究します。そして判例も研究するわけです。それが多分公平だと考えられ

るからです。例えば日本の法律を参考にする場合もあります。それをミャンマーで適用で

きるかどうかというような可能性も考えて決定をするということになるわけですが，そう

いう意味では裁判所にかなりの裁量が与えられていることになります。現在においては，

－１４６－



例えば英国法，特に契約に関連するようなもの，この裁定というのは英国法，あるいはイ

ンド法，あるいは外国の法律に従ったような，そういう裁定が行われていることがありま

す。そういうようなことが一緒になっていわゆる契約法というものが形成されている，私

たちはそのやり方というのが非常に公正であるというふうに考えているわけです。コモン

ローを適用しているという原則はそこにあるわけです。

外国の投資家に対しては，どういうようなインセンティブ，奨励策が講じられているかと

いうことですが，これは合弁であろうと100％外資の企業であろうと，ミャンマーにおいて

製造する，あるいはサービスを提供するという場合，外国投資法がもとになります。そう

いった企業の場合，創業の年を含む３年間，続けて所得税が免除されます。これを「タッ

クスホリデー」というふうに呼んでいます。しかしながら，新しい法律ではこれが５年に

なるのではないかと思います。今それを検討中です。さらに，恐らく以下のような奨励策

も認められる可能性があります。これは予備資金として保留されている利益に対する所得

税の免除，これは１年以内です。それから，減価償却の加速です。これは機械や設備，建

屋などです。ただし，この場合にはミャンマー投資委員会が認定するということが必要に

なってきます。それから輸出及び生産によって得た利益の５０％までが免税となります。そ

して，外国人従業員の所得税を払う権利を付与し，またその支払額を控除します。こうい

うようなものが法律の中で奨励策として定められているわけです。研究開発に必要な場合，

ミャンマーの中でそういうものを行うのに必要であるといった場合の外国人従業員の所得

税を払う権利を与えています。そして，創業の年を含む３年間，続けて所得税の免税とい

うようなものが定められています。それから輸出を目的とするような製品に関し，奨励策

が示されています。また，ビジネスで使われているような様々な機器や，そういうような

ものに対して，また，ミャンマーにおける事業に関連して，実際に発生した研究開発費を

控除するであるとか，工場の竣工後，操業生産の開始から３年間の間は，原材料の輸入関

税その他の諸税の減免措置を行います。それから先ほどの点ですけれども，事業のための

工場等の建設機械において，実際に必要となる機械装置。機器，スペアパーツなど，また，

原材料を輸入した場合の輸入関税，その他国内諸税の減免措置が行われています。これら

の奨励策は，外国投資委員会で認められています。きちんとしたルールで適用されていま

す。これは外国投資法第２１条に規定されています。

このような税の減免に加え，外国投資法は，国に投資をする企業に対し，３０年まで土地

のリースができると定めています。そしてその場合には，関税と国内税が免除されるとい

うことです。その際には，総務省から輸入ライセンスを導入しなければなりません。新し

い法律では，これが５０年に変わる予定です。５０年まで賃借できます。現在の法律の下では

政府からの賃借のみが許されていますが，新しい法律では，同時にまた個人，民間の所有

者から賃借することが可能になります。そして，私どもの国にそのようなことを前提に投

資することが可能になります。したがって，そういった既存の法律に対する変更が加わっ

ていくことになるでしょう。時間があればもっと詳細を申し上げられると思いますけれど

－１４７－



心

それからまた外国投資法は，外国投資法のもとでの外国投資は国有化されることはないと

いうことを保証します。またさらに，外国投資家が本国に送金する権利があるということ

です。つまり，外国投資家がミャンマーにおけるビジネスを終えた後，外貨を持ち帰るこ

とを可能としています。また，外国投資法のもと，会社の外国人の社員が本国に送金する

こと，つまり自分たちの貯蓄を送金することを可能にしています。

会社法に基づいて，もう一つの手続が可能です。外国投資家が少額の投資をする場合，

外国投資法の手続を踏みたくない場合は，ミャンマー会社法のもと，ミャンマーでビジネ

スをする他の方法があります。ミャンマー会社法は非常に古く，１９１４年の法律で，また会

社規則，１９４０年に制定されました。会社法というのは，国内又は外国企業が，ミャンマー

で事業を展開したい企業の活動を統治するもので，他の英国の元植民地又は英国の会社法

に似ています。投資家はどちらかの選択肢を選ぶことができます。

いずれにしても取引には許可が必要です。個人，会社いずれもミャンマーに投資するこ

とが可能で，合弁会社の形態でも構いません。外国投資法では，新旧問わず，外国人によ

る投資を制約していません。したがって，ミャンマーで自由にビジネスを起こすことがで

きます。ただ，その場合，既存の会社法のもとでは２人のパートナー，株主が必要です。

単独でビジネスをしてはいけないということではありませんが，会社を起こす場合はパー

トナーが必要です。もちろん，ビジネスそのものは自由に単独で行うことも可能でしょう。

そのような解釈ができます。

さて，貿易取引の許認可申請をしなくてはなりません。同時にまた，会社を設立する場

合，その手続ないしは投資局のもとで登録をしなくてはりません。外国投資法のもとの許

認可，ですから取引の申請ないしは会社登録のための手続が必要です。これはあくまでも，

外国投資法の下，許認可が必要です。会社法の下での申請，これは所定の書式に基づいて

行わなくてはなりませんし，法律に基づいた手続を採らなくてはなりません。また同時に

政府は，例えば以下のような外国投資を奨励しようとしています。具体的には，特に発展

途上のような場所において，ゴルフコース，ビーチリゾート，観光客のための施設，遊園

地，レクリエーションセンター，サービス付のアパート，マンション，オフィスの複合施

設，インフラプロジェクト，例えば空港，道路，鉄道，電気通信施設など，こういったも

のを奨励しようとしています。私たちのところにリストがあります。そして，どういった

分野において皆さんが事業をできるかということが書かれています。これを読み上げます

とかなり時間がかかってしまいますので，これは皆さんに紙でお渡しようと思います。私

どもの資料をお渡ししますので，もっと細かいことを知りたい方は，ぜひそれをご御覧く
ださい。

ミャンマーの市民であれ，ないしは外国人，ないしは個人・企業であれ，いずれの当事

者も，経済活動を行う，ないしは起業をするといった場合政府が行う１２の経済活動が指定

されています。この１２の活動，これに関しては，外国人は一切かかわってはならない，あ
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くまでも政府が行うものとして指定されている，そういった経済活動があり，それ以外の

ものであればできます。これは１９８９年のＳＥＥ法という国営経済企業法のもとに規定され

ています。チーク材の開発，そして石油・天然ガス，それに伴う製品の製造等に関するも

の，真珠・ひすい，その他宝石の探鉱・生産，水産品，エビなどの製造，電気通信サービ

ス，空輸・鉄道輸送，銀行。保険業，それから放送。テレビサービス，金属探査．採掘及

び当該物の輸出，法律によって民間共同発電事業で認められた発電事業以外の事業，国の

安全保障・防衛に関連する製品の製造，これらはあくまで国のみが行うものと指定されて

いますが，新しい法律の中では，一部が例外として認められることになるでしょう。一部

は柔軟に民間でできるようになるでしょう。ただ，この新しい法律，まだ出来上がってお

りません。まだ国会を通過しておりません。今現在，審議中のものでありますので，です

ので私のほうから今現在，どうなるということははっきり断定することはできません。

幾つかの分野，例えば農業の生産，加工品など，作物の生産・加工，こういったものは

可能です。家畜や漁業，森林，鉱業，こういった事業の多くが，今後皆さんが携わること

ができる分野として考えています。たくさん資料がありますので，よろしければ，皆さん

ご一読いただければと思います。

外国投資法のもとで，許認可が与えられることが考えられます。そして，外国投資家の

中で外国投資法のもとに投資をするところ，これはすべて適切なる書式に基づいて申請を

し，そしてすべての承認を得るということが必要であります。そして，その際にはワンス

トップで，１カ所ですべての手続を行うことが可能になります。そういったワンストップ

の手続を行う体制ができております。かつては各省庁を回っていかなくてはなりませんで

した。そして，それぞれの箇所からいろんな許認可を得る必要がありましたけれども，今

は，ワンストップで，１カ所ですべての手続を終えることができるようなそういった手続

きを確立しております。

さて，大規模なプロジェクトにおいては，ぜひともこの外国投資法のもとでの投資を検

討していただきたいと思います。この外国投資法というのは，例えば税制優遇など色々な

インセンティブを用意しています。さもなければ，このような投資はかなり厳しい基準を

満たさねばなりませんし，そしてまた投資をするに際して厳しい条件を課されることも考

えられます。政府の持つ土地の賃借を必要とするようなもの，すべての国有企業との合弁

企業，これは必ず外国投資法の適用を受けることになります。また，合弁企業で，地元の

ミャンマーの市民ないしは企業，これは例えば１９９４年の市民投資法の下で権益・承認を得

ているようなそういったミャンマーの市民ないしは組織と合弁を組むところは，外国投資

法の下，許認可を得なくてはなりません。このような外国投資法の下での許認可をとらな

かった場合には，市民投資法の違反とみなされます。そしてその結果，この合弁会社，ま

たすべての株主は場合によっては罰金を科される，ないしはもっと深刻なことには政府の

ブラックリストに載ってしまい，その後，ミャンマーにおけるさまざまなベンチャービジ

ネスに携わることが難しくなってしまうということも考えられます。これが私たちの外国
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投資政策です。

この市場志向型のシステムを資源の配分において採用する，そしてまた民間投資，また

起業化活動を奨励する，またミャンマー経済を外国貿易，投資に対し開放する，そしてま

たさらなる促進・拡大を図っていくとそしてまた自然資源の採鉱，これは特に大がかりな

投資が必要なもの，ハイテクの起用，大規模な資本を必要とするような生産・サービス産

業の発展，地元の人々の雇用機会を創出する，省エネのための事業，地方の開発といった

もの，これが今後外国投資政策において重要とみなされています。

潜在的な外国投資家に対してより多くの指針を与えるために，８５の活動が外国の投資に

開かれているものとして特定されています。８５のタイプがあります。この章のアネックス

２にその分野が示されています。時間が限られていますので一々は申し上げません。

そしてまた，外国投資法に基づいて営業許可というものを獲得しなければなりません。

このリストの中に入っていない，つまり８５の活動に入っていないようなものでも，ミャン

マーとの間に相互の利益がある場合，認められることがあります。そして，外国人投資家

は，外国投資法のルールに従って決められた書式を使って申請しなければなりません。そ

してまた許可は，２年間の期間があり，その２年が終わった後，自動的に更新されるとい

うものではありません。これは法律の手続に，パラグラフ７記に示されています。

それでは，この新しい外国投資改正法についてお話をしたいと思います。ミャンマーの

改正外国投資法が７月４日に国会に再提出されまして，恐らく間もなく成立するのではな

いかと思います。いずれにしても可決されるというふうに思います。新しいものができる

わけです。私もその起草に関わったわけですが，もし新しいことがわかればお知らせした

いと思います｡.法案が７月に提出されましたが，少し時間がかかっていると思います。私

は，地元の企業にとっても外国投資家に与えられるのと同じような奨励策が必要であろう

というふうに思っています。外国投資家には，かなりの優遇策が付与されていますが，地

元の企業にとっては，羨望の的となっています。そうすると，そんな法律は作ってほしく

ないわけです。ですから，大幅に改正したいというような意向もありましたが，彼らは，

外国人投資家と同じ条件を，自分たちにも認めてほしいと望んでいます。つまり，外国投

資家が優遇され過ぎていると。これはなぜかといいますと，やはり外国人投資家に来てほ

しいからです。そうすることによって，ミャンマー経済を前進させることができるという

ふうに政府は思っています。政府は，今とても一生懸命です。

この提出されました法案の主な変更点は，土地の利用に関連するものです。すなわちテ

イン・セイン大統領が，６月１９日，国営テレビでの一般教書演説において，潜在的な投資

家に対して有効な法律や規制の重要』性を強調したわけです。国際規則に基づく必要法規を

再度策定し，すぐに外国投資法が議会に提出されると宣言しました。これまで色々な検討

をし，この後たくさんの法律が，次々と制定されるであろうというふうに‘思われます。こ

の新しい改正外国投資法案は，大統領の音頭の下に提出されたということです。

また，ミャンマー経済特区法案は，完成しています。今は各部門及び事業組織から意見
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聴取を行っており，その後，国会に提出される予定になっています。また，法案段階の金

融，税制，通商，投資，産業の各規則も改正されています。こうすることにより，ミャン

マー経済が投資家に対して門戸を開くという状況になっています。

追加改正では投資期間が変更されます。当初３０年間で１５年の延長期間が２回と定めら

れていましたが，当初５０年間で１０年の延長期間が２回となります。つまり，当初は５０年

間の投資期間，そしてその後１０年間の延長期間が２回認められるということになるわけで

す。ということになりますと，外国人投資家には70年間の投資期間が許されるということ

になります。しかし地元企業，地元の投資家は３０年しか与えられていません。今のところ

国民投資法は，手をつけていませんが，いずれ改正されることになると思います。改正法

によって，企業は少なくとも投資額の３５％を投入するか，または外国企業の全額出資子会

社としてミャンマー国内に設立することにより，ミャンマー国内のパートナーとの合弁事

業を設立することが可能になります。しかし，幾つかの分野は保護されたままの状態が続

くと思われます。ですから，外国企業の全額出資子会社には開放されないと思われます。

非常にまれな例外を除いて。

２０１２年のミャンマーの経済状況は以前よりも好転しています｡状況は随分変わりました。

投資あるいは経済の状態などを見ても，新しい変化が起こりつつあります。非常に急速に

変化が起こっています。ですから，潜在的な投資家が懸念をするべき状況はないと言えま

しょう。そして，非常によい投資状況であると言ってよいと思います。地元の企業が外国

人投資家に対して土地のリースをするような場合には，そのことによって利益を得て，地

元の人たちの利益に資することができるわけです。土地の所有者は政府からリースを受け

ているようなところがありますが，それを外国人投資家に対してサブリースすることがで

き，土地から利益を上げることができます。そうすることで，ビジネスを実施することが

できるわけです。ミャンマー外国投資改正法は，まだ成立していませんが，恐らく国民は，

これに備えなければいけないと思っています。日本の投資家の皆さんが進出してくだされ

ば，ほかの国の投資家も続くのではないかなと思います。といいますのは，たくさんの経

験をお持ちだからです。他の国はそういうわけにはいきません。他の国の中には条件をつ

けているようなところがあります。しかし日本は，ミャンマーに対して条件をつけるとい

うようなことはありませんでした。非常に善意を持ってミャンマーに接してくださいまし

た。政府が気に入ろうと気に入るまいと，常にミャンマーの人々のことを考えてくださっ

ていたと思います｡そういう意味で，日本の国民の皆さんに御礼申し上げたいと思います。

特に伝統という点では共通するところがあるのではないかと思います。優しくて，非常に

義理がたくて，誠意があると。非常に親切であると，こういうような資質というのは共通

のものだと思います。それは私たちの経済活動にも適用できるのではないかと思います。

私は皆さんにお話をしていますが，皆さんを友人として考えています。ここに来ても，と

てもくつろいだ気持ちになります。本当に国内でレクチャーをしているような気持ちにな

ります。本当に兄弟という感じです。ミャンマーを独占し，コントロールしようとするよ
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うな国もあります。しかし日本の人たちは非常に清潔かつ誠実ですので，ぜひやって来て

いただきたいというふうに思います。ぜひ，私たちもそれから政府も，皆さんに参加して

いただきたいというふうに思っています。大歓迎です。いつでも私の法律事務所に連絡を

とっていただきたいと思います。

まだ多国籍企業というのは，ミャンマーに投資をしていませんが，しかしながら，将来の

配当というようなことも考えて，これからは弁護士であるとかそういう人たちもやって来

ると思います。これまでいろいろなお付き合いをした方も，大変な関心を持ってらっしや

るということを言っていました。ともに協力しましょう。そしてともに豊かになりましょ

う。アメリカの制裁は１カ月前に解除されましたけれども，まだ大きな投資がやってくる

には少し時間がかかるかもしれません。でも，投資法は，もうすぐ議会を通過しようとし

ています。

今日は本当にご清聴ありがとうございました｡
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＜講演Ⅱ質疑応答＞

○司会

では，これから質疑応答に移らせていただきます。質問のある方は，挙手いただければ

私のほうで指名させていただきます。そうしましたら係の者がマイクを持ってお手元まで

うかがいますので，所属とお名前をいただいてから質問をお願いいたします。では質問の

ある方，いらっしやいますでしょうか。

○石川早稲田から参りました。大変内容豊かなプレゼンテーションをありがとうござい

ます。私の質問は国際法の利用に関するものです。一つめは，ミャンマーのさまざまな機

関における外国の法律の適用は，国際法のミャンマー法制度における位置づけ，これは適

用されるのか，執行されるのかということです。国内の判事が国内の裁判手続の中で起用

されているのでしょうか。

それから二つめ，裁判官は，国際法を参照しながら国内の法律の規制を解釈しているの

か，こういった国際法を念頭に置きながら国内法の解釈を積極的に行っていらっしやるの

でしょうか。

○テイン。ゾウ二つめからお答えしたいと思います。一部の法律，ほとんどの法律は国

際法に基づいています。国際条約など，また国際議定書に基づいています。例えば女性，

児童の権利，人身売買などなど，こういった，すべて国際法に基づいて，私たちは国内法

を制定しています。例えば，司法制度に関する国際法，例えば世界人権宣言１４条では，法

に基づいて設立され，独立した能力ある裁判所により，公平な裁判を受ける権利を定めて

います。また，ＩＣＣのガバナンスに関する規定，権利，これもまた適用されています。こ

れは，私たちの現在ある司法制度，法律の中に反映されています。残念ながら司法制度に

ついて，それぞれの法律における制度についてお話する時間がありませんでした。私のプ

レゼンテーションにありましたが，今申し上げたようなコンセプトに基づくものです。し

たがって，人権に関しては，私たちは国際法に基づいて行っています。既に申し上げたよ

うに法律がなければ，私たちは外国の法律を適用しなくてはなりません。それだけに，私

たちは国際法を適用しています。国際法というのはそもそもすべての国を対象にしていま

す。模範となるような，そういった法律です。これは遵守すべきであると思います。私た

ちはそれを尊重すべきでしょう。私たちが例えばそれらの締約国でなかった場合，これは

裁判官の裁量に基づいて，これに従う，従わないかを決めます。ですので，あくまでも裁

判官の裁量によります｡そういった締約国でなければ義務はありません｡例えば議定書や，

その他の締約国でなければ，あくまでも裁判官の裁量によることになります｡一般的には，

私たちは国際法に十分配慮しています。

最初の質問に関しては今の点でよろしいでしょうか。今のお答えで，もう一つのほうのど
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質問にもお答えしたことになるのでしょうか。

○質問者l私の理解では，幾つかの判例法があると。その中で，国際的な法律の原則，

ルールが言及されているものがあるのでしょうか。

○テイン・ゾウいや，それは非常にレアケースだと思います。ですので，国際法に基づ

いてどうこういうことは，非常に少ないと思います。特に国内法に関しては，ほとんどな

いと思います。例えば貿易をめぐる紛争，ないしはその他，もし必要とあれば，私たちは

国際法を参照することもあります。ですので，その問題に対する答えを出すに際して国際

法を検討することもあります。特に国内法がそれに矛盾するものとして存在しない限りに

おいては検討します。

○サクラギ大変興味深いお話，ありがとうございました。東京弁護士会に所属している

弁護士のサクラギと申します。土地法に関連して質問したいと思います。

土地の使用権ですが，この使用権は，土地の使用権を持っていないほかの全ての人が，

ある人の土地が誰に属しているかということを見るということができるかどうかというの

が一つ。

二つめに，土地の使用権の譲渡というのは，ミャンマーの国民間で自由に行われること

ができるのかということです。それがもし外国人になるとどうなるかということをうかが

いたいと思います。

○テイン・ゾウ土地は国有です。それを持っているのは国だけです。ですから，それ以

外のところで土地を所有できるようなところはないわけです。しかしながら，リースを受

けることはできます，政府から。それが外国人であろうと，あるいは国民であろうと，そ

れは，差別はありません。ですから，国有地ですので，国有地を政府がリースすることは

できるわけです。外国投資家に対して，外国投資法に基づいてリースすることはできるわ

けです。もし土地が国民にリースされる，そしてそれを使用することが許される，そうし

た場合には，リースされた土地は再使用できるわけです。つまり土地の使用というのが与

えられるわけです。土地を所有する権利とは違います。これは全然違います。政府は土地

をリースすることができます６ですから，政府からリースを受けることができます，政府

の土地に関して。そして，国民でリースを受けた人から，さらにリースを受けることも可

能です。そこのところはオープンです。しかし，かつてはそれを制限するような法律があ

りました。１年以上,外国人はリースを受けることはできないという定めがありましたが，

しかしながら外国投資法によってそれは廃止されました。ですから，これは財産移転法と

いうのがあるわけですが，現在の法律のもとで政府から土地をリースしてもらうことはで

きるわけです。しかし，その土地が既に政府から国民にリースされているといった場合に
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Iま，そこからリースを受けることができます。そして土地を使用することも可能です。で

すから，こういう移転法に基づいて移転も可能なわけです。つまり，リースもこの移転法

の中に含まれます。ですから，例えばテナントとして家を借り受けるということはできる

わけです。ただし，それをさらに再リースするということになりますと，その下にあるそ

の土地もサブリースという形で認められなければいけないわけです。ですから土地の利用

に関しましては，あたかもそれを所有しているかのどとく使用することはできます。そう

することで皆さんはミャンマーの土地を利用することができるわけです。もし投資された

場合には。

○質問者２それにつけ足して質問させていただきたいのですが，土地の所有権が国民に

認められていないということは先ほどの御説明で理解しました。リースの権利ですが，担

保のためにその土地の利用権をとることはできるか。つまり金銭消費貸借をした場合に，

それを守るために担保権を設定することがミャンマーではできるのでしょうか。

○テイン・ゾウ担保として使えます。土地は利用できます。今現在，土地を利用する権

利の許認可がありますけれども，ただ，投資という案件に関して，皆さんのビジネス，企

業が進出している，その場合には皆さんがリースで借りる，そこに家を建てる，そして土

地を好きなように使うことはできる。ただ，それはあくまでもビジネスに関連してという

ことでなくてはなりません。ビジネス目的の使用というふうに限定されます。ですので，

それを売却するとか，ないしはそれをほかの人に移転させるようなことはあってはなりま

せん。例えば，マンションをそこに建てること，そしてそれを売るというようなことはで

きません。例えば，建ててそこで賃貸料を稼ぐというのであればいいのですが，例えばオ

フィスをそこに建てた場合，オフィスを建てて，住宅ですとか，いろんなビジネスに関連

する施設であれば，そこに建てて利用することはできますが，法律のもとでは例えばその

期間が満了しなければ，外国人はそこで取引をすることはできます。それはあくまでもそ

の期間内であれば，これを例えば別の人にさらに移譲することは，可能だということにな

ります。でも，市民はどんな目的であってもそれができます。ただ，外国人の場合は５０年

間，最大７０年間，その土地を利用し，ビジネスをしている間に，例えばビジネスをほかの

人に譲る，許認可を得た期間内であればほかの人に移譲することができますが，あくまで

も外国人の場合はビジネス目的でなくてはなりません。国民はそういった条件がないので

すけれども，外国人はビジネス目的でなくてはなりません。ですから，例えば職員のため

のオフィスですとか住宅を建てるのであれば，これはビジネス目的ですので，いいのです

が，例えば町をそこに造るとか，そういったことはできません。もちろんマンションを賃

貸する等々の許認可をとっていればいいのですけれども，そういったビジネスではない場

合はできません。
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○石渡弁護士の石渡と申します。今の質問に関連してミャンマーの不動産について伺い

たいのですが，土地のリースというお話が出ていますが，ミャンマーにおいて土地と建物

は別々の所有権の対象となっているでしょうか。例えばリースした土地の上に建物を外国

企業が建てた場合に，その建物の所有権というのはどういうふうに扱われていますでしょ

うか。

○ティン・ゾウそれは，建てた人が所有権を持つわけです。しかしながら土地の所有権

までは持てません。よろしいですか。建てたら，建てたものについては所有権があります。

家を建てることができます，ビルを建てることができます，そして，もしこのビルがビジ

ネス関連のものであるならば，そしてミャンマーでビジネスをすることが許されているの

であれば，それはあなたのビルディングです。政府のビルディングではありません。しか

し，長期的に考えて，撤退したときにそれが残ってしまうというような場合には，外国人

が残した不動産は政府が押収することができるわけです。没収することができるわけです。

ビジネスをやっている限りはもちろん使うことができるし，それは投資家のものでありま

すけれども，３０年，５０年，去った後になってもそこでビジネスを全くやっていないという

ような場合，そういうような，撤退をしたような場合には政府が押収します。それは政府

のものになります。もちろん，もともと営業許可に付与された条件にもよってきますけれ

ども。

しかし，それがずっとそのままいくという保証はありません。というのは，今大きく変

わろうとしていますので。新しい外国投資法ができようとしていますので。だから確信は

ありません。どうなるかということを皆さんにお約束するわけにはいきません。新しい法

律ができれば変わってくるだろうということです。でも，外国人投資家にとっての見通し

は，将来ますます有利になると思います。いろんな規制が緩和されると思いますし，また，

たくさんの奨励策が提供されると思います。

○池内弁護士の池内と言いますけれども，本日うかがった外国投資法は，話を伺ってい

る限り，資本金を入れて大型の投資をするようなものには非常に向いているのかなという

ふうに思いますし，大規模な投資を導入するという意味では非常に有効だなと思いました。

一方で，日本の中小企業の投資について少しおうかがいしたいと思います。

かなり初期の中国投資の場合，日本の小さな企業，十分なお金のない企業が中国に投資

をする，あるいは中国で生産をするというような場合，英語に訳しやすいのですが，補償

貿易，Compensatorynade（コンペンサトリートレード）というのでしょうか，補償貿易

というものを使っていました。具体的にどういうことかといいますと，製造設備はほとん

ど無料で，免税で向こうの国に入れて，原材料は免税でお金も払わないで入れて，地元の

企業が作ってできたものを製品として日本企業に輸出すると。その間，原材料とか製品代

とか，お金のやりとりはしないで，ただ工場の人件費，製造にかかったコストだけ日本企
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業が払うというような仕組みを中国ではつくっていまして，そういったものが非常によく

使われていました。お金のない日本の中小企業が海外に投資するには非常にいいやり方で

す。また，こういうのは，保税区という形で保税区をつくればできるものなのですけれど

も，そういった保税区というようなやり方，あるいは先ほど言いました補償貿易というよ

うなやり方で，合弁会社とか，100％出資して会社をつくるわけではないですが，ミャンマ

ーの企業を利用して中小企業が製造するとか，こういったビジネススキームというのは今

あるのでしょうか。

○ティン・ゾウ私たちは，あくまでも，今は合弁という形態をとっています。ですので，

今現在は合弁手続をとっていることになります。ですので，そういったお金がないといっ

た場合には，今は合弁しかないと思います。ただ，投資家にとって，さほど大きな金額を

伴わない，例えば５０万ドルぐらいになると思います。恐らく日本の会社であればそのぐら

いは出せるのではないかと思いますが，しかし，もしそれも出せないといった場合には，

もちろん一緒になって，私など，ないしはミャンマーと一緒にやっていただければと思い

ます。例えば，もし私が会社を持っていたならば、一緒にやると合弁という形をとること

になると思います。初期段階，ないしは，どこの段階であっても法律上そうです。ただ，

この法律は非常に有利な内容になっていると思います。外国の投資家にとっては有利な内

容になっていると,思います。

ところで，ミャンマーにおける土地所有，グラントよってはリースされているものはス

クワッターランド，licenseland（ライセンスランド)，そしてまた，Ｐｅｒｍｉｔ(パーミット）

許認可に基づいて使用されている土地などといったいろんな分類があります。こういった

土地が政府によってリースされています。だれがその土地を保有する権利があるか。これ

はもちろん外国投資家に対するリースもあります。いったん土地が使用可能になったなら

ば，これをあたかも自分が本当の所有者であるかのどとく使用することは可能であります。

ですので，全く同じような形で土地を管理し，使用することは可能であります。したがっ

て，我が国の外国投資法の中にはこのようなトランスファーという言葉が書いてあります。

こういったことが近く実現すると思います。

○司会質問も尽きないところではありますけれども，そろそろお時間となりましたので，

ここで質疑応答を終了させていただきます。改めて，ティン・ゾウさんに拍手をお願いい

たします。

○ティン・ゾウありがとうございました。
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#蕊鐘議議 鍵蕊議議鍵謹鍵議議蕊謹議雲霧

Introduction

鴎需瀞欝需瀞需瀞錘蕊鍵識;識鰯蕊謹鍵識鍵鍵識蟻
己TheStateConstitutionoftheRepublicoftheUnionofMyanmar,Articie35of
theConstitutionciearlydeclaredthattheEconomicsystemoftheUniollis
malketeconomysystem．

．Thisnewconstitution，implementcdonJanuary31，２０:lafierlhegeneral‐
electioninNovembe１．２０１０.Thentheneweraisemelging、

二ＴｈｅｎｅｗＰｒｅｓｉｄｅｎｔＵＴｈｅｉｎＳｅｉｎｃａｍｅｔｏｏ航ｃｅｉｎＭａｒｃｈ３１，2011．HG
promptIydeclaredinhisinauguraispeechthat‘‘ｉｔｗａｓｎ〔）longerrul雛based
economicsystemandnomoreexercisingcronyismTherealsowast〔）beno
pelmitfbrgrafts､Healsoexpressedthat‘‘therearemanystepstDbetakenand
towoIkhard.,,Hismentionedstepsinciudinglegislationruleoflawandthe
couI1tIy，sbasicinftastructure，ＨｅａＩｓｏｃｏｍｍｉｔｔｅｄｔｈａｔｔｈｅｍｇｅｎｔｎｅｅｄｉｓｔｏ
ａｍｅｎｄｔｈｅｅｘｉｓｔｉｎｇｉａｗｓａｎｄｂｕsinesssector
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蓉麺I蕊蕊蕊蕊蕊議蕊識繊驚繋識蕊！蕊i蕊綴議漁蕊篭識蕊蕊蕊謹識蕊|；蕊総蕊鴬識繊驚識鯉総織鑑識＃

Ｆｏｒｓ毎veralreasons，MyanImar，remamswonihyofconsideratimlfbrinvestment
血eto：

□apopulationcifapproximatelyabout64million（4.5millionin
Yangon)；

□vastandvirtuallyuntappednaturalresources；
□arelativeIyeducatedlabouribrceandlowwages；

□itsstrategiclocationintheregio､；

□seaandairlinkswithintheAsiaregionandbeyond；

.;ず蛾; 騒蕊議蕊嬢蕊蕊溌溌蕊蕊蕊蕊難癖総鍵霧蕊蕊蕊霧蕊蕊蕊識襲識 蕊蕊謡鐘

Myanmar1sgoodsbenefit,asadevelopingnationhomtheGeneralized

SystemofPreferencesintradewithmostdevelopednations(i､9.lowerimport

dutiesandnotsubjecttoquotas)；

□accessfbrlOOpercentfbreign-ownedenterprlses；
Qfamiliarbusinessstructuresandcommerciallaws(basedonthe

Britishlawcodesofthepre-independencelndiaStatutes)ラ

ロEnglishbeingwidelyspokenandusuallyusedwhendealingwith

fbreigners；

□significantincentlvesundertheForeignlnvestmentLawfbrlarger
investments;ａｎｄ

□membercountryofASEAN．
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EＣＯＮＯＭＩＣＰＲＩＯＲｍＥＳ

春画蕊罵溌蕊鍵蕊誘蕊鍵蕊蕊騨蕊瀧蕊燕溌蕊蕊鵜繕鴬認溌議識蕊議蕊議蕊蕊溌蕊蕊蕊総識蕊蕊驚

Ｓｉｎｃｅｌａｔｅｌ９８８ｔｈｅＧｏｖｅｍｍｅｎｔｏｆｔｈｅUnionofMyanmarhasmade

signiflcanteconomicrefbrmsandintroducednewliberaltradepoliciesto

promotethedevelopmentoftheMyanmareconomy・TheI1fbureconomic

objectivesi1ofthenatlonunderthepresentGovemmentarethe：

□developmentofagricultureasthebaseaswellasall-rounddevelopment
ofothersectorsoftheeconomy；

□properevolutionofthemarket-orientedeconomic-system；

□developmentoftheeconomy;invitingparticipationintermsoftechnical

know-howandinvestments行omsourcesinsidethecountryandabroad；
ａｎｄ

□initiativetoshapethenationaleｃｏｎｏｍｙｍｕｓｔｂｅｋｅｐｔｉｎｔｈｅｈａｎｄｓｏｆ

ｔｈeStateandthenationalpeoples．

６：･・

ＦＯＲＥＩＧＮＩＮＶＥＳ~『ＭＥＮＴＰＯＬＩＣＹ

騒繍謹綴蕊;蕊謹蕊謹蕊講蕊』鍵蕊麗溌識蕊鍵蕊溌;鍛湧蕊蕊謹躍鍵曾蕊蕊塗鍵鍵識蕊認謹謹鵜織鰯

□Ｓｉｎｃｅｌａｔｅｌ９８８ｔｈｅＧｏｖｅｍｍｅｎｔｈａｓｂｅenactivelyencouraging
fbreigninvestmentinMyanmar・Itsmainfbreigninvestmentpolicy
objectivesarestartedasthe：

□Adoptionofamarket-orientedsystｅｍｆｂｒｔｈｅａｌｌｏｃａｔｉｏｎｏｆ
ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ．

□Encouragementofprivateinvestmentandentrepreneurialactivity．

□OpeningupMyanmar1seconomytofbreigntradeandinvestment
whichincludes

■promotionandexpanslon；

回exploitationofnaturalresourceswhichrequireheavyinvestment；

回acquisitionofhightechnology；

■developingproductionandservicesindustriesinvolvinglargecapital；

■creatinglocalemploymentopportunities；

■developingofworkswhichwouldsaveenergyconsumptlon;ａｎｄ

■regionaldevelopment．
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譲蕊蕊耀鐙蕊瀧蕊騨溺耀穂躍蕊鍵篭薗蕊鍵鍵謹騨蕊露蕊謬蕊

TheGovemmenthasidentifIedanumberofpotentialinvestment

opportunitiesfbrfbreignmvestorsandhasalsoembarkedona

privatizationprogramme．

LＥＧＡＬＳＹＳＴＥＭ

画圃鶴鑑鍵譲鑑識課鍵脚蕊溌識蕊蕊鋳欝識蕊鶴輔嬢輔謹謬瀧蕊謹畿議溌謹識溌醗態鍵銭譲蕊蕊

ThelegalsystemoftheUnionofMyanmarisauniquecombinationoftheclIstomary
lawoftheflmilyhcodifiedEnglishcommonlawandrecentMyanmarIegislation・
TheprinciplesofEnglishcommonandstatutorylawwereimplantedinMyanmar
bytheBritishlawcodesofthepre-independencelndiaStatutes,Thcsestamtory
laws,basedollandincorporatingtheEnglishcommonandstatulorylawofthe
ｔｉｍｅ,includetheArbitrationAct,CompaniesAct,ContractActjEvidence
Act,GeneralC1ausesAct,NegotiableInstrumentAct,RegistrationAct,Ｓａｌｅｏｆ
ＧｏｏｄｓＡｃｔ,TransferofPropertyAct,ＴｍｓｔｓＡｃｔａｎｄｔｈｅＣｉｖｉｌａｎｄＣｒｉｍｉｎａｌ
ProcedureCodcs．

WherethereisnostatueregulatingaparticularmattertheCourtsaretｏａｐｐｌｙ

職階f概淵淵蝋s総淵職瞬淵鮮:蝿1雛
andgoodconscience,Wherethereisnorelevantstatutorygenerallawonpoilltj
theMyanmarCourtsareobligedtodccidcthematteraccordingtojustice,equity
andgoodconscience．
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Incentives

爾孟騨蕊羅蕊篭謡蕊蕊謹鑑識識溌蕊薗蕊羅蕊鍵蕊溌蕊蕊篭鍵蕊擬製溌鍵蕊識蕊鑑識蕊蕊蕊§；

pAfbreigninvestor(whetherinvestingthroughajointventureoralOOpercentowned
entity）manufacturinggoodsorprovidingservicesinMyanmarundertheForeigｎ

ｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬａｗｗｉｌｌｂｅｇｒａｎｔｅｄａｎｅxemptionfTomincometaxfbrthreeconsecutive

years,inclusiveoftheyearofcommencement．

□Inaddition，ａｎｙｏｎｅormoreofthefbllowingincentives〃zqybegrantedbythe

MyanmarlnvestmentCommissiontothefbreigninvestor：

．:、ExemptlonorrelieffTomincometaxontheprofitsofthebusinesskeptinareservefimdand

relnvestedinthebusinesswithinoneyearafterthereseI-veismade．

.:、AccelerateddepreciationinrespectofmachineIy,equipment,buildingorothercapitalassets

usedinthebusiness,atarateapprovedbytheCommission．

。:、ＲｅｌｉｅｆｆＴｏｍｔａｘｏｎｕｐｔｏ５０ｐｅｒｃｅｎｔｏｆtheprofItsaccursedfTomtheexportofgoods
producedinMyanmar．

．;・TherighttopayfbreignemployeesIincometaxanddeductsuchpaymentsfTomassessabIe
Income．

劉、.： 醗溌難溌蕊F蕊凝議霞蕊蕊議蕊羅蕊議溌燭離蕊蕊蕊$蕊露塗蕊蕊蕊&雛雛鍵溌蕊蕊識蕊謹騒蕊識鰯溌閣

，;・Therighttodeductfromassessableincomeexpenseincurredinrespectof
necessalyresearchanddevelopmentcarriedoutwithinMyanmar．

.§･Ｔｈｅａｂｉｌｉｔｙｔｏｃａ１Ｔｙｆｂｒｗａｒｄａｎｄｓetofflossesuptothreeconsecutlveyears
aftertheyearinwhichthelossissustained、

噂.Exemptioniiromcommercialtaxonexport-orientedcommodities．

。:.ＥＸｅmptlonorrelieffifomcustomsduty,licensingrequlrementsandintemal
sparepartsandmaterialsusedinthebusinessanddeemedrequiredbythe
Commissionduringtheinitialperiod/periodofconstruction．

．:．Exemptlonorrelief丘omcustomsdutyhlicensingrequlrementsandintemal
taxesontheimportofrawmaterialsimportedwithinthefirstthreeyears'of
commercialproductionfbllowingstartup/thecompletionofconstmctlon，

TheincentivesactuallygrantedbytheCommissiontothefbreign
investorarespecifiedinthepermit・Ｓｅｃｔｉｏｎ２１ｏｆｔｈｅForeign
lnvestmentLaw．
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’１｜醗蕊蕊鐸蕊鵜蕊駕

I、additiontotheabovetaxmcentives,－

＊ForeigninvestorsholdingapemlitundertheForeignlnvestmentLawarｅｅｎｔｉｔｌｅｄｔｏｌｅａｓｅ
ｌａｎｄｆｂｒｕｐｔｏ３０ｙｅａｒｓｆｔｏｍｔｈｅＧｏｖｅｍｍｅｎｔａｎｄｍａｙｂｅｅｘemptedfromcustomsduties
andinteｍａｌｔａｘｅｓａｎｄけomobtaininganlmportlicensefbrmtheMinislryofCommerce
fbrtheimportofcertaincapitalinvestmentitemsandrawmaterials・
必Also，theForeignlnvestmentLawguaranteesthatfbreigninvestmentunderaForeign
lnvestmentLawpemlitshallnotbenationalizedandtheabilityoftheForeigninveRtorto
repatriatelItherightfillentitlementofthefbreigninvestorl1infbreigncurTencyafierthe
teIminationofthebusiness．

＊ApermitundertheForeignlnvestmentLawalsoenablesfbreignemployeesofthe
companyresidentinMyanmartorepatriatetheirsavmgs．

IＮＶＥＳＴＩＮＧＵＮＤＥＲＴＨＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳＡＣＴ

司扉 識'蕊識蕊識蕊溌蕊鳶蕊謹蕊蕊駕篭溌議蕊蕊蕊蕊雲謹蕊蕊蕊蕊蕊

Forsmallerinvestmentsonwherethefbreigninvestordoesnotwishtogo

throughtheForeignlnvestmentLawprocedures，ｔｈｅｒｅｉｓａｎａｌｔｅｍａｔｌｖｅ
ｗａｙｏｆｄｏｉｎｇｂusinessinMyanmar,undertheMyanmarCompaniesAct
l914andCompaniesRulesl940、

TheCompaniesActgovemstheactivitiesofbothlocallyandfbreign‐
incolporatedcompanleswishingtocanryonbusinessinMyanmarandisin
afbrmsimilartoearlycompanylawcodesofotherfbrmerBritishcolonies
intheregionandEngland，whichcodesremainthefbundationofthe
currentcompanylawinthosecounmes．
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ＡｐｐＩｉｃａｔｉｏｎｆｏｒａＰｅｒｍｉｔｔｏＴ『ade

箇噸灘識窪溌蕊遍蕊蕊譲蕊蕊蕊曾蕊蕊嬢蕊蕊蕊蕊議蕊羅蕊蕊懸蕊溺蕊蕊議蕊蕊蕊議蕊藤蕊驚謹
TheapplicationforaPermittoTradｅｉｓｔｏｂｅｓｕｂｍｉｔｔｅｄａｌｏｎｇｗｉｔｈｔｈｅａｐplicationfor

lncorporationofthecompanyorregistrationofabranchtotheDirectorateof

lnvestmentandCompanyorAdministration･WhereapermitundertheForeign

InvestmentLawisbeingappliedfor,thePermittoTradeapplicationandcompany

lncorporationorbranchregistrationstepsaretobefollowedonlyafterissuanceofthe

ForeignlnvestmentLawpermit・TheapplicationforaPermittoTradｅｕｎｄｅｒｔｈｅ

ＣｏｍｐａｎｉｅｓＡｃｔｍｕｓｔｂｅｉｎｔheprescribedformandaccompaniedｂｙｔｈefollowing
documents，

TheGovemmentisalsoseekingtoencourageforeigninvestmentinthedevelopmentof

golfcourse､beachresorts，touristvillages，amLIsementparksWrecreationalcentres，

servicedapartments1condominiums,officecomplexesandinfrastructureprqjectssuch
asairports,roads,railways↑telecommunicationsfacilities,etc、

Therightofanyperson(whethercitizenolrfbreign,individualorcompany)tocarTyany
economicactivityorentelprise,apartけomthel2areasofeconomicactivityspecifIcally
IIreservedmtotheGovemment,isenshrinedintheState-ownedEconomicEntelplrisesLaw

l989・Thefbllowingcommonentitiesarerecognizedandavailablefbrfbreign
mvestment／tradeinsucheconomlcactivitiesorenterprise、AstomcoIporatlon
requirements,seebeIowunderllIncorporation"，

ＩＮＶＥＳＴＩＮＧＵＮＤＥＲＴＨＥＦＯＲＥＩＧＮ

ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＬＡＷ

錘I識謹溌灘蕊蕊蕊蕊謹蕊§鍵蕊蕊蕊霧蕊:蕊議蕊蕊蕊躍霧蕊蕊蕊蕊篭蕊蕊蕊蕊塞議蕊蕊
AlthoughnotalwayspossibleoradvisabletoobtainapermitundertheForeign

lnvestmentLaw,thebenefitsattachingtoinvestmentsunderaForeignlnvestmentLawpermlt
canbesubstantial・Inaddition，fbrthosefbreigninvestorswhodoinvestundertheForeigl
lnvestmentLawぅapermitapplicationandrelevantdocumentsaddressingallareasappropriate
totheproposedoperationinMyanmar(includingallothernecessaryapprovals)cane歴ctively
providea“onestop”approvallprocessonlydreamtaboutinmanyothercountriesintheregion、
Ｆｏ'rlarge-scaleprQjects,seriousthoughtshouldbegiventoinvestingunderthe

ForeignlnvestmentLawwhichprovidessignificanttaxandotherincentives・However,such

mvestmentsmustcomplywithalrigoroussetofcriteriaandmaybesubjecttosignifIcant
conditionsastotheoperationoftheinvestment、

Inpractlce,anymvestmentrequiringGovemmentlandandalljoiI'tventureswith

State-ownedeconomicenterprisesoranypartoftheGovemmentaresubjecttoandmustapply
undertheForeignlnvestmentLawAlso,jointventurestobefbrmedwithlocalprivatecitizens
orentitieswhicｈｈａｖｅｏｂtainedapprovalorconcessionsundertheCitizenslnvestmentLaw

l994,mustobtain,priortofbrmation，apermitundertheForeignlnvestmeｎｔＬａｗ,Failureto
obtainaForeignInvestmentLawpermitinthesecircumstanceswillbreachtheCitizens

lnvestmentLawandwilIexposethejointventurecomPa､ｙ(andeachoftheshareholders)tothe
possibilityoffInesand,moreimportantly,ofbeingblacklistedfromanyGovemmentapproval
fbranyfnturebusinessventureinMyanmar‘

－１６４－



FOreignInvestmentPolicy

’５１謬溌蕊謬馴蕊議蕊蕊騨蕊蕊溌蕊蕊蕊Ｉ 壁蕊蕊蕊謹溌蕊識躍鶏溌

TheGovemment，smainfbreigninvestmentpolicyobjectives,whichwillbeconsidered

whenappraisinganapplicationundertheForeignlnvestmentLaware．

□Adoptionofamarket-orientedsystemfbrtheallocationofresources．

□Encouragementofprivateinvestmentandentrepreneurialactiviw、

ｐＯpeningupMyanmar，seconomytofbreigntradeandinvestmentwhichincludes

□promotionandexpansionofreports；

□exploitationofnaturalresourceswhichrequireheavyinvestment；

□acquisitionofhightechnology；

□developingproductionandservicesindustTiesinvolvinglargecapital；

□creatinglocalemploymelltopportunities；

□developingofworkswhichwouldsaveenergyconsumpt】on;ａｎｄ

口１regionaldevelopment．

漕雨蕊譲蕊I蕊蕊蕊溌蕊溌騨蕊蕊謹蕊謹蕊譲鍵謹蕊駕篭蕊蕊蕊鍵蕊蕊蕊蕊譲蕊鍵蕊謹識難

InordertoprovidemorespeciHcguidancetopotentialfbreigninvestors，some85
typesofactivitieshavebee、specifIedasopentofbreigninvestment､Annexure2to
thisChaptel･broadlyoutlinestheareasdeclare。ａvailablefbrinvestmentunderthe
ForeignInvestmentLaw・Afbreignilwestormayapplyfbrandobtainapermit
lmdertheForeignlnvestmentLawfbraneconomicactivitynotsospecified，
providedthefbreigninvestorcanexplainhowtheactivitywouldbemutually
benefIcialtoMyanmarandthefbreigninvestom
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AppIicationProcedures
１７ 蕊#識蕊蕊蕊灘鍾鍵蝿蕊溌溌霞溌雛騒蕊議蕊５

AfbreigninvestorwishingtoinvestinMyanmarundertheForeignlnvestment

LawmustapplytotheMyanmarlnvestmentCommissionintheprescribedfbIm

fbrapermit，fbrtheCommission，spermissiontoundertaketheproposed
mvestment．Altematively)ｔｈｅｐｅｌｍｉｔｍａｙｓｉｍｐｌｙｎｏｔｂｅｒｅｎｅｗｅｄａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈe

relevanttwo-yearperiod

Paragraｐｈ７ｏｆ“ProceduresRelatingtotheUnionofMyanmarForeign

lnvestmentLaw，，(NotificationNo､１１/88)．

lAmendedforeigninvestmentiawset

麺 識蕊鱗:懸磯繍撫撫撫11爵識撫1錨‘織謹識
JMyanmar，ｓａｍｅndedForeign

parliamentonJuIy4．

lnvestmentLawwillberesubmittedｔｏ

Keychangestot:1edranthatwassubmiltedearlierthisyearconcemIand
use・PresidentUTheinSeinhighlightedtheimportanceofworkablelaws
andreguIationstopotentialinvestorsduringhisstateoftheunionaddress
onnationalteIevisiononJunel9．“Thatiswhytheneededlawsand
regulationsaredrawnagainaccordingtotheintemationalIegulati[)nsand
soon，thefbreigninvestmentiawwillbesubmittedtothePyidaungsu
Hluttaw'，

」Also，thedraftMyanmaSpecialEconomicＺｏｎｅＬａｗｈａｓｂｅｅｎ
ａｎｄａｆｔｅｒｇｅｔｔｍｇｏｐinionsfi〔)mrespectivedepartmentSand
organistations,itwillbesubmittedtotheHluttaw．

jThefinancial,(axation,trade,investmentandindustriaIreguIationswithin
thedraftIawhaveaIsobeenamGndcd．

」ThecountIynsec〔)､(〕ｍｉｃｄＤｏｒｓｗｅｒｅｏｐｅｎａｎｄｈｃｗｅｌｃｏｍｅｄinvestors
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翫翻藤謹漂譲霧霧蕊蕊蕊螺蕊蕊蕊溌霧霧議蕊議蕊議鐸蕊蕊蕊蕊議謹§蕊蕊謹識蕊#羅篭§識蕊Ｉ

．Anadditionalamendmentchangesthedurationofinvestmentfromaninitial
periodof30years，fbllowedbytwol5-yeaI・extensionstoa50-year
mvestmentfbllowedbytwolO-yearperiods．

‐』Theamendedlawenablescompamestofbrmjointventureswithdomestlc
partnersbyputtinginatleast35pel･centoftheinvestmentorenterthecountry
aswhollyownedfbreignenterprises・HoweveEsomesectorswouldremaln
protectedandwouldnotbeopentolOOpc-ownedfbreignfilms・

ユTheeconomicsituationofMyanmaI･in2012hasimprovedfrombefbre．

．Ｉｔｃｏuldbeconsideredthattherearenotanysituationsfbrpotentialinvestorsto
beworTiedaboutandthesituationislookinggood．

．Localswhorentlandtofbreigninvestorsalsoopttousetheleasemoneyto
buyashareintheprQject,ｗｈｉｃｈｉｓｏｎｅｗａｙｏｆｐｒｏｖｉｄｉｎｇｅｘｔｒａｏpportunities
fbrpeople．

。AlthoughtheMyanmarForeignlnvestmentLaｗｈａｓｎｏｔｐａｓｓｅｄｙｅｔｗｅｆｂｅｌ
ｔｈａｔｐｏｏｐleshouldbeprepared．

．WhilehugemultinationalshadnotbeglmmvestinginMyanmaryet,apatlent
approachwouldyielddividendsinfntures．

２，。 議溌蕊蕊懸躍謹蕊蒙篭 躍蕊蕊溌蕊

□USsanctlonswereonlyeasedaboutamonthago,soitwilltakesometlme

fbrbiginvestmentstocome・Ａｎｄtheinvestmentlawisgoingtopasse。
ＳＯＯｎ．
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ThankY側
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＜閉会の挨拶＞

財団法人国際民商事法センター理事

小杉丈夫

○小杉皆さま，長時間のシンポジウム，大変ご苦労さまでございました。まず，遠路は

るばる日本に来ていただいて，きょうのような大変内容のあるスピーチをしていただいた

タン・ヌエ先生，ティン・ゾウ先生２人に対して，心から感謝をしたいと思います。日本

で，ミャンマーの非常にレベルの高い法律家から信頼のできる話を聞けたというのは，恐

らく今回が初めてではないか，この機会が初めてではないかと思います｡そういう点では，

私どもこの席でお話を聞かせていただいたというのは，大変幸せで光栄なことであるとい

うふうに思います。

２人のお話をうかがっていると，やっぱりミャンマーと日本と，非常に，アジアの風土

といいますか，アジアの圏内の国だなということを感じさせられたということが一つと，

もう一つは，英国，イギリスの法律の影響というものが基層にあるということは，私ども

にとっては非常に重要なインフォメーションなわけですよね。英語がかなり国内で通ずる

というお話もありましたし，いろんな古い法律が，これから新しく改正されることはある

でしょうけれども，イギリス法がベースにあるということは，テイン・ゾウさんの話で，

法律がないところは裁判官が裁量で判断をするんだということを言われましたけれども，

イギリス法のベースがあるところの法律家でそういう話が出るのと，そうじやないところ

の国で裁判官が裁量で判断するという場合の受け取り方は，やっぱり法律家としては全然

違うんですね。そういうことも頭に置きながら，きょうのお話を聞いていただけていれば

大変ありがたいなというふうに思いました。お話のされ方，その他うかがっていても，イ

ギリスのそういう遺産といいますか，Heritage（ヘリテイッジ）を持ったところの国の方

だなというふうに感じました。

それから二つめは，きょうの参加者の方々にも改めて感謝をしたいと思います。大変た

くさん集まっていただいて，熱心に講演を聞いていただいただけではなくて，大変たくさ

ん質問が出まして，その質問によって２人のスピーカーから，さらに詳細な回答を引き出

していただいたということで，このシンポジウムを非常に実りのあるものにしていただい

たというのは本当に皆さまのおかげだと思いまして，ありがたく思っております。

三つめは，やはりグローバリゼーションということを感じさせるということでありまし

た。ミャンマーでも恐らくこれからいろいろな改正が行われていくだろうと思いますけれ

ども，今のグローバルなアジア社会，アジア市場の中で，国際的に通用するルールをつく

っていくということが非常に大事になっていくだろうというふうに思って，それは決して

日本がアジア市場の外にいるのではないということなんですね。自分たちも同じこのアジ
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アの中で発展していくためには，日本がこれからのミャンマーとの関係でどういうことを

やっていけばいいか，また，日本の中をどういうふうに変えていって，国際的に通用する

社会をつくって，本当にアジアの中に入っていくということを考えていくというのが非常

に大事なことだろうと思います。ミャンマーが投資の対象国であって，まだ生産コストが

安いとかいろいろありますけれども，そういうことだけではなくて，そういう広い物の考

え方をするということが大事だろうというふうに思います。ミャンマーと日本，これから

どういうふうに法律の面で協力をしていくかというのが我々の課題なわけで，今までは軍

事政権という大きな障害がありまして，本当にほとんどできていなかった。私どもの国際

民商事法センターというのができたときが1996年でございましたけれども，最初のころは

マルチ研修というのがあって，一つの国じやなくて複数の国の方に日本に来ていただいて

研修をするというようなことがあって，そのときにはミャンマーから何人か研修生が来ら

れたということがありましたけれども，それ以来，そのマルチ研修というのもなくなりま

して，ミャンマーとの関係は本当に切れたような格好になっていたと思います。こういう

２人の非常に有力な法律家の方に日本に来ていただき，ミャンマーとの関係でも，これか

ら日本とミャンマーの間で，先ほど申し上げたような意味で，アジアの発展，両国の発展

のために何ができるかと，一緒にどういうことをやっていったらいいかということを考え

る，また実行していくプロジェクトというのをぜひ考えていきたいというふうに思います。

きようの講演をそういうことのきっかけということにできれば，主催者としてこんなうれ

しいことはないというふうに思っております。

本日は，日本企業の方，また法律事務所の方，たくさん来ていただきました。こういう

いろいろなアジアとの関係の法律の支援，共同作業ということがいろんな面で行われてい

るということに，ぜひご理解とご協力をいただきたいというふうに思っております。ベト

ナムなんかは，先ほどお話をした９６年から，ベトナムの研修生の研修というのも既に３８

回ですかね，そのくらい続いている。カンボジアも，民事訴訟法の制定というのは日本の

法律家とカンボジアの法律家の長い間の共同作業でできた。中国との間の協力というのも

１７年にわたって，そういう長い時間をかけております。私自身も弁護士として手弁当でお

手伝いをしているわけですけれども，こういう時間がかかっていて，それが日本の企業に

とっても日本全体にとっても大変，今日見たときに役に立っているということだと思うん

ですね｡ですから,ぜひそういうことをご理解いただきたい｡ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸみたいな

ことがありますと，日本の企業で最初に切られてしまうのは，こういうところの会員にな

るとか寄附をするとかということになってしまう。だけれども，もう少し広い目で，長い

目で，アジアと日本の関係というのを見ていただけると大変ありがたいというふうに思っ

ております。本日は，本当に実りのあるシンポジウムができたと思います。本当に皆さま

のおかげだということで感謝をしております。どうもありがとうございました。
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